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1

児童虐待対策に
おける行政・医
療・刑事司法の
連携推進のため
の協同面接・系
統的全身診察の
実態調査及び虐
待による乳幼児
頭部外傷の立証
に関する研究

3 3

政策科学
総合研究
（政策科学
推進研究）

山田　不二
子

 (1)研究成果
性虐待やAHT(虐待による乳幼児
頭部外傷)のように体表外傷が生
じにくく、被害児本人から被害内
容の開示を得ることが難しい虐待
の場合、その立証は困難を極め
る。そこで、虐待を立証するため
の方法論を確立して児童虐待防
止対策に資するため、『協同面接
と系統的全身診察の手引き』と
『AHT診断アルゴリズム（診断の
手引き）』を策定した。

 (2)研究成果の学術的・国際的・社
会的意義
『協同面接と系統的全身診察の
手引き』と『AHT診断アルゴリズ
ム』を活用することにより、性虐待
とAHTの立証に資する。

 (1)研究成果
性虐待やAHTのように体表外傷
が生じにくく、被害児本人から被
害内容の開示を得ることが難しい
虐待の場合、その立証は困難を
極める。そこで、児童虐待防止対
策に資することを目的として『協同
面接と系統的全身診察の手引き』
と『AHT診断アルゴリズム（診断の
手引き）』を策定した。

 (2)研究成果の学術的・国際的・社
会的意義
児童虐待に関わる医療機関・児
童相談所・警察・検察等関係機関
が『協同面接と系統的全身診察
の手引き』と『AHT診断アルゴリズ
ム』を活用することにより性虐待と
AHTの立証に資する。

令和４(2022)年3月1日付で『協同
面接と系統的全身診察の手引き』
と『AHT診断アルゴリズム』を策定
し、全国の臨床研修病院等医療
機関・児童相談所・警察・検察等
関係機関に配布した。本研究終
了後は、本研究を当初から支援し
てきた一般社団法人日本子ども
虐待医学会(JaMSCAN)が両『手
引き』を管理し、関係機関の要望
に応じて追加配付を行って『手引
き』の活用を推進している。

性虐待等児童が被害者となる犯
罪に関しては、2015年10月28日
以来、児童相談所・警察・検察の
３機関による協同面接が運用され
てきたが、系統的全身診察の必
要性はあまり認識されてこなかっ
た。『協同面接と系統的全身診察
の手引き』によって、この課題の
改善を期待できる。AHTに関して
は複数の刑事裁判で無罪判決が
出ているが、その要因として、画
像等の医療情報が的確なタイミン
グで実施されていないという問題
があった。『AHT診断アルゴリズ
ム』が活用されることによって、こ
の種の要因による証拠の不備を
改善できる。

『協同面接と系統的全身診察の
手引き』と『AHT診断アルゴリズ
ム』はそれぞれ20ページ程度のコ
ンパクトな手引きとなっているた
め、「日常的に活用しやすい」と好
評を得ている。
また、犯罪立証の観点だけでな
く、『協同面接と系統的全身診察
の手引き』と『AHT診断アルゴリズ
ム』によって、性虐待やAHTに関
する診断学の信頼性と妥当性が
向上することで、後れを取ってき
た日本の子ども虐待医学分野に
おける学術研究を世界水準に引
き上げる効果を期待できる。

0 2 9 0 8 0 0 0 0 0

2

児童虐待対応に
おけるリスクアセ
スメントのための
データ収集基盤
構築とAIを活用
したリスク評価に
向けた研究

3 3

政策科学
総合研究
（政策科学
推進研究）

高岡　昂太

本研究成果は、現場のニーズｘ現
場データｘ技術シーズが揃わない
とできない価値である。現場のドメ
イン知識に基づく課題設定と合意
形成、現場との協働によるデータ
の生成と収集、そして設定した課
題を解くためのAI技術開発と
Expert in the Loopの醸成に向け
た解析結果のフィードバックを行う
ことができたことは国際的にも先
駆的といえる。

これまで、経験や感覚を大事にさ
れることが多かった児童福祉現場
において、現場のドメイン知識に
基づき現場業務に合わせたデー
タ収集を行い、心理学や社会福祉
学と共に情報学の観点からAI開
発までたどり着き、人が異動や退
職で変わっても、知見を引き継げ
る基盤を構築できた。

ガイドラインの開発は行っていな
いが、厚労省が開発を進めるAIに
おける基礎的知見と、そのための
実装に向けたサービスデザインの
参照枠を提供することができた。

現場にはAIを開発して終わりでは
無く、業務で使ってもらい、現場感
覚とAIの予測結果を摺り合わせる
照合作業が必要である。そのため
には現場にAIの読み解き方を伝
えたり、データ解析結果を定期的
に伝える仕組みがないと、すぐに
形骸化してしまう危険性を指摘で
きた。

今後のAI実装に向けた考察とし
て、デジタル庁などによるガバメン
トクラウドの指針として、データ連
携の仕組みや各自治体のニーズ
に合わせるための拡張性に向け
てAPIの必要性などを指摘するこ
とができた。

0 1 1 0 1 0 0 0 1 0

3

医師の専門性を
考慮した勤務実
態を踏まえた需
給等に関する研
究

3 3

政策科学
総合研究
（政策科学
推進研究）

小池　創一

令和元年時点の医師の勤務実態
について明らかにするとともに、
「長時間労働の医師への健康確
保措置に関するマニュアル」を作
成した。また、診療科別必要医師
数の推計方法についてのブラッ
シュアップを行うとともに、推計に
必要な基礎データが得られた他、
新型コロナの流行が医師需給に
与える影響等について検討するこ
とができた。

本研究は社会医学分野の研究の
ため、該当なし。

令和元年度における医師の勤務
実態については、令和2年8月28
日第8回医師の働き方改革の推
進に関する検討会他で紹介され、
医師の時間外労働の上限規制の
ための具体的な時間数の議論に
貢献した。
また、令和2年9月30日　第9回医
師の働き方改革の推進に関する
検討会で「長時間労働の医師へ
健康措置確保に向けたマニュア
ル」が紹介され、長時間労働の医
師への健康確保に向けた議論の
基礎資料となった。

長時間労働の医師に対する健康
確保措置は、有効な休息・睡眠の
取得であることを共通のコンセン
サスとし、雇用者の健康確保措置
が単に長時間労働規制ならびに
勤務間インターバルの取得にとど
まらない活用が今後期待される。

診療科別必要医師数の推計方法
の改善やブラッシュアップに必要
な資料収集、さらに新型コロナの
流行が医師需給に与える影響等
について検討を行った結果は、今
後の医師需給をめぐる検討の上
で基礎資料となることが期待され
る。

0 5 0 0 5 0 0 0 0 0

4

新しいチーム医
療等における医
療・介護従事者
の適切な役割分
担についての研
究

3 3

政策科学
総合研究
（政策科学
推進研究）

今村　知明

働き方改革に伴う医師の時間外
労働の上限規制の適用開始
（2024年4月1日）に向け、1) 現行
法内ですでに進められている医師
からのタスクシフト・シェアの実態
と医師の労働時間の短縮(時短)
への効果を明確にすること、2) タ
スクシフト・シェアを横展開と面分
業できる好事例の抽出と整理、3)
医師の時短効果や医療安全に関
する検証を行った

該当なし
「現行制度上実施可能な業務」の
内「特に推進する44業務」の発出

調査結果は、厚生労働省の働き
方改革検討会の資料の一部とし
て活用され、また「現行制度上実
施可能な業務」の内「特に推進す
る44業務」の発出や法改正が必
要なタスクシフト・シェアの内容に
関する検討の一助にもなった

該当なし 2 1 2 0 3 0 0 0 0 1

令和３年度終了研究課題の成果の一覧

Ｎｏ． 研究課題名
年度

研究事業名 研究代表者 専門的・学術的観点からの成果 臨床的観点からの成果 ガイドライン等の開発
その他
（件数）その他行政的観点からの成果

出典：国立保健医療科学院　厚生労働科学研究成果データベースより（令和４年６月24日時点で登録されている課題のみ掲載）

その他のインパクト
原著論文
（件数）

その他の論
文等（件数）

学会発表
（件数）

特許（件
数）

1

Administrator
スタンプ
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Ｎｏ． 研究課題名
年度

研究事業名 研究代表者 専門的・学術的観点からの成果 臨床的観点からの成果 ガイドライン等の開発
その他
（件数）その他行政的観点からの成果 その他のインパクト

原著論文
（件数）

その他の論
文等（件数）

学会発表
（件数）

特許（件
数）

5

公的医療保険に
おける外科手術
等の医療技術の
評価及びその活
用方法等に関す
る研究

3 3

政策科学
総合研究
（政策科学
推進研究）

岩中　督

2018-19年に胃癌・直腸癌・食道
癌に対して実施されたロボット手
術症例において、術者の経験症
例数ごとの術後合併症発生は、
経験症例数が基準値に満たない
群のそれは基準値を超える群に
比較して有意に上昇していること
は示されなかった。
　KコードとSTEM7の評価からは、
組み合わせのパターン分類が明
らかにされ、また麻酔時間の分布
からKコードの細分化もしくは合理
化が可能と思われる術式が示さ

検討が行われた胃・食道・直腸の
手術については、ロボット手術に
おける施設要件（在籍術者の経験
症例数の要件）が削除された。

なし

ロボット手術の術者経験症例数を
アウトカムの関連に関する検討、
Kコード×STEM7の組み合わせと
手術麻酔時間の関係の検討の２
つの評価は、ともに令和4年1月18
日に開催された診療報酬調査専
門組織（医療技術評価分科会）に
て、資料での結果提示および報告
が行われた。

結果については関連する学会と
共有をし、関係者間での協議を
行った。報告書は公開されてい
る。術者要件の削除については
複数のウェブメディアに取り上げ
られている。

0 32 0 0 0 0 0 0 2 0

6

入院医療の評価
のためのDPC
データの活用及
びデータベース
の活用に関する
研究

3 3

政策科学
総合研究
（政策科学
推進研究）

伏見　清秀

本研究の成果は、DPC制度の基
盤となるコーディングデータの正
確性の確保、DPC分類の精緻化
の継続的な推進手法の確立、機
能評価係数などのDPC包括評価
の基本的な考え方を示すものとい
える。DPCデータの第三者提供と
DPCデータの利活用の促進に関
しては、個人情報保護等の観点
からのセキュアなデータのあり方
の基本的な考え方を示した。

DPCデータを用いた医療の質評
価手法を開発するとともに臨床疫
学研究の手法も示し、我が国の医
療の質の向上、臨床疫学の発展
に寄与することが期待された。

特になし

本研究は、DPC診断群分類の今
後の維持・整備手法を明らかと
し、令和４年度以降の改定手法の
基盤を提供するとともに、DPC包
括評価の妥当性の確保につなが
る分析と考えられた。

特になし 4 98 0 0 0 0 0 0 0 0

7

医薬品・医療機
器等の費用対効
果評価における
公的分析と公的
意思決定方法に
関する研究

3 3

政策科学
総合研究
（政策科学
推進研究）

福田　敬

分析ガイドラインについては、研
究班において作成した改訂版を
中医協に提案し、次年度からの分
析に用いられるようになった。
NDBを用いた疾患別医療費の分
析方法やQOL値の測定ツールに
ついては、実際に費用対効果評
価の分析において用いることがで
きるものであり、これら標準的な
手法の確立により、費用対効果評
価制度の推進に貢献するものと
期待される。対象品目の選定に関
するNDBの活用方法を検討し、適
宜各品目の売上高のモニターに
使用されている。

医薬品・医療機器等の費用対効
果評価を分析ガイドラインに沿っ
て実施した結果は、臨床における
医薬品等の適正使用にも結びつく
ものと期待される。

研究班で改訂を行った「中央社会
保険医療協議会における費用対
効果評価の分析ガイドライン
ver.3」については令和4年1月19
日の中央社会保険医療協議会総
会で了承され、令和4年4月以降
の指定品目の評価に際して適用
されることとなった。

中央社会保険医療協議会におけ
る費用対効果評価制度は今後、
その対象を拡大していくことが想
定されており、本研究の成果から
分析方法の標準化や研究体制の
充実などを図ることにより、効率
的な医療提供に向けた施策に貢
献するものと思われる。

改訂した分析ガイドラインは中医
協での指定品目の評価のための
ものであるが、それ以外の保健・
医療分野における費用効果分析
でも本ガイドラインに準拠した方
法での研究が多くされるように
なってきており、我が国における
費用効果分析の標準的な方法と
して浸透しつつある。

0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

8

保健医療福祉資
格に共通して求
められるコンピテ
ンシー習得に向
けた教育コンテ
ンツに関する研
究

3 3

政策科学
総合研究
（政策科学
推進研究）

堀田　聰子

共通基礎課程のモデルカリキュラ
ムについて、実際の大学の現行
課程と紐づけて検証を行い、シラ
バスの表記に基づけば8～9割は
既習となることを確認した。さらに
既存カリキュラムを圧迫しない構
造になるために必要な準備等、大
学における実装上の具体的課題
を明らかにした。あわせて、共通
基礎課程のコンピテンシー習得に
向けた教材の検討やこれを用い
た教育の試行を重ね、演習教材
等の開発を行うとともに、教育・学
習支援の在り方についても検討を
深めることができた。

大学等が共通基礎課程の実装の
意思決定を行ううえでは、対象職
種のカリキュラム改正等との関係
の整理、共通基礎課程に関する
需要の見通し、将来的な対象職
種や課程の拡大を含む運用につ
いても検討が求められる。実際に
共通基礎課程を実装する大学に
おいては、カリキュラムの計画、
教材及び教育方法の整備等、準
備段階でさまざまな後方支援が必
要となることが見込まれ、モデル
校等を設定してその知見を蓄積・
共有することが期待される。

該当しない。

厚生労働省において共通基礎課
程の具体的検討を開始するにあ
たって制度設計のたたき台とな
る。また、今後、対象職種にかか
わる職能・教育関係団体や大学
等の教育関係者との検討に際し
て生じるだろう疑問や課題を事前
に探り、備えるための素材として
も活用できる。内外の教育機関の
課程に関する認証プロセスを踏ま
えると、共通基礎課程の実装に際
しては、現行の保健医療福祉関
係の諸資格において用いられて
いる行政機関による教育機関の
指定以外の多様な方法で、認証
ないし教育内容の担保を行い得
る可能性があることがわかった。

埼玉県内の保健医療福祉専門職
を対象として、複数資格取得の希
望及び本研究班で開発した対人
支援職種に共通して求められるコ
ンピテンシー試案のコンピテン
シーの卒前教育における教育の
程度を把握することを目的とした
アンケート調査を行った。サンプ
ル数が少なく、さまざま限界はあ
るものの、別の資格を取得する希
望がある者が4割近くにのぼるこ
と、コンピテンス領域Ⅱ科学的思
考とその展開、Ⅵ地域・社会活動
とソーシャルアクションが他の領
域に比べて教育程度が低いこと
がうかがわれるなどの発見があっ
た。

0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
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Ｎｏ． 研究課題名
年度

研究事業名 研究代表者 専門的・学術的観点からの成果 臨床的観点からの成果 ガイドライン等の開発
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9

保健・医療関連
行為に関する国
際分類の我が国
への適用のため
の研究

3 3

政策科学
総合研究
（統計情報
総合研究）

川瀬　弘一

WHO-FICの中心分類の１つであ
るICHIは、ICD-11と同様中心分類
間で共有されるWHO-FIC
Foundationを基に構成され、WHA
で承認されることで完成する。全
世界で行われたフィールドテスト
結果をもとに、現在も修正が行わ
れているが、我が国から多数参加
し、WHO-FICで大きく評価された。
また今後の国内利用を踏まえて
ICHIテキストを作成、これを用い
たICHI地域研修会を開催してい
る。多くの保健・医療関係者から
ICHIの理解が深められたと評価も
高い。

ICHI暫定版作成にあたり、WHO-
FIC会議やICHI会議において我が
国での保健・医療関連行為に関
する分類（Kコード、Jコードや外保
連コード等）を参考に提案を行な
い、ICHI完成の役割を担ってき
た。またICHIがWHAで承認される
と、国内での利用も積極的に行わ
れるようになると考えられ、その際
に臨床現場で混乱がないよう、承
認前から準備を行っている。

現在ガイドライン等の開発は予定
していない。

現在ICHIはWHAで承認されておら
ず、我が国での行政利用は行わ
れていない。しかしながら、WHO-
FICの中心分類の１つであるICD
はDPC/PDPSにおける疾病分類
として利用されており、今後
DPC/PDPSにおける手術や手術・
処置等の項目に利用される可能
性がある。その際には十分活用で
きるよう準備している。

多くの保健・医療関係者が利用で
きるようICHIテキスト2021を作成し
た。ICHIは現在、暫定版であるた
め、その内容が毎年更新される。
このため2022年も改訂版である
ICHIテキスト2022に修正した。

0 0 5 0 2 1 0 0 0 0

10

わが国における
ICD-11コーディ
ング導入に関す
る問題点の抽出
と解決及び先進
国における疾病
統計に係る情報
分析

3 3

政策科学
総合研究
（統計情報
総合研究）

末永　裕之

（１）成果：ICD-11の普及啓発活
動、海外事情の調査および我が
国初のICD-11コーディング教材を
開発するなどの成果があった。
（２）意義：ICD-11の国内導入にあ
たり実務者の教育が必要となる
が、人材育成、教材開発、啓発活
動を行い、事前の環境整備を行っ
た点で社会的意義がある。さらに
死因上位3疾患についてICD-11を
詳細に分析し、ICD-11コーディン
グに際し要求される医療的知識
の水準を明らかにし、がん登録と
の関係性を指摘した点、また医師
への啓発の必要性を指摘した点
等は、学術的意義がある。

該当なし 該当なし

国際標準であるICD-11の国際動
向が見えたことで、わが国の政策
策定において、各国と歩調を合わ
せた政策に結びつけることが期待
される。

インターネット上のオンデマンド講
習を継続し、広く累計2,264名に対
してICD-11についての研修を実
施、啓発を行った。

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

11

死因統計の精度
及び効率性の向
上に資する機械
学習の検討に関
する研究

3 3

政策科学
総合研究
（統計情報
総合研究）

今井　健

我が国の原死因データ収集にお
ける課題を抽出し、機械学習によ
る支援ターゲットを明らかにした。
これを元に、オートコーディング
ツールにより決定された仮の原死
因が、死亡個票の各種付帯情報
に影響を受けて原死因確定の際
に変更されるか否かについて、機
械学習を用い非常に高い精度で
自動分類し、原死因確定プロセス
を支援する手法が開発された。

我が国の公衆衛生施策の中心的
資料である人口動態調査におい
て、機械学習により原死因確定プ
ロセスを高精度に支援する手法
が開発でき、従来の人手による確
認作業の正確性・効率性向上に
大きく貢献するものと考えられる。

特になし

来たるICD-11の国内導入にあた
り、次世代の我が国の原死因確
定ツールとしては、Iris、WHO
cause of death identification
tool、現状の国内オートコーディン
グツールの更新の３種類が考えら
れるが、本研究によりどのオート
コーディングツールとも組み合わ
せて利用することが可能な、機械
学習による汎用的支援手法が開
発された。

特になし 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3
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12

日本の集中治療
臨床情報を基盤
として人工知能
を用いた本邦発
の重症度予測モ
デルの開発とパ
ネルデータ活用
環境の醸成

3 3

政策科学
総合研究
（臨床研究
等ＩＣＴ基盤
構築・人工
知能実装
研究）

高木　俊介

各施設で多様な形式で保存され
ているデータに関して調査を行
い、データの標準的な用語の整理
を行った。また、データをリアルタ
イムに活用するためのシミュレー
ション環境の構築を行い、今後の
データ利活用の可能性を示すこと
ができた。今まで、産学官で連携
をしてデータを標準化する試みは
様々な分野で行われていたが、
複数の医療機器を扱う集中治療
分野でその足がかりを作ることが
できたことは有意義であり、最終
報告でも多数の参加者が集まり、
期待の高さが窺えた。

集中治療医学会の標準用語集を
参考にして、データ収集のための
統制用語集を作成した。バイタル
サイン、検査項目、血液ガス分
析、人工呼吸器データと集中治療
領域での情報の整理をすることが
できた。
単施設での集中治療領域におけ
る時系列データを用いて機械学
習のアルゴリズム構築を行なっ
た。各施設で精度の高いアルゴリ
ズムが構築できたが、データセッ
トが単一施設のため、データ量が
不十分である課題が抽出された。

特記事項なし。 特記事項なし。

本研究の成果をもとにICU診療
データの標準化を目指し、日本集
中治療医学会や関連学会・企業
と連携してコンソーシアム「集中治
療コラボレーションネットワーク
(ICON)」を設立した。この場でICU
データ標準化・構造の統一化に向
けた検討を行い、データ利活用を
行うプロジェクトのハブとなること
で、研究費終了後にも持続的に
組織運営が行われ、事業継続で
きる方策を検討している。セミナー
の随時開催、並びに団体のパンフ
レット作成をした。

0 0 22 4 12 1 0 0 1 3

13

AIを活用した医
療機器の開発・
研究における
データ利用の実
態把握と課題抽
出に資する研究

3 3

政策科学
総合研究
（臨床研究
等ＩＣＴ基盤
構築・人工
知能実装
研究）

中野　壮陛

AI医療機器の開発に対する期待
は社会的にも大きいが、これまで
研究開発から上市後にまで至る
過程の制度面を俯瞰的に議論し
た形跡はなく、また個人上保護法
の改正により令和4年4月に新設
された仮名加工情報の利活用を
想定した検討もなかった。本検討
では、個人情報保護法に主眼を
おきつつ、生命・医学系指針、医
薬品医療機器等法の関係に着目
し、それらの課題を抽出し、現行
制度下において可能な方策と今
後解消すべき課題を明確化したこ
とから、わが国におけるAI医療機
器開発の加速化に結実するもの
となった。

AI医療機器の導入は働き方改革
を含めて臨床現場からの期待は
高かったものの、これまで現場
ニーズに基づくAI医療機器開発が
停滞していたのは、医療情報の
データ利活用に要因があったと考
えられる。本検討結果は、法制度
面からの検討にとどまらず、デー
タ提供を行う医療現場側の運用
面にまで焦点をあてた議論を行っ
たことからにより、現場ニーズに
基づくAI医療機器開発、医療現場
からのデータ提供の円滑化の両
面を達成するための環境整備を
達成するものである。

検討結果により、令和４年３月3 1
日付け事務連絡「仮名加工情報
である医療情報のみを用いて行う
ＡＩ画像診断機器等の開発・研究
等への生命・医学系指針の適用
等について」（文部科学省研究振
興局ライフサイエンス課生命倫
理・安全対策室、厚生労働省大臣
官房厚生科学課、厚生労働省医
政局研究開発振興課、経済産業
省商務・サービスグループヘルス
ケア産業課）の発出に貢献した。

検討結果については、令和4年5
月31日に開催される厚生労働省
の第13回保健医療分野AI開発加
速コンソーシアムにて報告する予
定である。また、令和4年6月2日
に開催される厚生労働省の第5回
生命科学・医学系研究等における
個人情報の取扱い等に関する合
同会議で参考資料として活用され
る予定である。さらに、令和4年6
月30日に開催される厚生労働省
の第5回生命科学・医学系研究等
における個人情報の取扱い等に
関する合同会議　第6回タスク
フォースにて報告する予定であ
る。

2022年12月17日に開催予定の第
66回LAMSEC学術集会（一般社団
法人医学系大学倫理委員会連絡
会議）にて本検討結果を説明し、
各大学の倫理委員会関係者と議
論予定である。

0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

14

認知症に関与す
るマイクロバイ
オーム・バイオ
マーカー解析

3 3

政策科学
総合研究
（臨床研究
等ＩＣＴ基盤
構築・人工
知能実装
研究）

山本　万里

認知症との関連が強いと考えられ
る候補メチル化サイトを複数サイ
ト見出したことは、先に報告してい
るアミロイドβ蓄積リスクの有無を
指標とするSNPとともに、新たに
認知症予防の指導や認知症の早
期診断ツールへの可能性を示し
た。また、機械学習を用いて唾液
菌叢による認知症・軽度認知障
害・非認知症を高精度に識別する
予測モデルを構築した。56名の百
寿者の腸内細菌叢解析と特徴的
な細菌種を同定してNature誌で発
表した。

腸内あるいは口腔内細菌やゲノ
ムを用いた認知症/軽度認知障害
の早期発見につながる成果であ
り、認知症予防対策に活用できる
と期待される。

特になし 特になし 特になし 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0

4



開始 修了 和文 英文等和文 英文等国内 国際 出願 取得 施策への反映普及・啓発活動

Ｎｏ． 研究課題名
年度

研究事業名 研究代表者 専門的・学術的観点からの成果 臨床的観点からの成果 ガイドライン等の開発
その他
（件数）その他行政的観点からの成果 その他のインパクト

原著論文
（件数）

その他の論
文等（件数）

学会発表
（件数）

特許（件
数）

15

次世代バイオ
データ基盤の構
築に向けたデー
タ連携の概念実
証

3 3

政策科学
総合研究
（臨床研究
等ＩＣＴ基盤
構築・人工
知能実装
研究）

寳澤　篤

産業界のニーズに基づく支援体
制の概要のとりまとめを行った。さ
らにその構成要素である一括相
談窓口の実証、横断検索システ
ム機能の高度化及びWebシステ
ムの開発を進めた。また、バイオ
データ利活用ガイドライン等の策
定も行うことで産業界がコホート・
バイオバンク利活用を進めるため
の基盤構築が進んだ。実際に企
業のデータ利活用の問い合わせ
が増えている。

現段階では臨床までたどり着いた
成果はないが、産業界が積極的
にバイオデータを利活用すること
によりいずれ健康状態に直結する
成果がもたらされると期待する。

データ利活用については企業ごと
にニーズが異なることが明らかと
なった。また、実際の企業の問い
合わせや企業とのやり取りで発生
する事項を中心に産業界・アカデ
ミアがコホート研究等に由来する
疫学データを利活用するときに必
要な要件や注意事項を検討し、整
理した。

現段階で施策に反映される成果
は上がってきていない。しかし産
業界の協力も得ながらしっかりと
した根拠に基づくヘルスケアが提
供できる体制を推進していること
は高く評価されていると考えてい
る。

特になし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16

糖尿病個別化予
防を加速するマ
イクロバイオーム
解析AIの開発

3 3

政策科学
総合研究
（臨床研究
等ＩＣＴ基盤
構築・人工
知能実装
研究）

国立研究
開発法人
医薬基盤・
健康・栄養
研究所

ヒトから得られたデータ解析と動
物モデルを組み合わせた検討か
ら、糖尿病の改善や予防効果が
期待出来る有用菌や代謝物が同
定され、そのメカニズム解明を進
めている。また有用菌や代謝物の
詳細な解析から、有用菌の多様
性や代謝物の産生経路を明らか
にし、様々な専門的観点からの新
たな学術的知見が得られている。

糖尿病の改善や予防が期待出来
る有用菌や代謝物の同定、さらに
はヒトビッグデータ解析から、有用
菌や代謝物と関連のある食生活
や生活習慣などの情報など、糖尿
病予備群の改善につながる知見
が得られつつある。

今回得られた知見は今後のポスト
バイオティクスやマイクロバイオー
ムを標的としたヘルスケアに関す
るガイドライン作成などにおいて、
有用な情報になると予想される。
特に、腸内環境に基づく健康指導
や個別化/層別化栄養指導システ
ムなど、今後の健康づくりに関わ
る新しい知見となると期待される。

今回得られた知見は、腸内環境
に基づく健康指導や個別化/層別
化栄養指導システムなど、今後の
健康づくりに関わる新しい知見と
して、健康、医療、福祉などの分
野に貢献することが期待される。

本事業では糖尿病に主眼をおい
て研究を進めているが、本システ
ムは他の疾患にも応用可能であ
ることから、今後の健康科学研究
の中核システム一つとして、健康
長寿社会の実現に貢献すること
が期待される。

12 21 0 0 51 5 3 0 0 0

17

リアルワールド
ヘルスデータの
ブリッジング標準
化のためのシス
テム開発～マイ
クロバイオーム
分析データのブ
リッジング標準化
～

3 3

政策科学
総合研究
（臨床研究
等ＩＣＴ基盤
構築・人工
知能実装
研究）

国立研究
開発法人
医薬基盤・
健康・栄養
研究所

ブリッジングシステムを開発し、標
準化することで、異なる手法で取
得したマイクロバイオームデータ
の相互利用が可能となる。これに
より、これまで個別の比較的小さ
なコホートで取得してきたデータで
あっても、データ連係による規模
の拡大によって、データを最大限
有効活用出来るようになり、デー
タ駆動型研究の加速化に貢献で
きると期待する。

腸内細菌などのマイクロバイオー
ムは健康に影響を与える重要因
子として注目されていることから、
本事業によりマイクロバイオーム
データなどの有効な利活用や
データ連携が促進、健康や疾患
のバイオマーカーや発症要因を
見出し、各種製品開発・産業創出
へつながると期待できる。

特に審議会などで参考にはされ
ていないが、本事業で進めている
倫理整備や知財・標準化検討委
員会における検討は医療・ヘルス
ケア領域におけるビッグデータの
利活用や統合解析に関するガイド
ライン作成などにおいて、有用な
情報になると予想される。

本事業でデータ連携システムが
開発・標準化されることで、データ
駆動型研究の加速化し、医療や
ヘルスケア領域の製品開発や産
業創出を通じて、国民の健康増進
へとつながると期待される。

本事業ではマイクロバイオームに
主眼をおいて標準化を進めている
が、本システムは他の領域でも、
測定方法の統一化が困難なデー
タ間の比較に資する可能性等が
期待されることから、今後、幅広
い研究領域へ波及することが期
待される。

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18

医療AIの研究開
発・実践に伴う倫
理的・法的・社会
的課題に関する
研究

3 3

政策科学
総合研究
（倫理的法
的社会的
課題研究
事業）

井上　悠輔

総括するに、現行の医事・薬事に
関する法制度を基礎にする限り、
従来の医療機器と⽐べて、「医療
ＡＩ」自体の特有の倫理的・法的・
社会的課題が直ちに生じるとは考
えにくいとする検討が大勢を占め
た。一方、未成熟で過渡期にある
状況にある中、顕在化する課題に
は備えておくべき、という視点も示
された。これらを踏まえ、各論とし
ての「研究開発」、「臨床現場」、
「市民・社会との接点」をめぐる各
論的な課題に加え、全体的な課
題としての「総論」を検討すると
いった、2 段構成にて検討し、抽
出した課題を挙げた。

臨床現場において留意すべき点
として、「医師の主体性をめぐる原
則の再確認」「医療現場での『人
による監視』の適用をめぐる課題」
「患者や社会の受け止め・インパ
クトへの配慮」「医師の専門性を
超えるAI の活用の是⾮」「その他
（教育、特定製品の推奨・広告と
連動した医療業務支援プラット
フォームの問題）」を抽出し、解説
を付した。また、医療AIをめぐる医
師患者関係、コミュニケーションの
あり方を考えるための架空事例を
6件作成した（従来のものとあわせ
て17件）。

日本病理学会におけるAIガイドラ
イン案の作成に参画し、主にAIの
研究開発における倫理問題の観
点から執筆参加した。また、日本
医師会の令和2・3年度生命倫理
懇談会答申（『医療AIの加速度的
な進展をふまえた生命倫理の問
題』）の検討・執筆に参画し、「AI規
制とガイドライン：世界の検討動
向」「AI開発と利用における説明と
責任」「AI開発と利用における個
人情報の扱い」について執筆する
他、主原則の作成にも寄与した。

特になし。

団体コムルの協力を得て、後に診
療を受ける患者・市民側の目線か
らの事例集に展開した。これは一
部の報道でも紹介された。また、
この事例を用いた複数回の市民
ヒアリング（年代・性別によって定
義された全６集団）を開催し、患
者・市民にとっての「AI」の位置づ
けをめぐる知見を得た。

11 5 0 0 16 0 0 0 2 16
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19

国連の持続可能
な開発目標3
（SDG3）‐保健関
連指標における
日本の達成状況
の評価および国
際発信のための
エビデンス構築
に関する研究

3 3

地球規模
保健課題
解決推進
のための
行政施策
に関する研
究

児玉　知子

日本のSDGグローバル指標３の
データソースや算出方法を検討し
た。特に指標3.8.1（ユニバーサル
ヘルス・カバレッジ・インデックス）
では、新たにHIV治療、糖尿病の
管理等の国内データを算出、報告
した。また、指標3.5.1物質使用障
害の治療介入カバレッジについ
て、国内初となる算出方法・推計
値を報告した。非感染性疾患
(NCD)標準化死亡率の国際比較
において、日本では経年で着実に
改善傾向が認められる一方、性
差や部位・カテゴリー別で異なる
傾向がみられること等を明らかに
した。

SDG3指標のうち、ユニバーサル
ヘルス・カバレッジ・インデックスに
おいて、新たにHIV治療、糖尿病
の管理等の国内データを算出、報
告するとともに、心血管系疾患予
防やたばこ規制に関して、グロー
バルモニタリングの際に必要な年
齢区分の再定義を報告した。物質
使用障害の治療介入カバレッジに
ついて、国内初となる算出方法・
推計値を報告した。また、非感染
性疾患（NCD）標準化死亡率の国
際比較において、日本では経年で
着実な改善傾向が認められる一
方、性差や部位・カテゴリー別で
異なるパターンがみられることを
報告した。

なし

日本のSDGグローバル指標３の
データソースや算出方法を検討し
た。指標3.8.1（ユニバーサルヘル
ス・カバレッジ・インデックス）につ
いてはデータ算出を行い、新たに
HIV治療、糖尿病の管理等の国内
データが追加され、政府公表資料
の一部となった。モニタリングに際
して、国内既存統計・行政調査の
利活用の推進を行い、グローバル
モニタリングにおける国内統計調
査データの改善点について報告し
た。さらに、各領域の専門家・行
政担当者と協働することにより、
継続したデータ算出に資する体制
整備の構築に貢献した。

一般および専門職種への周知を
図るため、日本国際保健医療学
会におけるシンポジウムを開催し
た（2021年12月）。またアジア諸国
のユニバーサルヘルスカバレッジ
に関する研究会での講演、各種
雑誌への寄稿を行い、SDGにおけ
る保健領域の取組の推進・普及を
図った。

4 4 11 5 24 0 0 0 1 2

20

循環器病対策推
進基本計画に基
づく、重点的に推
進すべき循環器
病の研究領域の
同定及び研究開
発戦略の策定の
ための研究

3 3
厚生労働
科学特別
研究

永井　良三

本研究では、疫学、臨床研究、基
礎研究、医療情報、産業界など、
幅広い専門家が集まり、循環器研
究における国内外の実態を把握
し、今後の循環器病の研究につ
いての方向性について議論を
行った。また、関係学会に、今後
の優先的に行うべき研究につい
て、その背景となるエビデンスと
共に提出を求めるアンケート調査
などを実施して意見聴取などを行
い、官民における役割分担を意識
して、国において進めるべき研究
について優先順位を含めて検討
した。循環器病対策推進のため、
循環器病研究における今後の方
向性をつけ、報告書を作成した。

臨床的予後の改善、予防効果、
生活の質改善、さらに近年求めら
れる我が国のイノベーションにど
のように貢献するかを技術的な評
価ポイントとしつつ、あわせて人材
育成や患者教育の方法、民間と
の役割分担についても検討した。
これにより社会参加型で個々の
市民に最適な循環器病予防と対
策を可能とする研究の方向性を
明らかにした。

臨床研究中核拠点の抱える課
題、さらに臨床研究法や各種研究
ガイドライン、承認制度などの社
会的課題について明らかにした。

本研究で作成した循環器病対策
推進基本計画に基づく、重点的に
推進すべき循環器病の研究領域
の同定及び研究開発戦略の策定
のための研究についての報告書
は、令和４年度の第第２期循環器
病対策推進基本計画を策定する
ための循環器病対策推進協議会
の基礎資料となる。また、国として
の循環器病の研究戦略に反映さ
れる。

該当なし。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21

新型コロナウイ
ルス感染症拡大
による受診控え
などの状況も踏
まえた循環器病
の医療提供体制
の構築に向けた
研究

3 3
厚生労働
科学特別
研究

野出　孝一

　循環器病対策推進基本計画で
も求められている循環器病の医
療提供体制の課題や問題点をま
とめたことにより、今後の循環器
病対策の推進のため、医療提供
体制の具体的な改善策に向けた
取り組みに生かすことが可能と
なった。各都道府県で策定される
循環器病対策推進計画にも本研
究でまとめた報告が生かされるこ
とは、全国の均てん化された医療
の提供につながり、循環器病に対
する医療の質の向上をもたらし、
基本計画の目標である、健康寿
命の延伸、年齢調整死亡率の低
下にも寄与することが期待され

　本研究班では、新型コロナウイ
ルス感染症の拡大による受診控
えなどの状況について現状把握
の調査を行い、循環器病の疾患
の重症化や、入院・死亡などに対
する影響についての検討を行っ
た。循環器研修施設では半数近
い施設で心不全の受診控えに伴
う健康状態の悪化を経験してお
り、今後もコロナウイルスに限らず
受診制限・受診控えにおいて注意
する疾患群として心不全を上げる
必要性があると考えられる。

　本研究班で行った検討結果を、
第2期の循環器病対策推進基本
計画策定の参考資料として、循環
器病対策推進協議会に提出し
た。厚生労働省が令和４年度にモ
デル事業として公募を行っている
循環器病総合支援センター設置
要件の案となった。

　「循環器病の医療提供体制」に
ついては、これまで行われた議論
も十分に踏まえた上で、循環器病
の医療提供体制の課題や問題点
について抽出し、今後の解決につ
なげるための検討を行った。具体
的には、基本計画の内容を基に、
循環器学会や脳卒中学会を中心
として関連学会、医師会、医療関
係者、都道府県を含む各自治体、
患者などの意見を収集し、慢性
期・維持期の脳卒中循環器疾患
患者の支援のために、循環器病
総合支援センターの素案を作成し
た。
　

　本研究班では、調査結果も踏ま
えた、有事（災害・感染症蔓延時
など）の際の循環器病の医療提
供体制についても指針を出すこと
で、今後、新型コロナ感染症が再
度拡大した時の備えになるほか、
その他の感染症や、予期できない
災害が生じた時にも、適切な対応
を行うことが期待できる。

0 9 0 0 0 2 0 0 0 0
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22

経腸栄養分野の
小口径コネクタ
製品の切替えに
係る課題把握及
び対応策立案に
向けた研究

3 3
厚生労働
科学特別
研究

長尾　能雅
各分担研究を取りまとめ、本課題
に対する提言を行った。

提言では、新規製品へ切り替えを
行うことを原則とするが、特定の
条件下における一部のケースに
おいて、旧製品を使用する場合の
倫理的４条件を明示した。

本研究班の提言について、厚生
労働省薬事・食品衛生審議会（機
器安全対策調査会）にて議論さ
れ、了承された。これを受け、令
和4年5月20日、「経腸栄養分野の
小口径コネクタ製品の切替えに係
る方針の一部見直しについて」と
題する通知が、厚生労働省より全
国の衛生主管部（局）長宛てに発
出された。

本研究班の提言について、厚生
労働省薬事・食品衛生審議会（機
器安全対策調査会）にて議論さ
れ、了承された。これを受け、令
和4年5月20日、「経腸栄養分野の
小口径コネクタ製品の切替えに係
る方針の一部見直しについて」と
題する通知が、厚生労働省より全
国の衛生主管部（局）長宛てに発
出された。

患者安全のための標準化が求め
られる中、急激な標準化が困難な
一部のケースにおいて、倫理的４
条件を用いて解決を図る方略を
提示した。2022年6月1日、第37回
日本臨床栄養代謝学会学術集会
において、本研究についてのワー
クショップが行われる。

3 0 0 0 8 0 0 0 2 1

23

WHO検証・改革
の動向把握及び
我が国の戦略
的・効果的な介
入に資する総合

3 3
厚生労働
科学特別
研究

城山　英明 特になし。 特になし。 特になし。 特になし。 特になし。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24

東京地下鉄サリ
ン事件等におけ
る救護・医療対
応記録の保存・
活用に向けた研
究

3 3
厚生労働
科学特別
研究

奥村　徹

サリン事件に関わる診療録、医療
機関に存在する資料も併せて電
子化して診療録として永久保存す
ることを法的に義務化すべきであ
る事が明らかになった。その他、
解決すべき法的整理に関しても今
後法制化への貴重な基礎資料と
なる。最終成果として、サリン事件
アーカイブ事業化計画仕様書
（案）を完成させた。サリン事件に
関わる診療情報、その他の周辺
情報は、国際的にも注目されるい
わば、人類にとっての知的財産と
言える。この知的財産を守る意味
でも、本研究で最終的にまとめた
事業化計画仕様書（案）は、意義
深いものと思われる。

アーカイブ化の仕様化にあたって
留意したのは、今なお苦しむ被害
者の長期影響もフォローすべきで
あるという提案である。世界健康
安全保障イニシアティブ(GHSI)の
下部組織である世界健康機器行
動グループ（GHSAG）でも各国の
研究者から我が国のサリンの長
期的影響をフォローに関してコメ
ントが相次ぎ、OPCWの化学兵器
の長期的影響に関するハンドブッ
ク編纂過程でも、長期的影響の
フォローの重要性、国際標準化が
議論された。本研究で提案した検
査項目の設定もこれに資するもの
である。

ガイドラインそのものではないが、
アーカイブ事業化計画仕様書
（案）はまさに、サリン事件のアー
カイブ化において、行うべき具体
的な目標を提示し、事業化にあ
たってガイドライン的な働きをする
成果物であるといえる。すなわち、
今後、事業化への基礎的資料、
道標として仕様書案を活用される
ことが期待される。

そもそも、サリン事件アーカイブ化
は、令和元年7月に超党派の国会
議員（いわゆるオウム真理教対策
議員連盟）によって決議された「地
下鉄サリン事件の救護・医療等情
報の保存に関する決議」に端を発
する。以来、アーカイブ化への議
論が始まり、厚生労働省としての
対応のあり方を検討する意味で
本研究班が研究を行ってきた。そ
れゆえ、本研究の成果、アーカイ
ブ化の法的整理、アーカイブ事業
化計画仕様書（案）が今後、法制
化、予算化、事業化のために活か
される。

前述したオウム真理教対策議員
連盟による決議以来、社会的な注
目は増し、NHKや新聞に本アーカ
イブ化や本研究班が取り上げるこ
とも多かった。本研究で行った市
民へのアンケート調査でも、事件
の資料保存については、大半が
「保存」、「どちらかといえば保存
すべき」に賛成、アーカイブの役
割についても「期待」、「どちらかと
いえば期待」していると回答した。
この意味で、既に本アーカイブ化
は国民の広い理解を得られてお
り、社会からは大いに期待されて
いる研究、事業であると言える。

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

25

新型コロナウイ
ルス感染症の影
響下における被
災者の情報収
集・支援システム
の自治体におけ
る運用に向けた
実証研究

3 3
厚生労働
科学特別
研究

菅野　拓

東日本大震災以降、災害のたび
に充実が期待されてきた、平時の
社会保障と防災（被災者支援）の
連携、特にその基盤となる情報の
収集・共用の基盤が具体化でき
た。また、その基盤のうえに、さら
なる研究対象として事例が積み上
がっていくことにもつながった。

現場との連携による実証実験を
京都府福知山市、大分県別府市
で実施した。その際、地縁組織の
役員や民生委員、障害当事者団
体や支援者など、多様な主体も参
加した。その結果、大きな混乱が
なく、平時から運用していくうえ
で、構築したシステムの妥当性が
確認できた。

特になし。

現在進められている被災者支援
のあり方の検討や災害ケースマ
ネジメントの実装（社会保障と防
災の連携が期待されている）の推
進に貢献した。

RISTEXなどその他の研究チーム
との交流もすすめ、個別避難計画
に関連する様々な開発にも影響
を与えた。

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26

感染症の国際的
流行等を踏まえ
た外国人患者の
受入れ環境整備
に向けた研究

3 3
厚生労働
科学特別
研究

北川　雄光

本研究では、医療機関における
外国人患者受入に関する既存の
研究成果や調査等を収集・分析
するとともに、医療通訳手法を含
む外国人患者受入について国内
外の先駆的な医療機関に対して
調査を行い、さらに都道府県ごと
の現状把握を行い、医療機関が
外国人を受入れるための制度向
上に資するために、厚生労働省と
の調整のうえ、やさしい日本語に
関する研修の実施など、習熟度
別のセミナーの実施及びマニュア
ル改訂を行った。

本研究の結果、診療価格につい
ては、通常診療以外の追加費目
を積分した「外国人診療の原価追
加分」と通常診療に相当する範囲
で外国人の診療単価が増加する
「通常診療の原価増加分」を合算
し、現行の診療報酬点数を倍数
計算する方式が適当と思慮され
た。その理論・手法に基づき7疾
患の医療原価の試算を行ったとこ
ろ、参考値であるものの、今回検
証した病態は1.22～3.66倍であっ
た。

本研究では、医療機関が自院の
外国人患者の受入状況や機能・
役割に応じた外国人患者の受入
れ体制整備の参考となる『外国人
患者受入れのための医療機関向
けマニュアル』を改訂した。当該マ
ニュアルは外国人患者の受入れ
を円滑に行うために医療機関が
知っておくべき基本的なポイントを
紹介しているが、今後我が国の在
留外国人や訪日外国人旅行者、
医療目的の外国人患者の増加や
多様化の進展に応じて改訂を継
続していく。

厚生労働省が「地域における外国
人患者受入体制のモデル構築事
業」を行った地方自治体を中心と
して、外国人患者が適切な保健医
療サービスを受けられるような連
携体制整備を進めるための「地方
自治体のための外国人患者受入
環境整備に関するマニュアル」を
活用した外国人患者受入れ体制
整備の現状把握及び必要な支援
を明確にするための調査を実施し
た。また、各医療機関向けにやさ
しい日本語活用のための研修を
実施した。

オリンピック開催などコロナ禍であ
るにも関わらず来日需要は増加
傾向であり、外国人患者受入れ
整備を行う医療機関が増えてい
る。そのような背景の中、本研究
により、行政を含む医療の現場で
実践的な「やさしい日本語」の活
用が進展した。また、医療の現場
での「やさしい日本語」の活用に
関する研究成果を5件刊行し、普
及・整備に努めた。

0 0 5 0 5 0 0 0 0 4
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27

認定臨床研究審
査委員会の質向
上と臨床研究に
おけるCOI管理
の適切な管理対
応策の検討

3 3
厚生労働
科学特別
研究

吉田　雅幸

本研究は、平成30年４月に施行さ
れた臨床研究法において新たに
設置された認定臨床研究審査委
員会（以下、CRB）による審査意見
業務について、その審査の質の
向上に資する提案を行い、CRBの
審査能力の評価手法の確立を目
指すことを目的として行われた。
研究成果として認定臨床研究審
査委員会の意見審査業務の実態
調査、質の向上に資するピアレ
ビューに用いるチェックリスト、患
者負担の大きい研究に関する
CRB実態調査などの結果が得ら
れた。これらは今後の臨床研究法
の改正を考える上でも学術的意
義の高いものであった。

本研究の成果の一部は臨床研究
部会に報告され、実際にR3年度
中の「CRB認定更新要件の変更」
につながっており、大きな社会的
臨床的貢献を果たしている。今回
の研究成果は臨床研究を審査す
るCRBの実態調査に加え、審査
の質に関する評価項目を含んで
おり、将来的な我が国の医療技
術の貢献にも寄与しうるものと考
える。

前述したように、本研究成果の一
部は、R3年7月29日に開催された
第23回厚生科学審議会臨床研究
部会で報告された。ここでの全国
CRBにおける審査意見業務の実
態も参考にしながら、CRBの認定
更新要件は検討され、R４年厚生
労働省令第 47 号が交付された。

本研究成果は今後の臨床研究法
の改正の議論のなかで、CRBの
審査意見業務の実態や審査の質
向上につながる施策の立案に貢
献することが大きい。

本研究成果の一部は日本臨床試
験学会第13回学術集会総会 、第
60回日本動脈硬化学会、第59回
日本癌治療学会学術集会におい
て発表された。

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

28

臨床研究法見直
し審議における
新たな課題・論
点への対応策の
確立のための研
究

3 3
厚生労働
科学特別
研究

堀田　知光

臨床研究法の対象には医薬品等
の非介入研究が一部含まれてお
り、その是非が 臨床研究部会で
の論点となっていることから、米
国、EU、英国、ICHガイドラインに
おける非介入研究の取り扱いに
ついて調査を行い、比較検討を
行った。米国でのIND申請やICH-
E6/E8では適用対象外である一
方、EU regulation（536/2014）や英
国の医薬品規制では対応はケー
スバイケースであることが分かっ
た。

特になし なし

臨床研究部会の審議を踏まえた
課題や新たに提起された諮問事
項について速やかに調査研究を
行い、対応策についての検討結
果を答申することができた。期間
において当研究班が受けた諮問
事項は、いずれも予定の部会開
催に合わせて審議資料となる調
査研究結果をも求められたが、班
員全員で速やかに対応することに
よって目的を達成した。

なし 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

29

新型コロナウイ
ルス感染症に対
応する各国の医
療提供体制の国
際比較研究

3 3
厚生労働
科学特別
研究

松田　晋哉

アメリカ、イギリス、フランス、ドイ
ツにおける新型コロナウイルス感
染症に対する医療提供体制の概
要を分析した結果から、我が国に
おける健康危機管理の在り方（情
報システム、救急医療提供体制、
プライマリケア、サージキャパシ
ティなど）を検討することが可能と
なる。この分析結果は第8次医療
計画における感染症対策の立案
の参考資料として活用が期待され
る。

特記事項なし 特記事項なし

分析結果の概要は厚生労働省新
型コロナウイルス感染症対策推
進本部のアドバイザリーボードに
資料として提供予定である。

特記事項なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30

新型コロナウイ
ルス感染症流行
下における新人
看護職員研修の
実態把握調査研
究

3 3
厚生労働
科学特別
研究

末永　由理

新型コロナウイルス感染症の流
行により、様々な制約や新人看護
職員の教育的背景が変化する中
で行われている新人看護職員研
修の実態を明らかにした。全施設
を対象とした調査であり、有事に
おいても質の高い看護系人材を
育成する方法を検討するための
基礎的資料が得られた。

新人看護職員研修の実態、中で
もインタビュー調査ではコロナ禍
での新人看護職員研修実施上の
工夫に関する知見が得られた。こ
れらを共有することはコロナ禍で
試行錯誤しながら新人看護職員
研修を行っている施設にとって有
用な情報となる。

なし

「新人看護職員研修ガイドライン
改訂版」に示された研修体制や研
修方法等のコロナ禍での実施状
況を明らかにした。改訂版の提示
から8年が経過し、様々な状況下
での研修制度のあり方やガイドラ
インの見直しを検討する際の材料
となる。

なし 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
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31

助産所における
BCPの策定の実
態把握と作成指
針の策定のため
の研究

3 3
厚生労働
科学特別
研究

島田　真理
恵

助産所のBCP策定状況および防
災対策等の実態を明らかにし、そ
れを踏まえた作成指針案を策定、
さらに識者へのヒアリングで活用
しやすい作成指針（ガイドライン）
を策定できた。公共性の高い事業
を展開している助産所が事業継
続管理をし、有事に際しても事業
継続を可能にするためにはＢＣＰ
策定は不可欠であり、その策定を
支援する指針ｇ策定できたことは
大きな意義があると考える。

助産所のBCP作成指針を策定し
た。
この策定指針（ガイドライン）は、
各助産所が自施設のBCP策定す
ることを容易にできた

助産所のBCP作成指針（ガイドラ
イン）を策定した。
冊子体は全国の助産所管理者に
配布され、日本助産師会ホーム
ページにも提示した。日本助産師
会では、2022年度から、このガイ
ドラインを活用して、各助産所が
自施設のBCPを策定できるよう、
研修会を開催する予定である。

特記事項はない

日本助産師会ホームページに助
産所のBCP作成指針（ガイドライ
ン）とひな形（自施設の状況に応じ
て書き込みをすればBCPを作成
することができる）を提示した。
また、日本助産師会機関紙2022
年11月に本研究の概要が掲載さ
れる予定である

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32

飲酒ガイドライン
の策定に向けた
エビデンスの現
状分析研究

3 3
厚生労働
科学特別
研究

池原　賢代

わが国のコホート研究を中心に、
年齢、性別などを考慮し、飲酒状
況とがん、循環器疾患などの各種
生活習慣病の発症・死亡リスク、
妊婦を対象とした飲酒量と妊娠・
出産に関わるアウトカムとの関連
について検討した研究論文のレ
ビューを行った。これらにより、不
足しているエビデンスを明らかに
できた。

特になし

これまでの健康アウトカムや諸外
国における飲酒ガイドラインを整
理した。本研究成果は、次期健康
づくりプランの項目・指標の設定
に活用できる。

特になし 特になし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33

新型コロナ感染
症流行による糖
尿病患者の生活
様式・受診行動
の変化が重症化
に及ぼす影響の
解析と今後の診
療体制構築のた
めの研究

3 3
厚生労働
科学特別
研究

植木　浩二
郎

当研究より、特に第一回目の緊急
事態宣言発令時に受診抑制と遠
隔診療の利用が見られ、HbA1、
体重、血圧、脂質異常の指標に
臨床的意義のある差を認めな
かった。またWith Corona/Post
Corona時代におけるオンライン診
療の患者・医療者双方のニーズ、
期待や不安の要因が明らかに
なった。

当研究からは、診療間隔が延長し
ても診療継続できれば血糖コント
ロールや血圧などの臨床指標を
十分維持できることが強く示唆さ
れた。

（該当なし）

オンライン診療の実施率は2.8％と
低かったが、医療者においては、
オンライン診療の経験の有無にか
かわらず、今後の活用を希望する
ものが約6割を占めた。一方、患
者においては、オンライン診療の
経験の有無でその利用希望者の
割合に大きな違いが見られた。オ
ンライン診療への期待要因とし
て、利便性の向上や感染リスクの
低減が、不安要因としては診察や
検査が実施できないこと、医療
者・患者間の対話不足などが医
療者、患者双方の上位を占めた。
今後、遠隔診療に関する審議会・
委員会の資料として行政や関係
学会に提出する。

レセプト解析の一部は論文発表し
た（J Epidemiology 2022）。その他
の解析も論文発表、学会発表準
備中である。

0 1 0 0 2 1 0 0 0 0

34

地域の合意形成
を加速化させる
デジタルトランス
フォーメーション
の実現のための
研究

3 3
厚生労働
科学特別
研究

佐藤　大介

神奈川県におけるEBPMプロジェ
クトの成果により、新興感染症等
の拡大予測に基づき、地域の医
療体制に関する議論を行う取り組
みや、福岡県におけるオンライン
での合意形成の場において、煩
雑となりやすいデータ分析結果を
映像等の動画媒体を用いてわか
りやすく説明を行う取り組みにつ
いて調査を行ったことで、デジタル
トランスフォーメーションの仕組み
を活用することで、地域の医療需
要と医療提供体制についての
データを迅速に把握し、関連する
医療政策の合意形成への道筋が
明らかとなった。

本研究はインタビュー調査を基に
した観察研究のため、臨床的視
点による研究は対象としていな
い。

本研究は都道府県が地域医療構
想や医療計画等に係る関係組
織・団体との議論を踏まえた合意
形成を行うプロセスのデジタルトラ
ンスフォーメーションを推進するた
めの方法に関する研究であるた
め、ガイドライン等の開発は対象
としていない。

本研究の結果、多くの都道府県お
よび地域において地域医療構想
調整会議の開催が困難となり、中
止もしくは書面開催となり十分な
議論が進まない中、合意形成に
おいて対面を原則とする考え方を
見直し、オンラインでの意思疎通
を積極的に活用する気運の醸成
に加え、データ収集から可視化ま
でをデジタルで完結するデジタル
トランスフォーメーションの仕組み
を活用することで、地域の医療需
要と医療提供体制についての
データを迅速に把握し、関連する
医療政策の合意形成への道筋が
明らかとなった。

特になし。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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35

新興感染症の感
染拡大時に必要
な在宅医療提供
体制についての
研究

3 3
厚生労働
科学特別
研究

武田　俊彦

令和3年夏時点の全国の保健所
の対応状況や課題を把握するとと
もに、全国の新型コロナウイルス
感染症に対する在宅医療および
入院医療機関における最前線の
医療提供の取り組みを把握した。
また各地の先進的取り組みがさら
に進化したことを踏まえ、改めて、
令和3年度末における保健所、職
能団体、DMAT、在宅医療最前線
の最新の取り組み状況、また第1
波からの対応および課題の変遷
に関する把握を行った。この最新
の動向調査において、これまでの
取り組みの歴史的経過も含め状
況と課題の全体像を明らかにする
ことができた。

該当せず 該当せず

感染拡大の渦中にあって保健所
と医療機関がどのような課題を感
じ、どう行動していたかの状況把
握は、今後、新興感染症拡大時
の自宅療養者フォローアップ体制
の構築に資する資料となると考え
る。

　本研究で取得した質的・量的
データを科学的手法を用い詳細
に解析し、以下2本の論文にまと
めた上、近日中に公衆衛生学会
学術、および在宅医療連合学会
学術誌に投稿予定である。
　１．「新興感染症の感染拡大時
に必要な在宅医療提供体制確保
のための要件～保健所長たちの
見解と提言～」
　２．「有事における地域総力戦に
するための提言～Covid19への対
応から得た経験と知見による危機
管理や平時からの備えの具体～」

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36

感染症法に基づ
く基本指針及び
予防計画等の体
制に資する研究

3 3
厚生労働
科学特別
研究

岡部　信彦

新興感染症の感染拡大時に、必
要な医療体制等の対策が機動的
に講じられるよう、感染症法に基
づく「基本指針」「予防計画」の見
直しを図ることを目的とし､
COVID-19への対応について現状
評価及び課題の抽出を行った。課
題の整理にあたり、発生段階を
Ⅰ.未発生期（監視）Ⅱ.国内発生
早期（初動）Ⅲ. 国内流行期（対
応）の３段階に分け、１. 危機管理
体制：指揮命令・調整　２．公衆衛
生対策　３.医療提供体制　４.研究
開発体制の４つの大項目に分類
し論点整理を行い、第57回厚生科
学審議会感染症部会にておいて
報告した。

直接的な影響は現段階で与えて
いないが、「基本指針」「予防計
画」の見直しがなされれば、その
結果として公衆衛生行政・臨床現
場に与える影響は多い。

現時点で予定はしていない。

第57回厚生科学審議会感染症部
会に資料の提出と報告を行い、今
後の国の政策立案の一助となる
資料を提供することができた。
2022年1月よりオミクロン株による
第６波が発生したことにより、これ
までとは異なる対応についても検
討を加えることとした。

現時点で特になし。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37

国際整合性を踏
まえたプログラ
ムの医療機器該
当性に係る論点
抽出のための研
究

3 3
厚生労働
科学特別
研究

鈴木　孝司

プログラム医療機器の該当性に
関して海外規制動向の調査の結
果、調査対象とした国々では
IMDRFのSaMD分類をベースとし
た規制が行われていることが明ら
かになった一方で、規制当局の裁
量権で一部の医療機器を規制対
象から外す(米国FDA)、低リスク
のプログラムについては医療機器
の定義から除外する(日本)といっ
た違いもあることが示された。

本研究はプログラムの医療機器
該当性に関する検討を行うもので
あり、臨床的観点への波及効果
は限定的と考えられる。

ガイドラインのパブリック・コメント
募集時に継続検討となっていた
「受診勧奨」「疾病候補の表示」
「疾病リスクの表示」の3点につい
て考え方の整理が行われ、また
疾病リスク・重症度判定を行うプ
ログラムについての該当性の考え
方を整理するフローチャート案を
作成した。今後のガイドライン改
訂の基礎資料となることが期待さ
れる。

規制改革推進に関する答申(令和
3年6月1日)において令和3年度検
討となっていた「今までの医療機
器とは異なる性質を持つプログラ
ムとしての特性を踏まえた一定の
分類ごとに審査の考え方を整理」
する資する基礎情報として、該当
性の考え方のより精緻な議論が
行われた。

医療機器の業界団体である一般
社団法人日本医療機器産業連合
会のプログラム医療機器規制対
応サブワーキンググループ及び
国内製薬企業4社で構成される製
薬デジタルヘルス研究会(SDK)が
参画したことで、医療機器・製薬
業界に対するインプットが行われ
た。

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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38

医薬品の製造販
売業者による品
質管理の体制構
築に向けた調査
研究

3 3
厚生労働
科学特別
研究

下川　昌文 特記事項なし。
本研究は、臨床とは関わりのない
内容であり、該当しない。

特記事項なし。

本研究で「現行のGQP 制度にお
ける課題に対する対応策」、「製造
販売業者と製造業者が適切な委
受託を行うためのポイント」、「都
道府県による立入調査の際に留
意すべきポイント」をまとめた。こ
れらを踏まえ、「医薬品の品質問
題事案を踏まえた製造販売業者
及び製造業者による品質管理に
係る運用について」（令和4年4月
28日付け薬生監麻発0428第2号
厚生労働省医薬・生活衛生局監
視指導・麻薬対策課長通知）が各
都道府県あてに発出され、医薬品
の品質問題事案の再発防止対策
に貢献した。

特記事項なし。 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

39

諸外国の看護職
の性差に関する
実態についての
研究

3 3
厚生労働
科学特別
研究

金井Ｐａｋ
雅子

諸外国の性差に関する実態につ
いて、文献および5ヶ国（台湾、韓
国、イギリス、スペイン、オーストラ
リア）の実態を分析した。男性看
護師の割合の低さを、男女平等
の観点から課題だととらえる国が
あった。男性看護職に対する根強
い偏見は欧米、アジア、アフリカ等
どの地域においても、看護職の性
差に関する課題として挙げられて
いた。男性を人材獲得のターゲッ
ト層として捉える国が少なからず
存在した。看護師のジェンダース
テレオタイプ是正に向けた組織的
取り組みが求められる。

現代社会においても依然として看
護は『女性の職業』という認識が
多勢を占めるが、歴史的には、病
人やけが人を看護する人材として
男性がその役割を担っていた時
代がある。助産師については日本
を含め5ヶ国において、男性の資
格取得を法律上制限している。今
回調査対象となった5ヶ国中、台
湾と韓国では特に規制はないが
男性助産師は存在しない。看護
職の性差に関する実態や課題
は、社会的、文化的、法的（業務
内容、労働法制）、組織的（給与、
病院の特徴）など様々な因子が影
響して発生している。

特になし 特になし 特になし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40

臨床研究法が医
療機器開発研究
に与えた影響の
実態把握に向け
た調査研究

3 3
厚生労働
科学特別
研究

黒田　知宏

臨床研究法の医療機器開発研究
への影響を分析し、研究者・倫理
委員会・CRBの医療機器開発研
究と法の関係に関する理解の不
足などから、医療機器開発研究の
中止・延期を余儀なくされる事例
が少なくないことが明らかになっ
た。本研究の成果が、医療機器開
発研究を萎縮させない法改訂・運
用等に繋がることが期待される。

本研究の成果によって、医薬品関
係研究を主眼に整理・立法された
臨床研究法や倫理審査と医療機
器開発研究の間の不整合が明ら
かになったことから、今後の医療
機器開発研究を巡る法・倫理審査
関係の運用等の改善に必要な要
素が明確になった。

本研究の成果に基づき、「臨床研
究法に該当しない生体医工学事
例集」をまとめ、生体医工学会か
ら発出することとした。本事例集
が関係者の理解を促進し、もって
本邦の生体医工学研究の促進に
繋がることが期待される。

成果の一部は、令和4年3月29日
に実施された、第29回厚生労働
審議会臨床研究部会で報告さ
れ、医療機器開発研究を萎縮さ
せないようにする臨床研究法改訂
の議論に貢献した。

本研究の成果が社会に敷延する
ことによって、本邦の医療機器開
発研究が円滑に実施されるように
なると期待される。

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

41

死亡診断書の電
子的交付を推進
する基盤整備に
係る研究

3 3
厚生労働
科学特別
研究

矢野　一博 特になし 特になし 特になし
死因究明等推進計画（令和3年6
月1日）のフォローアップ材料に資
する。

特になし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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42
医療機関におけ
る診療情報の提
供の実態調査

3 3
厚生労働
科学特別
研究

大道　久

　オンラインによる開示申請、情報
提供に向けて、全国の診療所、病
院を抽出調査し、診療情報のオン
ライン開示への対応状況や対応
可能性、開示にかかる平均的な
日数等について実態を明らかにし
た。
　医療機関の規模や診療科を問
わず、一率に適用される指針の改
定にあたって、開示時の具体的な
本人確認方法、患者本人に代
わって開示申請できる者の範囲、
オンライン開示受付・提示におけ
る責任、オンライン環境の整備方
法などの諸課題があることを指摘
し、今後の整理に向けた基礎資料

該当なし 該当なし
厚生労働省において進められる
整理の基礎資料として活用される
ことが期待される。

該当なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43

医療機器産業活
性化に資する医
療機器開発の若
手人材の教育・
育成のための研
究

3 3
厚生労働
科学特別
研究

伊苅　裕二

医療機器開発の人材育成のため
に、セミナーを行い、参加者の調
査を行った。医療機器開発の現
場、米国スタンフォード大学での
教育、成功者の体験談などを聴
講し、参加者の医療機器開発の
意欲は格段に上昇した。そのうえ
で、現状の問題点などの指摘をい
ただき、今後の体制の向上に資
する意見をえた。

心血管疾患のインターベンション
治療の進歩は速いが、これには
新規の治療デバイス開発によると
ころが大きい。新しい領域の開拓
には国際的に日本は遅れており、
多くが海外からのものである。こ
の領域の改善が医療の進歩のみ
ならず国際貿易収支にまでかか
わってくる問題である。医師で新
規デバイス開発にかかわる人材
の育成、発掘について今回の試
みが今後の大きな収穫につなが
ることを期待したい。

本プログラムは人材育成、教育が
目的であり、ガイドラインの開発に
は関与はない。

医療機器開発の教育プログラム
を実施したが、受講者はこのよう
なプログラムはほとんど初めてで
あるという意見が多かった。今ま
で行われてこなかった医療機器
開発プログラムの継続により人材
育成は可能と考える。薬剤開発と
比較して、医療機器開発は歴史
が浅く、たとえばスタンフォード大
学における医療機器開発部門に
比べると日本の大学の受け皿が
極めて少ない。教育プログラムの
継続とともに、大学における研究
体制部門の確立、学術的な人材
と開発企業の橋渡しなど、オール
ジャパンで発展するための体制づ
くりが今後重要であろう。

人材育成のための教育プログラ
ムであり、即効性のある成果はな
い。が、今後の日本の医療産業
発展のための仕組みづくりを改善
のための大きな一手になったもの
と考えている。

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44
歯科衛生士の業
務内容の見直し
に向けた研究

3 3
厚生労働
科学特別
研究

品田　佳世
子

（１）本調査結果から、歯科診療の
補助行為として考えられる業務内
容に関して、歯科医師と歯科衛生
士の回答から大きな違いはみら
れなかったが、歯科医師が歯科
衛生士の業務内容を決める傾向
がみられた。
（２）歯科衛生士の診療補助の業
務に関する見直しに際し、臨床現
場の現状を知るとともに歯科衛生
士の教育内容を確認したことは社
会的意義は大きい。

歯科衛生士が歯科診療の補助を
実施するにあたっては、歯科衛生
士養成機関での基礎的な知識を
十分得た上で、必要度に応じた実
践的な実習などによる教育が必
要であり、さらにはリカレント教育
などの卒後研修や認定歯科衛生
士から指導を受ける体制づくりな
ど、啓発が必要と考える。

特に予定はない。
歯科衛生士の歯科診療補助等の
検討の基礎資料となる。

本研究から、歯科衛生士が多岐
にわたる歯科診療の補助を行っ
ているが、歯科医師が業務を決め
ている傾向があり、歯科衛生士の
教育内容を知り妥当な業務内容
と、アドバンス的業務に関しては
卒後研修を十分受けられるように
することが必要である。

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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45
在宅医療の事業
継続計画（BCP）
策定に係る研究

3 3
厚生労働
科学特別
研究

山岸　暁美

発災後、需要が高まり、かつ緊急
性があること、時間と共に需要が
変化すること、そして、個別性の
高い対人サービスであること、公
益性、専門性が高いこと、地域社
会性の中で役割や機能が決まる
こと、さらに、自機関の業務継続
が患者・利用者・住民のいのちや
生活の継続に直結することなど、
ヘルスケア領域の特徴を鑑みた
BCP策定の手引きの開発が求め
られてきた。本研究が開発した
BCP手引きは、BCPの専門家から
のアドバイスを受けつつ、これま
での被災地における経験、研究
知見を反映した初めてのヘルスケ
アBCPである。

BCP 策定により、防ぎ得た災害
関連死の約半数を阻止できる可
能性があると報告されている。
とはいえ、在宅医療・ケア提供機
関は小規模体が多い。つまり、自
施設のBusiness Continuity Plan
（以下、BCP）だけでは、有事対応
は十分に機能せず、やはり平時
からの近隣の事業所等との相互
協力交渉や協定が必要となる。
普段の医療介護連携の延長線上
に、この有事体制を構築していこ
うという現場の取り組みの推奨
は、多くの地域で受け入れられ、
実装がスタートしている。

在宅医療を提供する病院、診療
所および訪問看護の3 種のBCP
策定の手引き、テンプレートを作
成した。また手引きに沿って策定
したBCP を評価し改良するため
のツールとして、シミュレーション
訓練キットを開発した。2022年度
医政局事業の研修にも当該手引
き等を使用する予定である。

第8次医療計画等の在り方検討
会、在宅医療・介護WGでも、在宅
医療提供機関のBCPや当該班の
開発したツールの紹介をすると同
時に、今後、具体的検討の基礎
資料として活用される予定であ
る。

在宅医療・ケア提供機関のみなら
ず、介護サービス機関からも、こ
のBCPの考え方は現場にフィット
するとの声が大きく、また地域包
括ケアの文脈の中でBCPを作成
していきたいという基礎自治体か
らの問い合わせが殺到している。
また、日本在宅医療連合学会、日
本在宅救急医学会など、学会でも
特別シンポジウム等が催される予
定である。

0 0 8 0 1 0 0 0 0 13

46

検体検査の外部
精度管理調査に
おける組織構築
に向けた研究

3 3
厚生労働
科学特別
研究

矢冨　裕

検体検査とくに遺伝子関連検査
の外部精度管理調査について、
最新状況の調査結果に基づいて
分析・問題点抽出を実施し、その
上で、関連する検査室第三者認
定、人材育成等にも言及しつつ、
あるべき組織構築に関する検討・
提案を行った。今回、具体性を
もった遺伝子関連検査外部精度
評価の社会実装モデルが初めて
提示され、今後の議論に大いに
活用されるべきと考える。

現在、政府のゲノム医療協議会
において、厚生労働省が策定を
予定している「全ゲノム解析等実
行計画」（第2版）が検討されてい
る。がんと難病領域における全ゲ
ノム解析等の成果をより早期に患
者に還元する新たな個別化医療
等の実現、日常診療への導入が
目指されている中、外部精度評価
体制の拡充、技能試験を含む第
三者評価体制の整備は、わが国
のゲノム医療の発展の礎になると
考えられる。その方向性におい
て、本研究の成果が有効に活用
されることが期待される。

現時点ではなし 現時点ではなし 現時点ではなし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47

今般の感染症対
応や将来の医療
需要を踏まえた
DPCデータ等を
活用した急性期
医療の確保のた
めの研究

3 3
厚生労働
科学特別
研究

佐藤　大介

本研究により、将来の医療需要推
計および新興感染症等の感染拡
大時の体制の在り方について、実
際に感染拡大時における地域の
急性期医療お期間が保有する診
療情報を活用した医療体制に関
する分析方法を確立することによ
り、全国における将来の医療需要
推計および新興感染症等の感染
拡大時の体制の在り方に関する
データ分析への見通しが明らかと
なった。

本研究は臨床に関わる研究では
ないが、今般の新型コロナウイル
ス感染症の拡大時におけるICUや
HCU、急性期病棟ではなく、回復
期病棟を利用することも想定した
新興感染症等と一般診療の両立
を実現するための具体的な医療
体制の在り方に関するデータ分析
基盤を確立した。

特にない

本研究では、新型コロナウイルス
感染症の感染拡大を踏まえた医
療体制に関する分析基盤を構築
した。これにより、厚生労働省が
保有する全国データの第三者提
供を待たず、構築が急がれる医
療計画や地域医療構想における
医療体制の在り方に関する分析
を、都道府県が主体となって実施
することが可能となることが示唆
された。

特にない 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48

妊産婦のニーズ
に適合した産科
医療機関の選択
に必要な情報の
内容と提供方法
の検討のための
研究

3 3
厚生労働
科学特別
研究

田倉　智之

年度繰り繰越処理のため、現在、
研究を実施中である。妊産婦が受
診前から地域の産科医療機関の
出産費用・サービス内容等の情報
を把握でき産科医療機関を適切
に選択できるようにするために、
妊産婦のニーズと産科医療機関
の実態に即した必要な情報の内
容とその提供方法を明らかになる
ことが期待される。

年度繰り繰越処理のため、現在、
研究を実施中である。妊産婦は、
これまで以上に多くの産科医療機
関を比較しながら、各々のニーズ
に合ったサービス内容や価格帯
の産科医療機関を選択することが
できるようになり、安心して出産を
迎えられるようになることが期待さ
れる。

年度繰り繰越処理のため、現在、
研究を実施中である。研究成果の
データを総合的に分析・整理を行
い、必要に応じて医療広告ガイド
ラインおよび医療機能情報提供制
度などの政策検討に資する報告
を取りまとめる予定である。

年度繰り繰越処理のため、現在、
研究を実施中である。

年度繰り繰越処理のため、現在、
研究を実施中である。

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13



開始 修了 和文 英文等和文 英文等国内 国際 出願 取得 施策への反映普及・啓発活動

Ｎｏ． 研究課題名
年度
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原著論文
（件数）

その他の論
文等（件数）
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数）

49

母子保健情報と
学校保健情報を
連係した情報の
活用に向けた研
究

3 3

成育疾患
克服等次
世代育成
基盤研究

栗山　進一

コホート調査の参加者の学校定
期健康診断、母子健康手帳、乳
幼児健康診査のデータを連係し、
乳幼児期に過体重であった児は、
学童期および思春期にも過体重
である割合が高く、特に3歳健診
時の過体重はその後も一定の割
合を維持していたことを明らかに
した。

乳幼児期より以前の早期の介入
のほか、妊娠中の母親の適切な
体重管理は生まれてくる児の思春
期を含む将来の肥満の予防につ
ながる可能性を明らかにした。

該当なし

母子保健情報と学校健診情報を
国や自治体が活用する度に同意
確認を必要と答えた対象者が増
加傾向であり、その利活用に当た
る説明もより丁寧にすることが要
求されるようになってきている。

該当なし 0 1 0 0 8 0 0 0 0 0

50

母子保健情報を
活用した「健や
か親子21（第2
次）」の推進に向
けた研究

3 3

成育疾患
克服等次
世代育成
基盤研究

上原　里程

１．「成育基本法を地域格差なく継
続的に社会実装するための研究
（２１ＤＡ０２０１）」班と合同で、成
育医療等基本方針の保健領域に
用いる指標について、「健やか親
子２１（第２次）」で用いている指標
を基に提案し国の協議会に報告
した。
２．全市町村に対して、令和2年度
に開始した乳幼児健診、妊婦健
診の電子化事業とその利活用に
ついての実態調査を実施した。
３．「子育て相談を支援するデータ
ベース」を構築した。

特記事項なし

行政、専門家だけでなく一般も活
用できる、科学的根拠に基づいた
新たなデータベースとして「知」の
データベース改め、「子育て相談
を支援するデータベース」を構築
した。

「成育基本法を地域格差なく継続
的に社会実装するための研究（２
１ＤＡ０２０１）」班で成育医療等基
本方針の指標を策定する過程に
おいて、本研究班から保健分野
の指標を提案し、令和3年12月の
協議体で報告された。

・成育医療等基本方針の指標提
案を行うことで、今後の母子保健
施策の方向性を提示することがで
きる。
・健やか親子２１（第１次）開始当
初より、毎年秋に開催される日本
公衆衛生学会総会において、健
やか親子２１に関する自由集会を
開催している。第２次になって以
降も継続して開催しており、毎年
30～50名弱の参加者があり、母
子保健に関わる様々な職種（行
政、企業、研究者、医療関係者
等）の方が参加され、情報共有や
意見交換の貴重な場を提供して

4 5 6 1 10 0 0 0 1 3

51

医学的適応によ
る生殖機能維持
の支援と普及に
向けた総合的研
究

3 3

成育疾患
克服等次
世代育成
基盤研究

大須賀　穣

わが国におけるがん生殖の現状
（2016～2019年）を生殖治療施設
を対象として調査し、我々の先行
研究（2011年～2015年対象）に比
し、症例が倍増し原疾患の多様性
が増す一方、治療方法が有意に
均質化していることが明らかと
なった。ここには癌治療学会のガ
イドラインの刊行（2017）、それに
準拠したガイドブック（2019年）の
効果が推察された。また、膠原病
領域における調査を初めて行い、
この領域における問題点を明らか
にした。

がん生殖医療を担う生殖医療医
への意識調査により、生殖医療医
側の問題点を明らかとした。その
中で人材不足への懸念が問題点
の一つとして挙げられ、医療を支
える人材育成の観点からがん生
殖医療専門看護師OFNN要請の
ための教育資材を作成した。また
患者の長期予後調査を可能とす
る日本・がん生殖医療登録システ
ム（JOFR）の体制整備と確立を
行った。

匿名・非匿名提供の問題点、出自
を知る権利の尊重とドナー個人情
報の開示、それに必要なカウンセ
リング等の体制、児とドナーから
見た問題点などについて、海外各
国の現況を調査し、日本産科婦
人科学会「精子・卵子・胚の提供
等による生殖補助医療制度の整
備に関する提案書」の策定に寄与
した。

2021年4月から「小児・AYA世代の
がん患者等の妊孕性温存療法研
究促進事業」が開始され、本研究
がその体制整備と確立に寄与し
たJOFRに登録することが公的助
成の条件となった。また我々の膠
原病領域での調査結果もふまえ、
公的助成の対象に癌のみなら
ず、膠原病などの患者も組み入れ
られた。

本研究において、医療提供側の
問題点の洗い出し、それに基づく
人材育成、登録制度の確立を行う
ことにより、わが国における若年
がん患者に対する妊孕性温存体
制の安定的な発展に貢献した。ま
た、これまで着目されてこなかっ
た、がんではなく自己免疫疾患に
より妊孕性温存を必要とする患者
の存在に光を当て、膠原病領域と
の連携の糸口を作った。

25 32 0 0 55 8 0 0 0 1

52
児童福祉施設に
おける栄養管理
のための研究

3 3

成育疾患
克服等次
世代育成
基盤研究

村山　伸子

これまで明らかになっていなかっ
た、保育園児の1日の食事の中で
の保育所給食（昼食＋おやつ）か
らの摂取割合の実態を明らかにし
た。保育園児の食事について食
事摂取基準を用いた評価で不足
者が多い栄養素の種類、不足者
は平日より休日に多く、年収が低
い人で多いことを明らかにした。
全国7ブロックの779名の非連続4
日間（平日2日、休日2日）のデー
タベースを作成したことで、今後
保育園児の食事についての実態
と影響要因解明の研究が進むこ
とが期待される。

現在提示されていない保育所給
食の栄養提供基準について、園
児の食事摂取状況および保育所
の給食提供の実態の両面から検
討し暫定案を提示した。児童福祉
施設（保育所、児童養護施設、乳
児院）の栄養管理の実態と課題を
示した。保育所では施設間差が
大きいこと、栄養管理が良好な要
因として管理栄養士・栄養士の配
置等、促進要因を把握でき、現場
の改善に役立つ。児童養護施設
や乳児院は全国の全数調査を実
施し高い回収率が得られ、栄養管
理の課題についての自由回答が
多く記載されたことから、現場の
実態に即したガイド作成に役立

令和2年度に横山班と共同し「乳
幼児身体発育曲線の活用・実践
ガイド」を作成した。「第4章保育所
等での発育曲線の活用」を担当し
た。国立保健医療科学院のHPに
掲載され自治体や保育所で活用
できるようになっている。

本研究の成果である保育所の栄
養提供基準、児童福祉施設の栄
養管理の実態と課題、栄養管理
の好事例は、「保育所における食
事の提供ガイドライン」（厚生労働
省保育課 平成24年）及び「児童
福祉施設における食事の提供ガ
イド」（厚生労働省母子保健課 平
成22年）改定にあたっての資料と
なる。保育園児の食事摂取データ
は、食事摂取基準の次期改定
（2025年版）時の基礎資料となる。

本研究成果は、栄養士会や自治
体等の研修会で現場の管理栄養
士・栄養士等の専門職のスキル
アップに活用される予定である。

1 0 0 0 11 0 0 0 1 1
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年度
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数）

53

幼児期の健やか
な発育のための
栄養・食生活支
援に向けた効果
的な展開のため
の研究

3 3

成育疾患
克服等次
世代育成
基盤研究

衞藤　久美

母子保健や保育・幼児教育の場
で幼児の栄養・食生活支援に関
わる管理栄養士・栄養士、保健
師、看護師、保育士、幼稚園教
諭、調理員、医師、歯科医師、歯
科衛生士等の多職種から成る支
援者の意見を取り入れて「幼児期
の健やかな発育のための栄養・
食生活支援ガイド（案）」を改訂し
た。また、母子保健事業や保育・
幼児教育の場において、子どもや
保護者に対する支援や施設内の
支援者間での情報共有等の際に
活用可能なガイドであることを確
認した。

乳幼児期の子ども食べる機能の
発達や調理形態・料理例等を、口
腔機能の発達に照らし合わせな
がら発達状況を確認できる「乳幼
児期における口腔機能の発達に
対応した食の進め方」を作成し
た。

「幼児期の健やかな発育のため
の栄養・食生活支援ガイド（確定
版）」を作成した。多くの支援者に
活用してもらうために、健やか親
子21のウェブサイト
（https://sukoyaka21.mhlw.go.jp/）
の「参考資料」→「乳幼児期」から
無料でダウンロード可能である。

本ガイドは、離乳後の幼児やその
保護者の栄養・食生活の課題改
善のための支援の方向性や口腔
機能の発達に対応した食の進め
方等を整理しており、発育・発達
が著しい幼児の栄養・食生活に対
する適切かつ円滑な支援、また多
職種が連携した支援に資すること
が期待される。

離乳後の幼児の栄養・食生活支
援に資するガイド、特に母子保健
事業の場と保育・幼児教育の場
の両方を視野に入れたガイドがこ
れまで示されていなかったことか
ら、今後は幼児期の子どもの栄
養・食生活支援に関する研究等
の更なる拡がりに資するものであ
る。

0 0 0 0 2 1 0 0 0 0

54

新型コロナウイ
ルスの小児への
影響の解明のた
めの研究

3 3

成育疾患
克服等次
世代育成
基盤研究

多屋　馨子

2022年2月20日迄に登録された0-
15歳のCOVID-195,129例の年齢
中央値は6歳5か月(IQR:2歳3か月
-10歳9か月)であった。2,419例
(47.2%)が女児で、3,213例(62.6%)
は入院した。国内小児COVID-19
の0.5%と少ないため全体像をつか
めているわけではなく、登録され
ていない軽症症例が多数存在す
ると推定される。オミクロン株を含
む変異株流行による小児COVID-
19の重症化傾向は確認されな
かったが、オミクロン株流行後に
発熱、痙攣、咽頭痛、嘔吐が増加
した。

COVID-19発症後6か月以上経過
した小児におけるCOVID-19罹患
後症状(long COVID)の発生状況
を検討することができた。調査期
間中1,370例の小児COVID-19症
例（年齢中央値：6歳1か月、男性
52.5%）が登録され、そのうち3.2%
に味覚・嗅覚障害、発熱、咳嗽、
倦怠感などの症状が確認された。
成人よりは少ないとは言え、罹患
後に遷延する症状を訴える例が
あることも明らかになった。オミク
ロン株流行後、臨床的特徴に変
化が見られ、咽頭痛、クループ、
嘔吐、痙攣が増加した。

「新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）診療の手引き」に結
果を記載した。

long COVIDを認めた小児の一部
においては、外来定期通院や、通
所・登園・登校の中断を要するな
ど、日常生活へ影響も確認され
た。

小児COVID-19は一般的に軽症で
あるとされているが、小児へのワ
クチン接種適応を検討する際に
は、長期後遺症も考慮する必要
がある。

0 1 0 1 1 0 0 0 0 0

55

全国がん登録情
報で得られる乳
がん・卵巣がん・
子宮体がんの発
症率と胚細胞系
列変異との統合
解析による累積
リスク評価系の
構築

3 3
がん対策
推進総合
研究

白石　航也

乳がん、卵巣がん、子宮体がんに
関する臨床情報、生体試料を分
析して、生涯発症累積リスクの評
価系を構築した。これらの評価系
は、今後のゲノム医療における指
標の一つとして期待される。成果
はJAMA Oncologに掲載された。

今回の生涯累積リスク評価系は、
臨床現場での指標の一つとして
有益であることが期待される。

該当がありません。 該当がありません。 該当がありません。 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

56

全国がん登録の
利活用に向けた
学会研究体制の
整備とその試
行、臨床データ
ベースに基づく
臨床研究の推
進、及び国民へ
の研究情報提供
の在り方に関す
る研究

3 3
がん対策
推進総合
研究

平田　公一

「がん症例の登録制度が目的とす
る最終成果が、高精度で質の高
い分析と評価される必要性があ
る。研究倫理に加えて、研究者姿
勢としての体制を整備・公表する
ことによって、自ずから国民、医療
者が研究内容・データに最も信頼
を寄せる実績を構築する条件を研
究した。その成果を、関連する学
術団体へ周知を試み、更に学術
団体として前進させていく方向
性、展開目標に関するアンケート
の実施とその結果の公表を行っ
た。今後の具体的な活動内容とし
て社会貢献することが考察でき
る。

がん臨床・研究を主導する学術団
体が実施する臓器がん登
録の予後データを法の下で存在
する（全国）がん登録との
連携によって科学的に精緻性の
高いものと位置づけうる。
その結果、がん種別の予後データ
を指標とした研究成果は、より信
頼性の高い医療情報として国家
内外にコンセンサスが形成される
など、推奨医療の評価、行政が指
導する医療の成果を学術的な視
点から国民へ提供を可能とし、更
に近未来への新たな推奨医療の
提言、必要となる臨床研究の提
案、などに結び付くなど、大きな貢
献に期待が寄せられる。

約30種の代表的な固形癌にかん
する診療ガイドラインについて、
『臨床データベース』の一因子を
構成することから、その今後の在
り方について研究を行ってきた。
具体的研究対象は、「更新あるい
は改定業務の推進・確認」と「登
録データによる臨床研究内容の
市民向け紹介法と実際作成及び
公表体制」である。がんモデル領
域による牽引の下、学術団体とし
ての活動を開発した。新規ガイド
ラインの開発は研究対象外である
が、希少がん等の新規必須領域
については作成を働きかけきた

法の下で実施されている（全国）
がん登録データの分析結果はが
ん発生状況と生命予後の概略的
実態に関する情報提供の機能を
果たすのに対し、具体的な提供医
療の有益性に関する個別的ある
いは国家的貢献内容の分析は臓
器がん登録が対側に位置付けら
れる。学術団体が評価・指導する
臨床研究が提供医療への直接的
貢献あるいは診療ガイドラインへ
関わりうる体制といえよう。その制
度の精緻性と社会性の視点で向
上が図られることによって、厚生
行政上のがん医療への貢献を学
術的立場から支援へと繋がりう
る。

日常の専門的ながん医療を左右
させているがん診療ガイドライン
の作製・公表を担い、かつがん症
例登録事業によって現状の医療
の質を把握・評価するための臨床
研究を行う学術団体が、それらの
情報提供として学術的公表に加
え、理解を得やすく工夫した市民
向けの臨床研究情報を公開する
努力は、国民と行政、学術団体と
の隔たりを埋める行動である。国
民の信頼は、新たな展開への基
本となる社会体制と言えよう。

21 147 0 0 66 2 0 0 0 0
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57

がんゲノム医療
に携わる医師等
の育成に資する
研究

3 3
がん対策
推進総合
研究

大江　裕一
郎

12のがんゲノム医療中核拠点病
院エキスパートパネルでエビデン
スレベルが高い（A/B/R、「次世代
シークエンサー等を用いた遺伝子
パネル検査に基づくがん診療ガイ
ダンス（2020 年 5月 8 日 第 2.1
版）」）遺伝子異常に正確なクリニ
カル・アノテーションがなされてい
る一方、エビデンスレベルが低い
（C/D/E/F）遺伝子異常に正確な
クリニカル・アノテーションがなさ
れていないことがわかった。
エキスパートパネル間の質を比較
した研究は、国際的にもあまりな
されていない。

主にがんゲノム医療中核拠点病
院等以外に勤務し、がん診療に
携わる医師等を対象にがんゲノ
ム医療に携わる医師等が備える
べき知識や資質を明らかにし、が
んゲノム医療に必須の知識を身
につける際に求められる研修資
料、教育プログラムの策定、講習
会の実施と評価法の策定を行っ
た。約1200名の医師が講習会に
参加したことにより、ゲノム医療を
実践する医師の臨床レベル向上
に寄与した。

2021年8月にCPG検査として
ctDNA検査が保険適応されたこと
を受け、進行固形癌に対する
ctDNA検査の適正使用に関する
Expert Panel Consensus
Recommendationsを作成した。事
前に模擬症例作成コアメンバーで
14のCQを設定し、関係者でCQの
適切性を検討した。CQに対する
推奨文は関係者と対面・WEBハイ
ブリッド型の班会議で討議および
voting(がんゲノム医療がん中核
拠点病院 12施設代表者が投票
者)を行った。

近い将来エキスパートパネルの負
担はさらに増加すると考えられ、
全症例（All）から必要な症例
（Some）に絞って行う（複雑な症例
や教育的な症例をより重点的に
検討）というエキスパートパネルの
最適化が必要である。合わせて
臨床医個人レベルのクリニカル・
アノテーションの教育を日本臨床
腫瘍学会・日本癌治療学会・日本
癌学会と協働して行うことが重要
である。また、AI診断システムを
用いたエキスパートパネルの開発
が望まれる。

がんゲノム医療中核拠点病院お
よびがんゲノム医療拠点病院の
エキスパートパネル、さらにがん
ゲノム医療に携わる医師の育成
に資する教育資材作成およびセミ
ナーが実施された。今後も日本臨
床腫瘍学会の教育委員会主導で
エキパネ道場は年始セミナーとし
て継続されることになった。

0 2 19 0 55 5 0 0 2 0

58

がん治療におけ
る緩和的放射線
治療の評価と普
及啓発のための
研究

3 3
がん対策
推進総合
研究

茂松　直之

緩和照射の質を評価するために
は、適切な線量分割選択や速や
かな実施体制など、客観性の高
い評価指標が必要となるが、有用
な評価指標が無かった。そこで、7
項目からなるQuality Indicator
（QI）を評価指標として開発した。
この成果は、海外学術誌に掲載し
たので、国際的に利用可能な状
況である。今後、日本放射線腫瘍
学会に設置されている緩和的放
射線治療委員会にて、本研究で
開発したQI指標を利用し、全国規
模で経時的変化を調査することに
より、緩和照射の質のモニタリン
グを目指している。

緩和照射を適切に提供する上で、
放射線治療装置が無い施設や緩
和ケアチームとの円滑な地域連
携が不可欠である。本研究の一
環として行ったアンケート調査に
より、国内の地域連携が不十分で
ある実態が明確となった。そこで、
地域連携を強化するために、地域
連携が十分に達成できている施
設を参考に、「事前相談」、「単回
照射」、「連携窓口」をキーワード
とした地域連携のモデルを作成
し、日本放射線腫瘍学会のホー
ムページに公開した。この地域連
携のモデルが活用され、各地で地
域連携が強化されることが期待さ
れる。

骨転移の診療には、多職種・多診
療科が連携し、骨転移に特化した
キャンサーボード（CB）での協議
を経て、診断、治療方針などを決
定することが望ましい。一方、多
数ある骨転移の患者の全てをCB
で協議することは、医療資源の観
点から困難である。そのため、整
形外科、リハビリテーションなどの
医師と協力してワーキンググルー
プを結成した。ここでは、CBで協
議すべき骨転移の中で優先度の
高い8つの病態に関する提言をま
とめ、日本放射線腫瘍学会の
ホームページに公開した。本提言
が骨転移のCBの普及に貢献する
ことが期待される。

患者・家族に対する緩和照射の
普及啓発を目的として、がん患
者・家族向けのリーフレット及び
「放射線治療による緩和ケア」の
動画を作成した。リーフレットは、
約500施設ある緩和ケアチーム、
約800施設の在宅医療施設、約
250施設の日本放射線腫瘍学会
認定施設に配布した。また、本資
料は日本放射線腫瘍学会のホー
ムページで公開されている。過去
に緩和照射に関する患者・家族へ
の情報提供を全国規模で試みた
例は他に無く、日本初の試みであ
る。この活動により、患者・家族に
対して緩和照射の理解・関心が深
まることが期待される。

国内の実地診療を明確にするた
め、「転移性骨腫瘍に対する放射
線治療の多施設共同前向き観察
研究」を実施し、過去の臨床試験
と同様の治療が選択されているこ
と、有効性・安全性も同等であるこ
とを確認した。また、就労に関する
情報も収集し、約3割の患者が骨
転移に対する緩和照射を受ける
時点でも就労していること、緩和
照射が就労の維持、復職、収入
の改善に貢献していることが明確
となった。緩和照射と就労、経済
状態の関連性に焦点を当てた報
告は過去に無いため、この成果
は緩和照射を普及させる上で貴
重な資料となる。

4 0 0 0 7 0 0 0 3 15

59

がん患者の療養
生活の最終段階
における体系的
な苦痛緩和法の
構築に関する研
究

3 3
がん対策
推進総合
研究

里見　絵理
子

神経ブロック、画像下治療（IVR）、
メサドン薬物療法など専門的がん
疼痛治療に関する専門医および
医療機関調査を実施し、難治性
がん疼痛治療の実践における課
題を明らかにした。疼痛治療の地
域連携および情報、学習機会の
充実、が明らかになり、今後の体
制整備が期待される。

がん疼痛、呼吸困難、終末期過
活動せん妄のアルゴリズムを開
発した。緩和ケア医が実践する症
状緩和の実施可能性、有効性が
示唆され、今後の実装が期待され
る。

無

神経ブロック、画像下治療（IVR）、
メサドン薬物療法など専門的がん
疼痛治療に関する専門医および
医療機関調査を実施し、難治性
がん疼痛治療の実践における課
題を明らかにした。厚生労働省
「がんの緩和ケアに係る部会」の
審議資料として活用され、がんの
緩和ケアに関する資材が作成さ
れた。

無 1 1 0 0 6 3 0 0 1 1
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60

がん患者の家
族・遺族に対す
る効果的な精神
心理的支援法の
開発研究

3 3
がん対策
推進総合
研究

明智　龍男

日本サイコオンコロジー学会の協
力の下で組織されたガイドライン
委員会においてMINDS診療ガイド
ライン策定マニュアルに基づき、
わが国ではじめての遺族ケアガイ
ドラインを作成した。また過去の多
施設遺族調査の統合されたデー
タを解析し、家族・遺族の精神心
理的負担の代表である抑うつ
（PHQ-9で評価）と複雑性悲嘆
（Brief Grief Questionnaireで評
価）のハイリスクとなる要因を明ら
かにした。

ガイドライン作成を通して、現時点
での遺族ケアにおけるエビデンス
が明らかになり、臨床的に極めて
有用な情報提供を行うことができ
た。

ガイドラインを作成した。
・CQ1：精神心理的苦痛に対して、
非薬物療法を行うことは推奨され
るか？
【推奨】非薬物療法を行うことを提
案する。
・CQ2:遺族が経験する精神心理
的苦痛に対して、向精神薬を投与
することは推奨されるか？
CA2a　うつ病に対して、向精神薬
を投与することは推奨されるか？
【推奨】うつ病による抑うつ症状の
軽減を目的とした抗うつ薬の投与
を提案する
CQ2b　複雑性悲嘆に対して、向
精神薬を投与することは推奨され
るか？
【推奨】抗うつ薬等の向精神薬の
投与は推奨しないことを提案す
る。

既存のエビデンスの整理ができた
一方で、遺族ケアを標準化するよ
うな良質な研究が乏しいことが明
らかになったので、今後のがん対
策を推進するうえで遺族ケアに関
する研究が必要であることを次期
がん対策基本計画策定に向けて
提案できた。

遺族ケアガイドラインをわが国で
はじめて作成したことのインパクト
は大きく、その他の情報を含めた
書籍化されたほか、複数の学会
でシンポジウムが開催されること
になった。

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

61

がん・生殖医療
連携ネットワーク
の全国展開と小
児・AYA世代が
ん患者に対する
妊孕性温存の診
療体制の均てん
化にむけた臨床
研究―がん医療
の充実を志向し
て

3 3
がん対策
推進総合
研究

鈴木　直

全国のがん・生殖医療ネットワー
クにおける行政、がん側そして生
殖側の医療施設間の密な医療連
携の構築が進むことで、がん・生
殖医療のさらなる均てん化の促進
が得られた。又、令和3年4月に開
始された「小児・AYA世代がん患
者等に対する妊孕性温存療法に
係る経済的支援に関する国の研
究事業」を円滑に進めるための一
助となった。さらに、がんサバイ
バーの受胎から成育医療への切
れ目のない医療体制の確立、が
んサバイバーのソーシャルキャピ
タルを高める支援と女性ヘルスケ
アに関する独自のエビデンス創出
に繋がった。

【研究②】本邦における小児・思春
期世代がん患者に対する妊孕性
温存の診療の実態調査と小児が
ん診療拠点病院におけるがん・生
殖医療の均てん化に向けた研
究、【研究④】本邦におけるがん
サバイバーの周産期予後等の実
態調査とプレコンセプションケア確
立に向けた研究、【研究⑥】小児・
AYAがんサバイバー女性におけ
るオンコウィメンズヘルスの実態
調査、【研究⑧】本邦における小
児・AYA世代がん患者の生殖機
能に関するがん・生殖医療連携体
制の拡充と機能維持に向けた研
究の成果は、臨床の現場で本領
域の均てんか化に繋がる。

がん・生殖医療においては、看護
師、心理士、薬剤師、遺伝カウン
セラー、がん相談員等の医療従
事者の参画が必須となる。そこ
で、がん・生殖医療に携わる医療
従事者の人材育成が急務となる
ことから、本研究班では、がん・生
殖医療における医療従事者向け
の手引き等の作成に着手してい
る。さらに、がんサバイバー女性
におけるオンコウィメンズヘルス、
がんサバイバー女性における第
二がん予防、がんサバイバーに
対するソーシャルキャピタルを高
めるような支援体制の構築に関す
る手引き等の開発に着手する。

【研究①】本邦における小児・AYA
世代がん患者の生殖機能に関す
るがん・生殖医療連携体制の拡
充と機能維持に向けた研究、並び
に【研究⑦】小児AYA世代がん患
者などの生殖機能温存に関わる
支援における対象者数および最
大助成金額に関する試算2020の
成果は、47都道府県にがん・生殖
医療ネットワークの構築と、国の
小児・AYA世代がん患者等に対す
る妊孕性温存研究促進事業の一
助に繋がった。今後は、持続可能
性のあるがん・生殖連携の構築と
見直しが必須であり、特にがん治
療医と行政の関与体制の構築が
急務である。

自治体ごとに施策の優先順位が
異なるため、がん・生殖医療に関
わる費用助成の実施やその条
件、助成額に格差が生じていた。
本邦全ての小児・AYA世代がん患
者等患者に均等な機会を与えると
いう意味では、特定不妊治療費助
成金同様に国が経済的支援を行
うことが望ましいことから、研究班
は経済的支援案を国に提言した。
その成果が、令和3年4月から、国
の小児・AYA世代がん患者等に対
する妊孕性温存研究促進事業開
始に繋がったと理解している。本
案件は、NHKニュース等マスコミ
で取り上げられた。

2 2 0 1 39 3 0 0 0 0

62

わが国の子宮頸
がん検診におけ
るHPV検査導入
の問題点と具体
的な運用方法の
検討

3 3
がん対策
推進総合
研究

青木　大輔

わが国の子宮頸がん検診は市町
村における対策型検診として行わ
れており、その手法は 子宮頸部
細胞診が採用されている。それに
対してHPV検査をわが国の子宮
頸がん検診に導入して効果を上
げるためには、実現可能性のある
検診プログラムの手順と運用方法
（アルゴリズム）の検討が必要で
ある。HPV検査を用いた検診アル
ゴリズム内の未確定部分の検討
として、HPV検査陽性/細胞診陰
性者の追跡管理方法について文
献検索の準備を行い、またHPV検
診の運用上の課題についての検
討に資する知見を収集した。

本研究では、HPV検査を子宮頸
がん検診に導入した場合の効果
を評価できる検診プログラムの構
築を念頭に置いて、国内外の文
献の調査により、HPV検診におけ
るHPV検査陽性/細胞診陰性者の
追跡管理方法の実例やその効
果、HPV検診の運用上の課題や
液状化検体などHPV検診導入前
にその対応能力を見定めておくべ
きインフラについて初めて詳細な
調査を実施することができた。

今回の検討により、HPV検査陽性
/細胞診陰性者の管理を含めてわ
が国で実施可能なHPV検診のア
ルゴリズムを構築するためにはさ
らなる調査、および関係者のコン
センサスの醸成が必要であること
がわかった。今後、これらを取り
纏めたガイダンス等が必要である
ことを示唆している。

本研課題で検討した内容につい
て、「第35回がん検診のあり方に
関する検討会（令和4年5月25
日）」で報告をする予定である。今
後、HPV検査がわが国の子宮頸
がん検診に導入されることを想定
した場合、アルゴリズム決定の際
には検診の精度管理状況につい
てのデータ収集・管理ができる仕
組みの構築と実現可能性の検討
が必須である。

特記事項なし 1 1 6 6 18 1 0 0 1 3
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63
がん検診事業の
評価に関する研
究

3 3
がん対策
推進総合
研究

高橋　宏和

10年以上更新されていなかった、
がん検診事業の評価方法につい
て、最新の知見をもとに抜本的に
見直した。現状に則したがん検診
を提供するための報告書となるこ
とが期待される。

臨床的な研究ではないため、この
分野における成果はない。

ガイドライン等の開発ではないた
め、この分野における成果はな
い。

対策型がん検診を適切に提供す
るうえで、必要とされる知識が網
羅されており、がん検診に携わる
方のリテラシー向上および、がん
検診対策の改善が見込まれる。

厚生労働省「第３４回がん検診の
あり方に関する検討会」に報告す
ることにより、政策提言を行った。

20 9 0 0 0 0 0 0 1 0

64

歯科口腔保健の
新たな評価方
法・評価指標の
開発のための調
査研究～我が国
の歯科健康格差
縮小へのヘルス
サービスリサー
チ～

3 3

循環器疾
患・糖尿病
等生活習
慣病対策
総合研究

田宮　菜奈
子

本研究では、国民の歯科口腔健
康状態を把握する上で重要な歯
科指標の提言を行った。既存の歯
科指標としては、アウトカム指標
の咬合状態（FTU）、歯数、う蝕、
歯周病を全国レベルで都道府県
の地域差を顕出した。新規の歯科
指標として、歯科受診、歯科疾患
があるが通院なし、歯科サービス
毎の受療状況、医科歯科連携加
算の算定、訪問歯科診療の受診
や、病院や介護施設における訪
問歯科診療の提供を提言した。成
果は国際誌に掲載され、日本国
内の差について現状を明らかにし
た。

臨床的な観点としては、歯科医療
を必要としている人の現状を明ら
かにした。臨床家は歯科医院に通
院した人の治療を行うため、歯科
医院に通院できないけれど、歯科
医療を必要とする人がどの程度
いるのかを明らかにすることで、
今後介入する場所が明確となっ
た。また、病院や介護施設等での
歯科介入のばらつきが大きいこと
も明らかになったため、訪問歯科
診療の推進が必要であると考えら
れた。

本研究は社会医学的研究であ
り、ガイドラインの開発には該当し
ない。

国民の歯科口腔健康状態を把握
する上で重要な歯科指標の提言
を行った。行政的観点として、健
康日本21のような国民の健康目
標を決定する上で、既存の指標の
重要性と都道府県の格差、また社
会経済学的格差を明らかにしたこ
とは、ただ一律の目標値の策定で
はなく非常に重要な観点である。
新たな目標値を決定する際に、本
研究成果は貢献すると考えられ
る。

歯科保健の都道府県差や社会経
済学的差の現状を明らかにしたこ
とは、国民に広く関連がある事象
である。研究成果は筑波大学の
webページでプレスリリースされ
た。(2021年6月14日)

0 3 0 0 7 0 0 0 0 0

65

循環器病の医療
体制構築に資す
る自治体が利活
用可能な指標等
を作成するため
の研究

3 3

循環器疾
患・糖尿病
等生活習
慣病対策
総合研究

今村　知明

本研究班ではNDB８年分を連続
データとして名寄せしコホートデー
タ化した。医療管理下での死亡に
ついては95％程度をレセプトから
死亡情報を拾うことに成功した。こ
の活用により心血管疾患班は心
大血管疾患リハビリテーションに
ついて、NDBデータによる集計上
の定義検討とNDBデータからの病
名抽出の妥当性を検証した。脳卒
中班は急性期脳梗塞に対する
tPAによる血栓溶解療法に対する
NDB集計、脳梗塞症例について
のNDB集計を行い、日本脳卒中
学会の公表値との比較による
NDB集計値の妥当性の検討を
行った。

心血管疾患班は、NDB上で心血
管疾患を有する患者を特定する
ためのアルゴリズムを作成し、そ
のアルゴリズムを用いて先行研究
や前年度までの検証から候補と
なった指標について、都道府県単
位での予後との関連性について
評価を行い自治体における利活
用の観点からの有効性の評価を
行った。
脳卒中班はすでに検討されてき
た指標案に対するエビデンスを示
すことに注力した。エビデンスとし
ては各自治体間での比較が容易
でNDBより算出可能である点から
標準化死亡比（SMR）を採用し、
各指標案、算出方法、SMRの結

・第７回循環器病対策推進協議会
（令和４年３月30日開催）におい
て、研究代表者　今村知明が参考
人として研究班の成果「循環器病
の指標を作成するための研究班
での結果概要について」の説明を
行った。
・第８回第８次医療計画等に関す
る検討会（令和4年5月25日開催）
について、研究代表者　今村知明
が委員として研究班の成果「医療
計画での指標を作成するための
研究班での取り組みと「指標」作
成の留意点について」の説明を
行った。

NDB等によるエビデンス検討結果
に基づき、心血管班３つ、脳卒中
班７つの新しい指標案を示した。
心血管班：急性心筋梗塞に対す
る経皮的冠動脈インターベンショ
ン実施率、大動脈疾患患者に対
する手術件数　他、　脳卒中班：
脳神経内科医師数・脳神経外科
医師数、脳梗塞に対するtPAによ
る血栓溶解療法の実施可能施設
数、脳梗塞に対する血管内治療
による血栓回収療法の実施可能
施設数、脳梗塞に対する血管内
治療による血栓回収療法の実施
件数、くも膜下出血に対する脳動
脈瘤クリッピング術の実施件数
他（詳細は報告書に記す）

下記学会のシンポジウムにて発
表を行った
①2020年08月09日～2020年08月
12日（石川県、立音楽堂）　第４０
回日本脳神経外科コングレス総
会　人口構成の変化へ対応する
ための医療界の動向と課題～地
域医療構想や医療計画、地域包
括ケアシステム～　今村知明.
②2021年03月26日～2021年03月
28日（神奈川県、パシフィコ横浜
/WEB）　第85回日本循環器学会
学術総会　リアルワールド・データ
の臨床活用への現状と課題　今
村知明.

2 11 4 0 15 3 0 0 2 2

66

大規模レジスト
リ・大規模臨床
試験の分析によ
る合併症予防に
有効な標準糖尿
病診療の構築の
ための研究

3 3

循環器疾
患・糖尿病
等生活習
慣病対策
総合研究

植木　浩二
郎

J-DOIT3研究のサブ解析が進展
し、追跡研究を行った。これらの
成果を学術誌に発表しており、今
後のガイドライン等への採用が期
待される。J-DREAMS研究も施設
数や登録者が順調に増えている。

糖尿病の合併症に対する効果的
な介入目標や、血糖コントロール
に加えて血圧など危険因子の多
元的介入が合併症の発症・進展
抑制につながることを日本での臨
床試験で示した。

今後、J-DOIT3研究、J-DREAMS
研究、NDB研究の成果が診療ガ
イドラインや治療ガイドに反映され
ることが見込まれている。

（該当せず）
研究成果は学会報告、論文発表
により継続して発表している。

0 9 0 0 44 3 0 0 0 0
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67

栄養政策等の社
会保障費抑制効
果の評価に向け
た医療経済学的
な基礎研究

3 3

循環器疾
患・糖尿病
等生活習
慣病対策
総合研究

西　信雄

栄養政策が国民の健康・栄養状
態を改善し、疾病や介護を予防す
ることによりもたらされる社会保障
費抑制効果に関する評価方法は
まだ確立されていない。本研究
は、我が国の栄養政策の社会保
障費抑制効果の評価に向けて医
療経済学的な基礎研究を行うこと
を目的として研究を実施した。我
が国の栄養政策の社会保障費抑
制効果を評価するためには、海外
の先行研究を参考にして公衆衛
生学的かつ医療経済学的なシミュ
レーション研究を今後さらに発展
させる必要がある。

我が国の栄養政策の社会保障費
抑制効果の評価に向けて医療経
済学的な基礎研究を行った。

該当なし 該当なし ホームページを作成した。 5 1 4 0 10 2 0 0 0 1

68

自治体における
ロコモティブシン
ドローム対策の
体制整備：臨床
情報・筋肉超音
波の人工知能評
価を用いた効果
的な予防・介入
方法の実証

3 3

循環器疾
患・糖尿病
等生活習
慣病対策
総合研究

岡　敬之

サルコペニアの指標として超音波
AI評価を取り入れた、この評価法
は簡便であるため、実用化が期
待される。成果は学会などで発表
し大きな反響があった。

元気高齢者の筋肉の質的評価が
可能となった。この評価を臨床現
場で使用することにより患者の早
期発見が可能になる。

該当なし 該当なし 該当なし 0 3 0 2 15 0 0 0 0 6

69

健康への関心度
による集団のグ
ルーピングと特
性把握ならびに
健康無関心層へ
の効果的な介入
手法の確立

3 3

循環器疾
患・糖尿病
等生活習
慣病対策
総合研究

福田　吉治

研究成果を9編の原著論文の他、
総論、論壇、実践報告として学術
誌に発表した。特に、健康関心度
尺度の開発（日本健康教育学会
誌）、健康関心度を考慮したポ
ピュレーションアプローチの類型
化（日本公衆衛生雑誌）は、関連
する分野の今後の研究や実践に
おいて重要な意味のある論文で
ある考える。

本研究は、臨床的研究ではなく、
公衆衛生や予防的観点からの研
究であるが、健康無無関心層に
ついては、臨床でも問題となると
思われ、今回の知見は臨床的観
点からも重要な示唆を持つもので
ある。

ガイドラインには特に関係してい
ないが、作成したナッジを応用す
るためのガイドラインは、多くの現
場での活用が期待される。

健康無関心層は、行政的にも大
変注目され、多くの課題がある。
今回の研究は、健康無関心層へ
の効果的なアプローチを進める上
での具体的な内容を多く示したも
のであり、行政的に価値ある成果
を提供できた。

本研究に関わった研究者が関連
する研修会における講師をつとめ
たり、専門誌等で論文を発表する
などして、研究成果の積極的に普
及啓発することができた。

9 2 26 0 9 0 0 0 0 0

70

産業別・地域別
における生活習
慣病予防の社会
経済的な影響に
関する実証研究

3 3

循環器疾
患・糖尿病
等生活習
慣病対策
総合研究

野口　晴子

本研究では、大規模な行政管理
情報やサーベイデータ等の非実
験（観察）データに、自然実験(外
生ショック)を活用した因果推論を
行い、結果、地域における健診や
保険収載(保険へのアクセスの公
平性)等の「介入」、地域における
医療へのアクセスの公平性、職場
の労働環境等が、人々の健診受
診行動、生活習慣病に係るリスク
行動とhealth outcomeに統計学的
に有意な影響を与える可能性が
示唆され、こうした知見が、職域
間・地域間での健康格差解消へ
の「手がかり」になりうることが明
らかにされた。

該当無し。 該当無し。 該当無し。

本研究から得られた結果につい
ては、原著論文誌のみならず、業
界紙や一般誌で紹介された。具
体的には、健康診断の結果が厚
生労働統計通信第115号（2020年
2月）と週刊社会保障（2020年7
月）、介護関連の研究について
は、週刊社会保障（2021年7月）と
月刊福祉（2021年11月）等であ
る。

0 10 0 0 6 5 0 0 0 0
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71

骨粗鬆症の予防
及び検診提供体
制の整備のため
の研究

3 3

循環器疾
患・糖尿病
等生活習
慣病対策
総合研究

田中　栄

エビデンスに基づく持続可能で効
果的な骨粗鬆症検診体制として、
FRAXを主体とし、FOSTAを併用、
骨折歴ありの場合を別立てとした
検診項目と、それを用いた検診フ
ローを提案した。この骨粗鬆症検
診フローについては、発表前から
専門家らから大きな期待が寄せら
れており、2022年9月2-4日開催
の第24回日本骨粗鬆症学会（大
阪国際会議場）において「骨粗鬆
症健診の普及をめざして」と名付
けられたシンポジウムが開催され
ることになった。専門家らとの討論
により検診フローのブラッシュアッ
プを行う予定である。

本研究班では、FRAXを主体とし、
FOSTAを併用、骨折歴ありの場
合を別立てとした検診項目と、そ
れを用いた検診フローを提案し
た。これは従来の骨粗鬆症検診
の問題点を克服する始めての試
みであり、骨粗鬆症予防の現場に
おいても、医師や骨密度計がなく
ても実施できる簡便さにより、骨
粗鬆症検診実施率、受診率の上
昇と骨粗鬆症早期予防対策の効
果的な推進に貢献することが期待
されている。また今回完成した栄
養、運動パンフレットは、骨粗鬆症
検診事後指導に用いることができ
るため早期予防対策推進のため
の手段として使用できる。

本研究はエビデンスに基づく持続
可能で効果的な骨粗鬆症検診体
制を構築し、今後の骨粗鬆症対
策の推進に資する成果を得ること
を目的とした研究班であり、最終
成果として骨粗鬆症検診マニュア
ルを作成することを目的としてい
た。3年間での検討で、検診フロー
の提案には到達したが、マニュア
ルの完成までには至らなかった。
もし後1〜2年の研究延長がえら
れれば、検診マニュアルの完成が
可能である。完成した検診フロー
は今後改訂が予定される骨粗鬆
症の予防と治療ガイドラインへの
掲載が期待できる。

本研究の一環として、総務省統計
局から公表されている国勢調査お
よび地域保健・健康増進事業報
告のデータを用いて、検診実施
率、検診受診率、検診の結果、要
精検となった人の転帰を、節目年
齢別、県別に求めた。さらに検診
実施率の高かった自治体には分
担研究者がインタビューに行き検
診成功例の経験を共有した。今後
検診フローを普及する上での自治
体のニーズを把握する貴重な成
果となった。また今後の検診事後
指導に用いることができる栄養、
運動パンフレットも完成した。

効果的な骨粗鬆症検診体制の策
定に向けて、実際に検診を行って
いるコホート集団のデータ解析に
基づき、検診フローの提案に至っ
た。2022年9月2-4日開催の第24
回日本骨粗鬆症学会（大阪国際
会議場）において「骨粗鬆症健診
の普及をめざして」と名付けられ
たシンポジウムが開催されること
になった。検診後指導向けの運動
プログラム、栄養パンフレットも作
成した。

2 305 37 0 114 22 0 0 0 47

72

エビデンスに基
づいたロコモティ
ブシンドロームの
対策における簡
便な確認・介入
方法の確立と普
及啓発体制の構
築に資する研究

3 3

循環器疾
患・糖尿病
等生活習
慣病対策
総合研究

帖佐　悦男

・ロコモティブシンドローム（ロコモ
度1・2・3）の発生率を推計した。
・ロコモ・フレイル・サルコペニアの
関係整理は、フレイルの診断には
Friedらの基準、サルコペニアの判
断基準にはAWGDの勧告（2014）
を用いた結果、フレイル・サルコペ
ニアに該当している者はほぼすべ
てロコモ度1に該当していることが
わかった。またロコモは後期高齢
期のフレイルの主要な原因となっ
ており、高齢期にロコモを予防ま
たは改善することは、後期高齢期
のフレイルの予防につながると考
えられる。

・ロコモの発生率を推計した結
果、ロコモ度1は83.7/1000人年、
ロコモ度2は23.0/1000人年、ロコ
モ度3は18.6/1000人年となった。
・フレイル・サルコペニアの診断基
準の1つである歩行機能低下
（1m/秒未満）は、ロコモ度判定基
準よりもより重症であることが示
唆された。

ロコモ年齢の開発に寄与した。

フレイル・ロコモ改善のための複
合プログラムの実施により、要介
護発生のリスクが低減するととも
に介護費が抑制できる可能性が
示された。
ロコモ・フレイル・サルコペニアの
予防や改善の基本は、規則正し
い生活であるが、栄養は特に問
題のある方が対象になるが、運動
は全ての住民が対象となり自宅で
も簡単に実施できるロコトレが介
護予防の中心である。ロコトレは、
体操教室などの参加者だけでな
く、運動機能低下者でも運動機能
の維持・改善効果がみられた。ま
た運動介入に加えて栄養介入を
行う必要性とその効果を示すこと

・令和２年度のロコモ認知度調査
結果では、宮崎県全体は54.5％
（理解度47.3％）、宮崎市86.4％
（理解度63.5％）であった。運動器
検診を実施している特定の自治
体（宮崎市）では、認知度も高い
が、理解度も毎年向上している。

0 2 9 44 60 11 3 0 0 29

73

栄養素及び食品
の適切な摂取の
ための行動変容
につながる日本
版栄養プロファイ
ル策定に向けた
基礎的研究

3 3

循環器疾
患・糖尿病
等生活習
慣病対策
総合研究

石見　佳子

健康的な食生活を営むために
は、個人レベルでの適切な食事
や食品の選択が求められる。本
研究では、加工食品及び料理に
ついて、日本版栄養プロファイル
（NP）モデル試案及び活用資料案
を作成した。料理の解析では、全
ての料理において、食塩の過剰
群の調味料・香辛料類の摂取量
が高かったことから、本研究結果
は、減塩に向けた料理のメニュー
提案に活用可能であると考えられ
た。アンケート調査から、日本版
NPモデルに基づく加工食品の包
装前面表示や料理NPによって、
消費者の健康的な食行動の実践
に影響を及ぼす可能性が示唆さ

フィージビリテイ・スタデイの結果
から、日本版NPモデルに基づく包
装前面表示や料理NPによって、
消費者の健康的な食行動の実践
に影響を及ぼす可能性が示唆さ
れ、特に食習慣の改善意欲があ
る者において活用可能性が高い
ことが示された。改善意欲がある
群は，脂質異常症などの現病歴
がある者が多かったことから、NP
モデルを活用することで、人びと
の生活習慣病予防並びに健康増
進効果の可能性が期待される。ま
た、食品関連事業者等がより健康
に良い食品の開発に取り組むこと
が期待される。

日本版栄養プロファイルの策定に
むけた基礎的研究を実施した。調
理済み食品を含む加工食品と料
理について栄養プロファイルモデ
ル試案を作成し、これを活用する
ための活用資料案を作成した。こ
れらの成果は、厚生労働省が実
施している「健康的で持続可能な
食環境連略イニシアチブ」事業等
において活用されることが期待さ
れる。

日本版栄養プロファイルの策定に
むけた基礎的研究を実施した。国
民健康・栄養調査の2次利用によ
り、食塩摂取量によって区分した
場合の料理別の栄養プロファイル
を作成した。本研究成果は、減塩
に向けた料理のメニュー提案に活
用可能であると考えられた。これ
らの成果について、令和3年4月30
日に厚生労働省が開催した第3回
「自然に健康になれる持続可能な
食環境づくりの推進に向けた検討
会」において紹介し、議論された。
今後も減塩を含む健康・栄養施策
に貢献することが期待される。

調理済み食品を含む加工食品及
び国民健康・栄養調査の2次利用
により食塩摂取量によって区分し
た場合の料理別の栄養プロファイ
ルを作成した。これらを基に、日
本版NP活用資料案を作成し、
3000人の消費者を対象としたアン
ケート調査を実施したところ、90％
の対象者が分かり易いと回答し
た。さらに、栄養プロファイルに基
づく包装前面表示や料理の栄養
プロファイルによって、消費者の
健康的な食行動の実践に影響を
及ぼす可能性が示唆された。これ
らの成果より、活用資料案が、人
びとの食生活の改善に貢献する
ことが期待される。

3 1 0 0 6 1 0 0 1 1

20



開始 修了 和文 英文等和文 英文等国内 国際 出願 取得 施策への反映普及・啓発活動

Ｎｏ． 研究課題名
年度

研究事業名 研究代表者 専門的・学術的観点からの成果 臨床的観点からの成果 ガイドライン等の開発
その他
（件数）その他行政的観点からの成果 その他のインパクト

原著論文
（件数）

その他の論
文等（件数）

学会発表
（件数）

特許（件
数）

74

健康日本21（第
二次）の総合的
評価と次期健康
づくり運動に向
けた研究

3 3

循環器疾
患・糖尿病
等生活習
慣病対策
総合研究

辻　一郎

３年の研究期間で、原著論文67篇
（英文51篇、和文16篇）を専門学
術誌に掲載した。また、国際学会
で３題、国内学会で59題の演題を
発表した。本研究班では、さまざ
まな健康格差の要因（自治体間、
都市・非都市間、所得、学歴、建
造環境など）や健康寿命の関連
要因（疾病、生活習慣、社会参加
など）を具体的に解明しており、そ
の成果が国内外で注目されてい
る。

本研究事業は健康づくりに関する
疫学・公衆衛生学的研究であるた
め、臨床的観点とは直接関係しな
い。しかし、本研究では、さまざま
な生活習慣・健診成績から循環器
疾患発生リスクを予測するプログ
ラムの精度を検証したり、生活習
慣・健診成績と健康寿命との関連
などを解明したりしている。これら
の知見は、臨床家にとっても重要
な価値があると思われるので、今
後さらに臨床家に対する周知を図
る所存である。

本研究事業では、次期国民健康
づくり運動のあり方を提言し、目
標項目選定の基準を示し、関連す
る指標間の関連と階層性に基づく
ロジック・モデルを作成した上で、
13領域（（健康寿命、がん、循環
器疾患、糖尿病、こころの健康、
高齢者の健康、健康格差の是
正、社会環境の整備、栄養・食生
活、身体活動・運動、飲酒、喫煙、
歯・口腔）で62項目の目標値を提
案した。これは、令和４年度に検
討が始まる次期国民健康づくり運
動の策定作業に大いに貢献する
ものと思われる。

本研究事業では、2019年におけ
る全国と都道府県・政令指定都市
の健康寿命を算定した。その結果
は厚生科学審議会・健康日本21
推進専門委員会第16回委員会
（令和３年12月20日）の資料として
活用され、健康日本21（第二次）
の最終評価に貢献した。研究班
会議（オンライン）には厚生労働省
から約25名の職員が毎回参加さ
れるなど、行政面からの注目も大
きかった。

健康日本21推進専門委員会第16
回委員会（令和３年12月20日）に
健康寿命の推移と都道府県格差
を報告した際、その結果はNHKな
どのテレビ局、朝日新聞などの全
国紙で広く報道された。「社会活
動に積極的な者で健康寿命が約
５年延伸」という研究成果はみや
ぎテレビで報道された。第80回日
本公衆衛生学会総会で「社会環
境整備によるヘルスプロモーショ
ン活動の目標設定」というシンポ
ジウムを開催し、本研究事業の成
果を報告し、参加者との間で討論
を行った。

16 51 0 0 59 3 0 0 2 3

75

最新研究のレ
ビューに基づく
「健康づくりのた
めの身体活動基
準2013」及び「身
体活動指針（ア
クティブガイド）」
改定案と新たな
基準及び指針案
の作成

3 3

循環器疾
患・糖尿病
等生活習
慣病対策
総合研究

澤田　亨

（１）研究成果
本研究における報告書には、身
体活動分野における最新のレ
ビューをさまざまな視点から実施
した結果を報告するとともに、現
時点における研究課題を掲載して
おり、身体活動と健康の関係を調
査している研究者に最新情報と研
究課題を提供する研究となってい
る。
（２）研究成果の学術的・国際的・
社会的意義
研究結果を国際身体活動健康学
会（ISPAH）での発表が決定して
いるとともに、国際誌で紹介する
予定である。最新の身体活動ガイ
ドラインを紹介することで、他国の
身体活動ガイドライン作成や更新

（１）研究成果
地方自治体や健康専門家に活用
されることを目的に、身体活動基
準の要点をまとめた「ファクトシー
ト」や身体活動指針を広く国民に
周知するためのリーフレットである
「アクティブガイド」を作成した。
（２）研究成果の学術的・国際的・
社会的意義
本研究で作成された基準（案）や
指針（案）が、自治体の健康施策
立案の科学的根拠として利用さ
れ、次期国民健康づくり運動推進
ツールとして国民や健康づくり運
動のステークフォルダーに広く活
用されることが望まれる。

本研究は身体活動ガイドラインの
原案を作成する研究であり、身体
活動基準の要点をまとめた「ファ
クトシート」や身体活動指針を広く
国民に周知するためのリーフレッ
トである「アクティブガイド」の原案
を作成した。

本研究は2024年度からスタートす
る次期国民健康づくり対策におけ
る新た活動・運動分野の目標達
成のためのツールとしてのガイド
ラインの原案を作成したものであ
り、健康行政政策に直結する研究
である。

　本研究で作成したアクティブガイ
ドがさまざまなマスメディアに紹介
され、プラス・テン（＋10）やブレー
ク・サーティー（BK30）が広く国民
に紹介されると予想している。ま
た、健康関連のさまざまな学会に
おいて教育講演等の依頼がある
とともに、健康関連雑誌からアク
ティブガイドの紹介記事の執筆依
頼があると予想しており、各分野
の研究班員がそれぞれの依頼
テーマに応じてマスコミあるいは
学会対応を行う予定である。

15 27 1 0 50 0 0 0 0 0

76

地域特性に応じ
た地域・職域連
携推進事業の効
果的な展開のた
めの研究

3 3

循環器疾
患・糖尿病
等生活習
慣病対策
総合研究

津下　一代
（丹羽　一
代）

日本公衆衛生学会、日本産業衛
生学会等でのシンポジウム、講演
を通じて、地域・職域連携の意義
や進め方について情報提供した。

進捗チェックリストや手引き、研究
班の資料公開により、自治体での
取り組み推進を図った。厚生労働
省の地域・職域連携推進会議（令
和4年3月10日）において「PDCA
サイクルに基づいた�地域・職域
連携推進事業の進め方」を報告し
た。

今後の地域・職域連携推進ガイド
ラインの改訂に役立つ情報を収
集、整理した。

厚生科学審議会 (健康日本21（第
二次）推進専門委員会)において
最終評価について検討中である
が、本研究を踏まえ地域・職域連
携の必要性について発言した。
経済産業省健康投資WGにおい
て、中小企業の健康経営を推進
するために、地域・職域連携が寄
与していることを研究事例を引用
して紹介した。

保険者協議会、健康経営の研
修、健康寿命延伸都市協議会、
日本総合健診学会などの講演の
中で、地域・職域連携推進事業に
ついて講演した。

0 0 0 0 5 0 0 0 0 6
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77

国民健康・栄養
調査の質の確
保・向上のため
の基盤研究

3 3

循環器疾
患・糖尿病
等生活習
慣病対策
総合研究

瀧本　秀美

国民健康・栄養調査（以下、国
調。）の協力状況について、次の
結果を得た。１）性、年齢、職業は
協力率に影響し、その影響には地
域差がある。２）健康上の問題で
生活に影響のある者、健康意識
がよくない者、食事・運動・生活習
慣に気をつけていない者の協力
率が低い。３）web調査や食物摂
取頻度法による食事調査の協力
率にも、対象者の性・年齢が影響
し得る。４）世帯構造の変化は、国
調の協力率が低下している要因
の一つと考えられる。これらは、国
調の精度向上を通じ、栄養施策
の立案に資すると考えられる。

本研究の分担研究の結果から、
健康上の問題で日常生活に影響
のある者と、健康意識が低い者な
ど、自身の健康に不安を持ってい
る者、喫煙・飲酒習慣があり、睡
眠が不十分で、食事や運動など
の生活習慣に気をつけていない
者で協力率が低いことが示され
た。また、糖尿病関連の指標で非
協力バイアスによる過小評価の
可能性が示された。この結果は、
生活習慣や糖尿病関連の施策進
捗状況確認の際に考慮が必要な
バイアスの存在を示しており、今
後の調査設計にあたり重要な情
報が得られた。

該当なし。

本研究の分担研究の結果は、令
和３年国民健康・栄養調査の調査
必携の改訂や厚生労働省が主催
する令和３年国民健康・栄養調査
担当者会議の資料作成に利用さ
れた。また、令和４年においても、
国民健康・栄養調査必携改訂並
びに国民健康・栄養調査担当者
会議、国民健康・栄養調査検討会
資料にも活用される予定である。

該当なし。 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

78

循環器病に関す
る適切な情報提
供・相談支援の
ための方策と体
制等の効果的な
展開に向けた研
究

3 3

循環器疾
患・糖尿病
等生活習
慣病対策
総合研究

宮本　享

一次脳卒中センター（脳卒中）お
よび急性期病院・高度循環器専
門病院（心臓病その他の循環器
病）における患者・家族への退院
後支援の現状と課題を明らかに
するため、文献レビューと全国規
模のアンケート調査を実施した。
その結果、個々の症例の病状・病
期に応じたアクセスしやすい多面
的サポートが退院後ケアの質的
向上に有効であること、相談支援
においては患者および家族の
ニーズに即した情報提供が重要
であることを明らかにするととも
に、現状の支援体制はそれらの
条件を満足するものではないこと

脳卒中の相談支援では患者の最
終的なゴールを念頭において、心
疾患の相談支援では病状の悪化
や再入院の予防対策を中心にし
て、一人ひとりの多様なニーズに
細やかに対応できる相談支援プ
ログラムが求められる。
脳卒中の患者・家族支援に向け
て、 一次脳卒中センターにおける
脳卒中相談窓口の設置のための
要綱および脳卒中相談窓口マ
ニュアルを作成した。心疾患の患
者・家族支援に関して, 相談支援
および情報提供を行う機能を有す
る部門のあり方を示した。

脳卒中の支援に向けて、一次脳
卒中センターにおける脳卒中相談
窓口の設置のための要綱および
「脳卒中相談窓口マニュアル」を
作成した。本ガイドラインは、第47
回日本脳卒中学会（本年3月17日
～19日）において開催された多職
種講習会の参加者に配布した。
本年中に、脳卒中学会のホーム
ページで公開予定である。

一次脳卒中センター（脳卒中）お
よび急性期病院・高度循環器専
門病院（心臓病その他の循環器
病）における患者・家族への退院
後支援の現状と課題を調査した
結果、適切な相談窓口と人材配
置が必要であることを示した。そ
の実現に向けて、学会を中心とし
た多職種で構成される団体による
継続的な活動と、行政による十分
なサポートが、両輪となって推進
されるべきであることを明らかにし
た。本研究の成果は、脳卒中循環
器病対策に関する厚生労働行政
の基礎資料として活用されるもの
と期待される。

2022年度は、第47回日本脳卒中
学会の会期中に講習会「脳卒中
相談窓口講習会」および、ライブ
シンポジウム「脳卒中相談窓口に
おける多職種の役割と育成：人材
育成セミナー｢脳卒中相談窓口｣」
を開催した。5月31日時点で、
19910名の受講があり、受講証を
発行した。また、多職種連携を推
進するため、脳卒中に関連する多
職種団体で構成される一般社団
法人日本脳卒中医療ケア従事者
連合を創設した。今後、脳卒中協
会とも協同して多職種連携に関す
るWebinar等の啓発活動を予定し
ている。

1 0 2 0 14 0 0 0 1 15

79

大規模災害時に
おける避難所等
での適切な食事
の提供に関する
研究

3 3

循環器疾
患・糖尿病
等生活習
慣病対策
総合研究

須藤　紀子

（１）研究成果
本研究の目的であった「避難所に
おける栄養の参照量」の改定と普
及啓発のためのツールを開発す
ることができた。
（２）研究成果の学術的・国際的・
社会的意義
学術的な意義としては、作成した
『新しい「避難所における栄養の
参照量」Q&A』は、今後、避難所で
の食事調査におけるガイドライン
となりうる。国際的意義としては、
自国民用の災害時の栄養基準を
もっている国はまれであり、最新
のデータに基づき更新したこと
で、世界にアピールできる。社会
的意義としては、栄養に配慮した
公的備蓄の整備に貢献すること
ができる。

年齢階級別の参照量を示すととも
に、参照量を満たす市販のベビー
フードや介護食の組み合わせ例
を示したことで、災害時要配慮者
への対応や二次的健康被害の防
止につながることが期待できる。

以下の５点を開発した。
①新しい「避難所における栄養の
参照量」
②新しい「避難所における栄養の
参照量」Q&A
③栄養に配慮した備蓄及び災害
発生後の食事に関するシミュレー
ター（エクセルシート）
④栄養に配慮した備蓄及び災害
発生後の食事に関するシミュレー
ター使用の手引き
⑤栄養素等供給量を考慮した災
害時レシピ集

災害が発生してから被災県に向
けて発出されていた従来の参照
量と異なり、平時からの備蓄計画
に活用できるよう、全国の自治体
に周知される予定である。開発し
た普及啓発ツールとともに示すこ
とで、これまで被災県しか関心を
もたなかった参照量の全国的な
普及が期待できる。各市区町村
の人口構成に合わせたテーラーメ
イドな参照量の値も「栄養に配慮
した備蓄及び災害発生後の食事
に関するシミュレーター」から参照
し、エクセルシート上で備蓄計画
や災害時の食事計画に反映でき
る仕様となっている。

「避難所における栄養の参照量」
は管理栄養士養成課程の教科書
にも掲載され、国家試験にも出題
されており、行政栄養士の業務に
関わる重要な栄養基準である。
研究代表者がシミュレーターの改
訂過程を発表した「大規模災害時
に備えた栄養に配慮した食料備
蓄量の算出のた
めの簡易シミュレーターの改良」
は2021年8月に開催された日本災
害食学会で学術委員賞を受賞し
た。

0 1 3 0 6 2 0 0 0 0
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80

検診情報と栄養
情報の標準的な
データ項目・様
式・交換方式を
FHIR準拠仕様と
して開発する研
究

3 3

循環器疾
患・糖尿病
等生活習
慣病対策
総合研究

大江　和彦

自治体検診のFHIR準拠仕様とそ
のprofileが作成され、８種類の検
診について検診情報が次世代標
準のFHIRで記述できるようになっ
たことは、学術的、国際的にも重
要なステップである。栄養情報の
標準化は、栄養の普及に大きく繋
がるものであり、健診・医療・介護
の情報利活用とともに、国民一人
ひとりの健康増進、疾病予防・重
症化予防、介護予防・重度化予防
に寄与することができる。FHIR準
拠の仕様を策定するにはリソース
マッピングの観点からさらなる分
析が必要であることも指摘でき
た。

がん検診の結果情報が次世代標
準FHIRで収集できるようになる
と、他の臨床データとの統合デー
タベース解析は将来効率的に実
施できるようになる。栄養情報も
同様にFHIRで収集、流通できるよ
うになる契機となり、他の臨床情
報との統合的な解析が可能とな
る。

自治体検診、栄養情報ともにFHIR
仕様の策定が進めらて、特に自
治体検診の仕様はすでにドラフト
として公開できた。今後、厚労省
標準に認定するステップにはいれ
るようさらに精緻化を進めるきっ
かけとなった。

ヘルスデータ改革においても、検
診や栄養情報のディジタル化に伴
う次世代FHIR標準化が計画され
ており、これを見据えた今回の
FHIR仕様の策定や検討が、今後
の医療のディジタル化やヘルス
データ改革に重要な構成要素とな
ることが期待される。

特定健診や保健指導と同様に、
自治体検診や栄養情報がFHIRで
蓄積されるようになると、FHIRの
簡便なインタフェイスを活用してス
マホアプリなどでも自己情報の参
照ができるようになるインフラの構
築が期待される。

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

81

多様化した女性
の活躍の場を考
慮した女性の健
康の包括的支援
の現状把握およ
び評価手法の確
立に向けた研究

3 3

女性の健
康の包括
的支援政
策研究

飯島　佐知
子

女性の健康支援は、妊娠・出産、
思春期の性、不妊、骨粗鬆症、認
知症の支援が５〜３割の自治体
で実施されていたが、子宮内膜症
等婦人科疾患の支援は皆無で
あった。また企業、保険者、学校
では殆ど実施されていなかった。
また、若年出産の少なさと自治体
による若者への避妊等の教育と
の関連は見られたが、子宮頸が
ん検診の受診勧奨は若年者の受
診率の高さと関連はなく、若年者
により効果のある勧奨方法への
変更が必要であることが示唆され
た。公衆衛生学会等で発表し話
題となった。今後、外の学術雑誌
で発表を行う。

本女性の健康支援は、妊娠・出
産、思春期の性、不妊、骨粗鬆
症、認知症の支援が５〜３割の自
治体で実施されていたが、子宮内
膜症等婦人科疾患の支援は皆無
であった。また企業、保険者、学
校では殆ど実施されていないこと
が明らかになった。このため、今
後、自治体、企業、保険者、教育
機関が実施すべき女性の健康支
援の課題と種類が明確になり、手
順書を参考に具体的な実施計画
を立案、評価することが可能に
なった。今後、国内外の学術雑誌
で発表を行う。

自治体、保険者、企業、学校向け
の女性の健康支援の手順書を作
成した。各事業所が実施すべき、
女性の健康支援の種類、成果指
標、連携のあり方を明記したこと
により、今後統一した様式で、実
施計画の立案、統一指標による
事業評価が可能となった。今後、
内容をさらに精選して学会発表、
ホームページ等で公表する。

自治体、保険者、企業、学校向け
の女性の健康支援の手順書を作
成した。各事業所が実施すべき、
女性の健康支援の種類、成果指
標、連携のあり方を明記したこと
により、今後統一した様式で、実
施計画の立案、統一指標による
事業評価が可能となった。今後、
内容をさらに精選して学会発表、
ホームページ等で公表する。今
後、審議会の資料として提出予定
である。

女性の生涯にわたる健康を見据
えたプレコンセプションケア　週刊
医学界新聞. 第3400号2020年12
月14日.　小児期からの包括的性
教育の必要性. 家族と健康. 第
800号. 4-5．2020年11月1日、AIが
見た「産後クライシス」東京新聞朝
刊2021年1月30日、産後ママを支
える視点　東京新聞朝刊2021年3
月16日、 NHK「性について語ろう」
30秒動画①プライベートゾーンっ
て？②相手の気持ちも大切に③
男らしさ、女らしさに縛られてな
い？④性のあり方って？2021年3
月28日から1年間放送

13 8 1 0 7 0 0 0 3 5
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先天性骨髄不全
症の登録システ
ムの構築と診断
基準・重症度分
類・診断ガイドラ
インの確立に関
する研究

3 3
難治性疾
患政策研
究

伊藤　悦朗

Diamond-Blackfan 貧血（DBA）に
似た骨髄不全症（IBMFS）症例の
エクソーム解析から、TP53のde
novo活性化変異によって起る新
たなIBMFSが見出された。さらに、
Fanconi貧血（FA）に似た再生不
良性貧血患者のエクソーム解析
から、二つのフォルムアルデヒド
解毒酵素ADH5とALDH2が同時に
欠損する新たなIBMFS、Aldehyde
Degradation Deficinecy (ADD)症
候群が見出された。

IBMFSの遺伝子解析を含めた中
央診断の体制が軌道に乗り、日
本におけるIBMFSの原因遺伝子
の種類や頻度、遺伝子異常と臨
床病態との関連が明らかになって
きた。新規原因遺伝子の発見や
既知の原因遺伝子のIBMFSの臨
床像は軽症例から重症例まで多
彩で、中央診断登録システム、遺
伝子変異解析システムを整備す
ることで、初めて確定診断がつけ
られることが明らかになった。正
確な診断が可能となったことで、
個々の症例に対して、より適切な
治療の選択が可能となった。

本邦におけるIBMFSについて、こ
れまでに類をみない大規模な解
析結果が得られた。特に、本邦に
おけるDBAとFAに対する最近の
造血幹細胞移植の成績と悪性腫
瘍の発症実態が初めて把握され
た。本研究の成果をもとに、平成
29年度に作成した診療ガイドを改
定した。最新のエビデンスを基づ
いて移植プロトコールを含む治療
ガイドラインの改定も行った。特
に、DBAでは新規バイオマーカー
を加えた診断基準を作成すること
ができ、大きな進歩があった。

IBMFSは軽症例から最重症例ま
で広範囲な病像を示すことから、
臨床所見のみで診断することは
容易ではない。遺伝子解析を含
めた中央診断の体制が軌道に乗
り、日本におけるIBMFS患者の原
因遺伝子の種類や頻度、遺伝子
異常と臨床病態との関連が明ら
かになってきた。本研究により
「IBMFSレジストリ」が構築され、
継続的に稀少疾患であるIBMFS
の登録・解析が可能となり、
IBMFSの疫学事項を高い精度で
把握することを可能とする基礎が
できた。行政的観点かもその意義

FAの遺伝子診断の依頼を受けた
症例からFAの亜型である新規の
骨髄不全症ADH5/ALDH2欠損症
を同定し、Bloodに掲載された。
DBAに似た骨髄不全症症例から、
TP53のde novo活性化変異によっ
て起る新たなIBMFSを同定し、
AJHGに報告した。これらの成果
は、マスコミにも取り上げられた。

27 104 7 51 92 41 0 0 0 0
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83

指定難病と小児
慢性特定疾病に
関連した先天性
骨系統疾患の適
切な診断の実施
と医療水準およ
びQOLの向上を
めざした研究

3 3
難治性疾
患政策研
究

澤井　英明

(1) 研究成果
　先天性骨系統疾患について遺
伝子変異、臨床症状、重症度など
の調査研究を行いそれらの関連
を明らかにした。
(2) 研究成果の学術的・国際的・
社会的意義
　本調査で実施したタナトフォリッ
ク骨異形成症の発達状況の報告
は英文誌に2回にわけて掲載され
た。まとまった症例の報告（20症
例）は初めてである。

(1)　研究成果
患者の病状調査で従来から骨系
統疾患（直近ではタナトフォリック
骨異形成症や大理石骨病）の患
者の病状調査・患者数調査を実
施して論文報告した。
(2)　研究成果の臨床的・国際的・
社会的意義
　国際的な骨系統疾患国際分類
2019の日本語翻訳作業に当研究
班からの研究分担者が委員として
参加し、日本整形外科学会雑誌
から刊行された。

　低ホスファターゼ症と軟骨無形
成症の診療ガイドラインが小児内
分泌学会に参加している研究分
担者により作成された。小児内分
泌学会のホームページで公開さ
れている。

すでに小児慢性特定疾病に認定
されている2型コラーゲン異常症
関連疾患とカムラチ・エンゲルマ
ン症候群を指定難病に申請し、ま
たすでに指定難病に認定されて
いる、タナトフォリック骨異形成症
を小児慢性特定疾病に申請した。
結果的にはこれらの疾患では指
定難病への認定は承認されな
かったが、タナトフォリック骨異形
成症の小児慢性特定疾病への承
認が認められた。

難病制度の適正な実施に協力・
連携している。
診断治療指針の普及活動、各医
療機関への診療支援：
すでに全国の地域で中核となる
医療機関に対して、骨系統疾患に
どの程度まで対応できるかを診療
科別に調査しリストアップしてあり
これの更新を行った。
骨系統疾患患者、家族からの問
い合わせ窓口として機能：全国の
骨系統疾患患者、家族からの問
い合わせに対応した。

5 50 0 20 40 10 0 0 2 0

84

HAMならびに類
縁疾患の患者レ
ジストリを介した
診療連携モデル
の構築によるガ
イドラインの活用
促進と医療水準
の均てん化に関
する研究

3 3
難治性疾
患政策研
究

山野　嘉久

HAM患者レジストリを活用した疫
学解析により、HAM患者の生命予
後が悪いこと、死因としてATLが
多いことを証明し、ATLハイリスク
集団の同定方法を示した（Proc
Natl Acad Sci USA, 2020）。HAM
患者の排尿障害評価指標を用い
たQOLの解析では、HAM患者で
は排尿障害がQOL、特に精神的
健康度に大きく影響していること
が示された。また、HAM排尿障害
症状スコアの重症度判定基準を
確立し、その重症度判定が将来
の予後予測に有用であることを示
した。

本研究で開発した「診療の質評価
指標：代替QI」は、ガイドラインに
記載された診療行為のうち、診療
プロセスにおける重要項目を抽出
して作成し調査を行うため、調査
項目が診療上の重要性が高いこ
とを調査対象者に意識付けでき、
豊富なエビデンスを得にくい希少
難病の診療環境を改善させるユ
ニークな手法となった。本研究で
は、HAM診療ガイドラインの「普及
→導入→評価→改訂」といった
PDCAサイクルの実現により、
HAMならびに類縁疾患の医療水
準の向上と均てん化に成功した。

これまでに我々はHAM診療ガイド
ライン2019を発行した。これ以降
に蓄積された新たなエビデンスに
基づき、2024年度のガイドライン
の改訂を目指す。

HAM患者レジストリ登録患者の
HAM発症年齢と発症年の関係で
は、2000年代以降は20歳代での
発症が減少し始め、2010年代で
は10、20歳代の発症は認められ
なかった。また、HAMの発症から
診断までにかかった年数は、年代
が進むにつれ有意に短縮されて
いることが明らかになり、これらの
結果は、1980年代から高侵淫地
域で開始された母子感染対策、
2009年のHAMの指定難病認定、
2010年に開始されたHTLV-1総合
対策の成果を強く示唆するものと
なった。

診療ガイドラインの英語版をアメリ
カ神経学会誌（Neurology Clinical
Practice, 2021）に掲載した。また
HTLV-1陽性者の臓器移植に関
するエビデンス（New Engl J Med,
2019）がアメリカ移植学会ガイドラ
イン2019にも大幅に引用され、世
界の医療レベル向上にも貢献で
きた。さらに患者に対しても診療
ガイドラインを普及させるため、診
療ガイドラインの内容を平易にし
た患者向け冊子を作成した。

4 94 48 3 135 32 0 0 3 16

85

小児期・移行期
を含む包括的対
応を要する希少
難治性肝胆膵疾
患の調査研究

3 3
難治性疾
患政策研
究

仁尾　正記

対象疾患に対して継続的に実施
されている調査研究による実態把
握と、「小児期発症の胆汁うっ滞
性肝疾患を対象とした多施設前
向きレジストリ研究」の本格運用
の開始は本研究班の学術的・社
会的成果である。また、我が国の
レジストリデータをベースとした包
括的な内容を含む英文書籍の発
刊およびガイドラインの英文化に
よる学術面での国際貢献や、研
究班の作業によるエビデンスの集
積が進行性家族性肝内胆汁うっ
滞症の難病指定に繋がったことな
ども重要な成果と言える。

継続的な実態把握および診療ガ
イドラインの作成�普及�改訂を通
じて、小児期発症の希少難治性
肝胆膵疾患の診療レベルの向上
に資する成果を得る事ができた。
また、構築された成人診療領域と
の連携体制および患者会との連
携による全国調査を通じて、希少
肝胆膵疾患の成人領域の実態を
把握することで、移行期医療の体
制整備に必要な状況把握がなさ
れるとともに、解決するべき課題
が明らかとなった。

・胆道閉鎖症・先天性胆道拡張
症：現行診療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ普及に向け
た論文化及び改訂作業、・進行性
家族性肝内胆汁うっ滞症：診療ｶﾞ
ｲﾄﾞﾗｲﾝ（案）を作成、・嚢胞性線維
症：「嚢胞性線維症の診療の手引
き改訂2版」を策定、「嚢胞性線維
症患者の栄養ｹｱ」を発刊、・先天
性高ｲﾝｽﾘﾝ血症：診療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの
公表・公開：学会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでの公
表、英文版を論文化し公表、
Minds ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝﾗｲﾌﾞﾗﾘに掲載、日
本小児内分泌学会ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ集の
一部として収載し出版、解説論文
を邦文誌に公開

●指定難病の疾病追加の作業に
あたり、疾患についての検討資料
を以下の疾患について作成し、厚
生労働省へ提出した。
●先天性胆道拡張症 ・進行性家
族性肝内胆汁うっ滞症
●胆道閉鎖症�遺伝性膵炎�嚢胞
性線維症：難病対策課より指示の
あった重症度分類の改定作業を
実施

●嚢胞性線維症：家族会や主治
医を含む医療関係者との情報交
換会実施
●胆道閉鎖症：第47回日本胆道
閉鎖症研究会において家族会と
の共催シンポジウムを開催

16 142 78 5 110 56 2 0 6 8
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86

発汗異常を伴う
稀少難治療性疾
患の治療指針作
成、疫学調査の
研究

3 3
難治性疾
患政策研
究

横関　博雄

特発性後天性全身性無汗(AIGA)
のの検討ではステロイドパルス療
法が有効であった。世界で初めて
の報告である。また分子標的薬な
どの開発が可能になった。
無（低）汗性外胚葉形成不全症で
はアレルギー疾患が併発すること
は世界で初めて明らかにされた。
先天性無痛無汗症では患者家族
の抱える固有の問題とニーズを洗
い出すことを目的にアンケート調
査を行った。
肥厚性皮膚骨膜症(PDP)では小
腸潰瘍症の頻度が12.2％と報告さ
れ平成22年の全国調査に比べ掌
蹠多汗症の頻度が64.3％と約2倍
であることが判明した。

特発性後天性全身性無汗(AIGA)
のの検討ではステロイドパルス療
法が有効であった。世界で初めて
の報告である。また分子標的薬な
どの開発が可能になった。
無（低）汗性外胚葉形成不全症で
はアレルギー疾患が併発すること
は世界で初めて明らかにされた。
先天性無痛無汗症では患者家族
の抱える固有の問題とニーズを洗
い出すことを目的にアンケート調
査を行った。
肥厚性皮膚骨膜症(PDP)では小
腸潰瘍症の頻度が12.2％と報告さ
れ平成22年の全国調査に比べ掌
蹠多汗症の頻度が64.3％と約2倍
であることが判明した。

原発性局所多汗症は本邦では難
治性疾患として認識されておらず
未治療もしくは不適切な処置がな
されている。2009年ガイドライン作
成、2015年に改訂、さらに2020年
11月には抗コリン外用薬が保険
適応となり新たに改定が必要と
なった。現在日本皮膚科学会にて
審査中である。特発性後天性全
身性無汗症(AIGA) （指定難病
163）は現在、診療ガイドラインが
改定(自律神経)されさらに英文の
ガイドラインも策定された。無汗性
外胚葉形成異常症、無痛無汗症
は治療手引きを策定した。

発症頻度、治療ガイドラインが作
成されることにより現在、ステロイ
ドパルス療法などが適応の有無
に関わらず施行されている過剰医
療を抑制して重症度に応じた治療
指針により医療費削減も期待でき
る。無汗症を伴う活動期の青年層
がうつ熱のため労働、勉学などが
十分にできない状態を改善し適切
に治療することにより無汗症を伴
う青年層の勤勉、勤労意欲を高め
ことが可能となり日本の経済生産
性も向上する。肥厚性皮膚骨膜
症は多汗症を伴うが多汗症診療
ガイドラインを策定して適切な治
療をすることによりQOL,労働生産
性が向上する。

特発性後天性全身性無汗症のガ
イトラインが策定されステロイドパ
ルス療法が有効であることがエビ
デンスレベルで証明されたことに
より読売新聞（２０２１年３月１７日
朝刊）に「汗でなくなる難病（無汗
症）」に掲載され多くの国民に認知
された。

37 87 0 0 0 0 0 0 0 0

87

難病ゲノム医療
に対応した遺伝
カウンセリングの
実態調査と教育
システムの構築
に資する研究

3 3
難治性疾
患政策研
究

三宅　秀彦

本研究では、本邦における難病に
対する遺伝カウンセリングの現状
を調査し、その中で遺伝カウンセ
リングに対する認知が専門家の
中でも異なっていることを明らか
にした。遺伝カウンセリングが心
理社会的課題に対して、患者とそ
の家族を支援する医療支援であ
ることの理解を周知する必要性が
示唆された。

本研究では、本邦における難病に
対する遺伝カウンセリングの現状
を調査し、患者・当事者団体、行
政、学術団体、の意見を聴取し、
遺伝カウンセリングの提供体制の
整備、遺伝カウンセリングに関す
る啓発の推進、質保証が必要で
あることを明らかにした。現在の
保険診療で行われる遺伝カウン
セリングではカバーできない点を
明らかにし、その改善案を提示で
きた。

本研究は疾患を対象としておら
ず、ガイドラインの開発には寄与
していない。しかしながら、提言と
して「難病診療の遺伝カウンセリ
ングに関する現状認識と解決策」
を策定した

本研究結果について、審議会資
料、予算要求策定の基礎資料な
どの活用予定は現在のところな
い。
難病医療における遺伝カウンセリ
ングについて全体的な構築の考
え方を示したが、この構築には難
病診療医療機関だけで無く、小児
病院や産婦人科病院の関与も必
要であることを提案しており、この
ような広い視点での見解が有用で
あると考える。

本研究では、ゲノム医療に対応す
るための遺伝カウンセリングに必
要なコンピテンシーを明らかにし、
遺伝を専門としない医療者におけ
る必要性から、専門としない医療
者向けた動画教材を作成し、web
で公開している。また、本研究の
成果報告会には236名が参加され
た。

0 0 0 0 4 0 0 0 0 1

88

成育医療からみ
た小児慢性特定
疾病対策の在り
方に関する研究

3 3
難治性疾
患政策研
究

賀藤　均

国際生活機能分類により、医療意
見書及び疾病の態の程度を評価
し、現状ではこれらの把握が不十
分であることを示した。小児医療
に関する医療経済評価を試み、
既存データを利用した分析にて生
物学的製剤の有益性を評価でき
る可能性を示した。国民の小児医
療に対する支払意思額調査を行
い、相対的に高額な医療費負担
を許容する傾向が認められた。対
象疾病に対するICD-10コード等
の附番を更新し、医療情報処理に
必要となる基礎的資料として提供
した。

小児に特有の疾病である川崎病
に対する生物学的製剤の有効性
を医療経済学的にも評価できる可
能性があることを示した。

難病政策研究班による診療ガイド
ライン作成に際し適宜助言を行っ
た。

小児慢性特定疾病対策の新規追
加疾病の検討や追加に伴う医療
意見書等の整備、既対象疾病に
関する修正などの要望を学会と共
同で実施した。

小児慢性特定疾病情報センター
ポータルウェブサイトによる情報
公開をしており、令和４年３月時点
で年間約750万件のページビュー
数を達成し、広く国民へ周知が進
んでいる。

2 3 15 1 5 1 0 0 0 12

89

痙攣性発声障害
疾患レジストリを
利用した診断基
準及び重症度分
類の妥当性評価
と改訂に関する
研究

3 3
難治性疾
患政策研
究

讃岐　徹治

痙攣性発声障害のレジストリの臨
床情報を分析し、診断基準のバリ
デーション評価を行った。また鑑
別診断の評価を行い、疾患の診
断基準と重症度分類の改訂案を
取りまとめた。

痙攣性発声障害のレジストリには
全国135医療機関の参加があり、
疾患の診断基準と重症度分類の
普及に繋がっている。

痙攣性発声障害のレジストリを用
い疾患の診断基準と重症度分類
の改訂案を元に来年度から診療
ガイドライン作成に取りかかること
を決定した。

レジストリ研究の成果を元に痙攣
性発声障害の指定難病の指定要
件につき審議予定である。

痙攣性発声障害疾患レジストリ研
究のホームページを作成し、活動
内容および研究成果を公開中で
ある。
また地方医師会等で成果報告を
行った。

6 11 12 0 12 2 0 0 0 0
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90

MECP2重複症候
群及びFOXG1症
候群、CDKL5症
候群の臨床調査
研究

3 3
難治性疾
患政策研
究

伊藤　雅之

全国調査及び文献的考察より、
MECP2重複症候群の診断基準を
確定し、日本小児神経学会の承
認を得た。また、この成果を英文
学術誌に掲載し、世界に先駆けて
早期診断のためのポイントを提示
し臨床診断に用いられている。
FOXG1症候群とCDKL5症候群の
患者数（推定値）を明らかにし、診
断基準案を作成した。また、遺伝
子診断体制を確立した。

MECP2重複症候群の診断基準を
確定し、早期診断のための臨床
的特徴を明らかにした。遺伝子診
断の進め方を論文で公表し、保険
適応の準備を進めた。FOXG1症
候群とCDKL5症候群の早期診
断、遺伝子検査のための手順を
明らかにした。これらの臨床現場
での利用により、患者の早期発見
と治療・療育を進めることが期待
される。

MECP2重複症候群及びFOXG1症
候群、CDKL5症候群について、ガ
イドラインに必要な診断基準の策
定を行った。MECP2重複症候群
の診断基準は日本小児神経学会
の承認を得た。国際的な学術誌
に掲載し、世界的な評価を得た。
FOXG1症候群とCDKL5症候群の
診断基準を策定中である。また、
患者数と有病率を明らかにした。
本研究の成果はガイドラインの作
成に反映されることが期待され
る。

MECP2重複症候群及びFOXG1症
候群、CDKL5症候群の調査研究
対象疾患の患者数、早期診断の
ための症候、遺伝子診断の手順
などを明らかにした。これらの成
果は、今後の遺伝子検査の保険
適応の資料として活用されること
が期待される。

MECP2重複症候群及びFOXG1症
候群、CDKL5症候群の各家族会
は設立が浅く、規模が小さいた
め、情報交換や交流会を頻回に
行った。患者家族会向けに講習
会や患者相談会などをオンライン
で各年度3回開催した。令和3年
度には、MECP2重複症候群家族
会設立5周年記念シンポジウムを
行った（オンライン）。いずれも、反
響が大きく継続して開催する予定
である。

0 19 5 0 4 0 0 0 0 2

91

Schaaf-Yang症
候群の診断基準
策定と疫学に関
する研究

3 3
難治性疾
患政策研
究

齋藤　伸治

Schaaf-Yang症候群（SYS）の我が
国における疫学調査が行われた
ことで、SYSの人種による症状の
違いが明らかになった。特に、日
本人では急性脳症様エピソードが
17%にみられ、重要な合併症であ
るが、国外での報告はない。日本
人SYS患者の特徴を明らかにする
ことができた。

我が国で初めてSYSの診断基準
を策定したことの意義は大きい。
また、全国からの依頼に対応でき
るSYS診断システムの構築ができ
た。診断基準の作成と遺伝学的
診断システムの構築により、我が
国でのSYSの診断の基盤ができ
た。全国調査の結果はSYS患者
の管理に重要な情報となった。

我が国で初めてSYSの診断基準
を策定した。また、遺伝学的診断
システムを構築した。これらにより
日本人SYS患者の診断が可能に
なった。全国疫学調査により29名
の患者を同定し、患者データベー
スを作成した。今後患者レジスト
リーとして継続し、自然歴調査を
行い、診療ガイドラインの作成を
予定している。

希少疾患であるSYSは今回の調
査により生活全般にわたる介護
度が極めて高いことが明らかに
なった。しかし、新しい疾患である
ため、小児慢性疾患や指定難病
として認められていず、十分な支
援が得られていない。診断基準策
定、遺伝学的診断法の構築、全
国疫学調査により、行政的課題が
明らかになった。

SYS疾患啓発リーフレットを二種
類作成し、全国の小児科を有する
病院に配布した。さらに、疾患啓
発ホームページを作成・公開し
た。これらの啓発活動により全国
の小児科医師にSYSの啓発を行
うとともに、遺伝学的診断へのア
クセスが可能になった。また、疾
患啓発ホームページを通して患者
家族が正しい情報を得ることが可
能になった。

0 7 0 0 4 0 0 0 0 1

92

慢性活動性EBV
感染症と類縁疾
患の疾患レジス
トリ情報に基づ
いた診療ガイドラ
イン改定

3 3
難治性疾
患政策研
究

木村　宏

慢性活動性EBV感染症、EBV関
連血球貪食性リンパ組織球症、
種痘様水疱症、蚊刺過敏症は、
我が国の小児・若年成人に特有
な希少難治性疾患である。本研
究班では これら 4疾患に対する
疾患レジストリとバイオバンクを立
ち上げ、次期ガイドライン改訂の
ための診療情報を集積するととも
に、病態研究や体外診断薬 /新
規治療薬開発の医師主導治験の
受け皿となる体制を確立した。

確立した中央診断体制を維持し、
2年間で、慢性活動性EBV感染症
を28例、EBウイルス関連血球貪
食性リンパ組織球症患者を20例、
種痘様水疱症患者を2例、蚊刺過
敏症患者を2例、併せて52例を新
規に診断した。また疾患レジストリ
を運用し、2年間で慢性活動性
EBV病を28例、EBウイルス関連血
球貪食性リンパ組織球症を33例、
種痘様水疱症リンパ増殖異常症
を1例、重症蚊刺アレルギーを7
例、計69例を新たに登録した。

2か年計画の1年目2020年度は、
2016年以降の新知見や診療を取
り巻く環境の変化に呼応し、診療
ガイドライン改定方針・スケジュー
ルについて決定し、組織づくりを
行った。最終年度にあたる2021年
度は、診断基準・クリニカルクエス
チョン (CQ) の見直しに加え、種
痘様水疱症、蚊刺過敏症の診断
基準作成に従事した。また、「慢
性活動性EBV感染症、種痘様水
疱症、蚊刺過敏症」の病名表記
を、それぞれ「慢性活動性EBV
病、種痘様水疱症リンパ増殖異
常症、重症蚊刺アレルギー」に変
更した。

2018年度採択された希少難治性
疾患に対する「画期的な医薬品医
療機器等の実用化に関する研
究」 新井班と連携し、「慢性活動
性EBV感染症を対象とした
JAK1/2阻害剤ルキソリチニブの
医師主導治験」の研究母体を提
供している。

CAEBV患者会SHAKEとのオンラ
イン交流会を開催し、慢性活動性
EBV病の診断・治療についての講
演を行うとともに、ガイドライン改
定の進捗状況について説明した。
併せて、病名・診断基準の変更に
ついても理解を得た。

0 23 4 4 24 18 0 0 0 3

93

特発性好酸球増
加症候群の診療
ガイドライン作成
に向けた疫学研
究

3 3
難治性疾
患政策研
究

黒川　峰夫

特発性好酸球増多症候群
(Hypereosionophilic syndrome,
HES)は末梢血における慢性的な
好酸球増加および好酸球浸潤に
よる臓器障害を特徴とする症候群
であるが、希少疾患でありその臨
床像、分子生物学的な病態は未
解明である。本研究では全国疫
学調査により152例のHES疑い症
例を同定し、性差、年齢分布、地
域別の患者数などを明らかにし
た。さらに二次調査により正確な
患者背景、基礎データ、HESによ
る臓器障害の部位、治療法や奏
効率、再燃率,予後因子について
明らかにすることができた。

HESは希少疾患であり十分に認
知されておらず、診断基準や治療
指針についても十分明らかには
なっていなかった。本研究により、
疾患の認知度が上昇するととも
に、性差、年齢分布、地域別の患
者数などの基本的な疫学データ
が国内で初めてまとめられた。ま
た正確な患者背景、基礎データ、
HESによる臓器障害の部位、治療
法や奏効率、再燃率の詳細、予
後因子について明らかにすること
ができた。今回の調査結果および
二次調査の結果をもとに診断基
準や治療指針の策定につなげ
る。

令和2年度に行われた班員会議
においては全国疫学調査の結果
について議論が行われた。令和3
年度に行われた班員会議におい
ては、診断基準、ガイドライン策定
に向けた二次調査票の内容につ
いてさらに議論を深めた。現在二
次調査が進行中であるが、ある程
度の症例が蓄積された段階で二
次調査の結果をまとめ、本邦にお
けるHESの診断、治療、フォロー
アップに関する診療指針の策定を
目指す。

現時点ではHESに関する一元的
な症例登録システムなどは存在
せず、疾患の自然史など予後予
測の根拠となる臨床データは皆無
で、不十分な治療や過剰な治療
による再発・死亡や患者の苦痛を
招く可能性がある。当調査研究に
よる一元的な症例登録により、本
邦におけるHESの実態把握と最
適な治療戦略の確定がはかれ
る。

HESの病態解明、診断法の開発、
至適な治療法の開発は世界的に
も未解決の課題であると言える。
今回の全国疫学調査で収集した
症例数は世界でも有数であるが、
本研究の二次調査の後に策定さ
れる診断基準や診療ガイドライン
は本邦のみならず世界的にも高
い評価を受ける可能性が高い。今
後は一定の症例が蓄積された段
階で学会発表、論文発表などを積
極的に行っていきガイドライン策
定につなげる。

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
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94

多系統蛋白質症
（MSP）患者の全
国実態調査と診
療体制構築に関
する研究

3 3
難治性疾
患政策研
究

山下　賢

平成29〜30年度厚労省研究班に
おいて確立した診断基準に基づ
いて全国疫学調査を行い、本邦
MSP症例の実態を解明した。一次
調査において、47名のMSP患者を
見出した。この内の19名の二次調
査により、欧米と同様にミオパ
チー症状を呈する頻度が多いこと
が明らかとなった一方、前頭側頭
型認知症や骨パジェット病の頻度
は低く、表現型に人種差が影響す
る可能性や適切に診断されてい
ない可能性が推測された。本疾患
概念の更なる周知を目指し、適切
な診断と治療を目的とする「MSP
診療の手引き」を作成した。

全国調査の結果より、本邦症例
はミオパチー81％、ALS27％、
FTD19％、PDB15％であり、パー
キンソン病は4％であることが判
明した。諸外国の既報告と比較し
て、封入体ミオパチーを発症する
頻度は同様に高い一方、FTDや
PDBの発症頻度は低いという結
果が示された。表現型に人種差
が影響する可能性に加えて、症候
が見落とされ適切に評価されてい
ない可能性が推測された。さらに
各班員の功績により、遺伝子検査
や筋・骨病理、電気生理、画像診
断に基づいた専門的診断体制の
整備が進んだ。

研究分担者ごとにMSP診療の手
引き草案を作成し、青木はMSPに
おけるミオパチーの症状と診断、
勝野はMSPにおける運動ニューロ
ン疾患・パーキンソニズムの症状
と診断、高橋はMSPにおける前頭
側頭型認知症の症状と診断、橋
本はMSPにおける骨パジェット病
の症状と診断、山下はMSPの概
念・疫学・病態と診断基準の草案
を作成した。今後、日本神経学会
での承認を得る予定である。

診断基準に基づいて全国疫学調
査を実施し、患者数、発症年齢、
初発症状、全経過において出現
する症状、検査所見、治療内容、
重症度に関する予後など本邦
MSP症例の実態を明らかにした。
MSPに対する行政政策に寄与しう
るデータが収集された。

本疾患概念の周知を目指して、脳
神経内科医を対象とする商業誌
や日本認知症学会誌において総
説を執筆した（山下賢. 遺伝子変
異から見た多系統蛋白質症．脳
神経内科 95:104-111,2021；山下
賢. 多系統蛋白質症における前頭
側頭型認知症．Dementia Japan
35: 295-303, 2021など）

0 41 15 0 31 5 0 0 0 1
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消化管過誤腫性
腫瘍好発疾患群
の小児から成人
へのシームレス
な診療体制構築
のための研究

3 3
難治性疾
患政策研
究

杉山　佳子
（中山　佳
子）

希少疾患であるPeutz-Jeghers症
候群と若年性ポリポーシス症候群
の全国疫学調査を行い、国内で
の患者数、重症例等の患者実態
把握を進めている。また、
「Cowden 症候群/PTEN
Hamartoma Tumor Syndrome
(PHTS) 前向き登録コホート研究」
のシステムを構築し、国内の患者
数、臨床病理学的特徴、臓器別
発癌リスクなど合併症の把握に向
け準備を整えた。これらの研究で
は、遺伝学的検査の有用性につ
いても検討の予定である。

診療ガイドラインに基づく標準的
治療を普及させるため、医療機関
へのパンフレット送付、研究班
ホームページ
（https://polyposis.jp/）とMinds等
での全文公開、医療従事者に向
けた教育講演等を行なった。研究
班ホームページでは拠点病院の
整備として全国の22施設の対応
可能な診療内容と担当者の公
開、研究班宛の問い合わせを随
時受付、移行医療支援のための
ツールを公開した。内視鏡治療が
世界のトップレベルにある専門医
療施設の診療を、国内の標準的
治療とするための継続的な取り組
みが必要である。

「小児・成人のためのPeutz-
Jeghers症候群診療ガイドライン
(2020年版)」、「小児・成人のため
の若年性ポリポーシス症候群診
療ガイドライン(2020年版)」、「小
児・成人のためのCowden症候群
/PTEN過誤腫症候群診療ガイドラ
イン(2020年版）」の作成を前研究
班から引き続き、本研究班がパブ
リックコメント等を募集し公開し
た。3疾患はいずれも小児慢性特
定疾病に指定されており、小児か
ら成人へのシームレスなEBPに基
づく国内初の診療ガイドラインとな
る。英語版の公開も進めている。

移行医療で必要な行政支援を明
らかにするため、AYA世代の患者
を診る医療者にアンケートを行な
い、多職種連携、情報提供やカウ
ンセリングが担保される方策を示
した。
小児慢性特定疾病の概要と診断
の手引きについて、診療ガイドラ
インと齟齬のないよう改版を提案
した。しかし、小児慢性特定疾病
情報センターの内容が最新版に
更新されていない。また令和4年
度継続申請が認められず、小児
慢性特定疾病であるポイツ・ジェ
ガース症候群、若年性ポリポーシ
ス、カウデン症候群、家族性腺腫
性ポリポーシスの継続的研究が

診療ガイドラインを一般市民に向
けてわかりやすく解説し、研究班
ホームページに掲載した。研究班
ホームページでは、全国の拠点医
療施設22施設の対応可能な診療
内容（小児、成人、遺伝カウンセリ
ング）と担当者の情報を公開し
た。第102回日本消化器内視鏡学
会総会市民公開講座において、
「Peutz-Jeghers症候群-診療ガイ
ドラインと内視鏡によるポリープ治
療の紹介」を令和4年4月14日から
6月30日までオンラインで公開中
である。

3 0 2 6 3 0 0 0 3 8

96
中性脂肪蓄積心
筋血管症の診療
体制の構築

3 3
難治性疾
患政策研
究

平野　賢一

中性脂肪蓄積心筋血管症
(TGCV)は、2008年、我が国に心
臓移植待機症例から見いだされ
た新規疾患概念である (N Engl J
Med. 2008)(Orphanet ORPHA
code: 565612)。細胞内TG分解障
害に起因して細胞内TG蓄積によ
る細胞毒性と長鎖脂肪酸が供給
されないためのエネルギー不全を
来す。患者は、既存の治療に抵抗
性の心不全、冠動脈疾患、不整
脈等を呈する。異所的にTGが心
筋細胞内や血管平滑筋細胞内に
蓄積することが特徴で、肥満度や
血清TG値は診断的価値がない。

オールジャパンの研究組織を構
築してTGCV診断基準2020、同重
症度分類を策定、公開した。成果
報告冊子2020年度版を作成して、
全国1000施設以上に配布した。
本診断基準を臨床現場で使用す
ることにより、2020年4月時点の全
国 17施設から50施設で診断が可
能となった。2021年12月現在、累
積診断数は、491例、内、70例が
既に死亡しており生命予後に直
結する心臓難病であることが明ら
かとなった。

長鎖脂肪酸の放射性アナログで
あるBMIPPを用いた心筋シンチグ
ラム　洗い出し率10%未満、心筋
生検における心筋細胞内脂肪蓄
積、心臓CT/MRSによる心筋脂肪
蓄積を必須項目、左室収縮率
10%未満、びまん性冠動脈硬化、
典型的Jordans異常を大項目とす
る診断基準2020を策定した。軽
症・中等症・重症からなる重症度
分類を策定した。両者は、一般社
団法人　中性脂肪学会、日本核
医学会において学会承認された。

わが国の指定難病要件について
研究班にて調査、本疾患の患者
会と連携して以下の結果を得た。
本資料は、2021年　指定難病検
討委員会において資料として活用
された。１．2020年12月24日、現
在の累積診断数は336例。２．発
病の機構　不明。３．効果的な治
療方法　未確立。４．長期の療養
必要。５．診断基準　あり。６．重
症度分類　あり。中等症以上を対
象とする。厚生労働省、日本医療
研究開発機構の難治性疾患実用
化研究事業として開発された
TGCV治療薬CNT-01が厚生労働
省より希少疾病用医薬品に指定
された。

2021年12月、第4回中性脂肪学会
学術集会において、TGCV患者会
と連携してTGCV克服シンポジウ
ムを開催した。TGCV啓発ホーム
ページを公開した
(https://tgcv.org/)。TGCVの症
状、診断について読売新聞　医な
び、yomiDrとして掲載された
(2021年12月21日　関西版　夕
刊。2022年5月7日　関東版。2022
年5月21日
https://yomidr.yomiuri.co.jp/articl
e/20220509-OYTET50035/)

0 7 8 0 32 7 0 0 0 3
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97

プリオン病の
サーベイランスと
感染予防に関す
る調査研究

3 3
難治性疾
患政策研
究

山田　正仁

臨床調査個人票、感染症法届け
出、遺伝子・髄液検査などからの
情報により、JACOPの自然歴調
査と連携して中央事務局が迅速
に調査を開始し、地区サーベイラ
ンス委員、都道府県のプリオン病
担当専門医、主治医が連携して
調査を遂行した。1999年4月より
2022年 2月までに6312人を検討し
4321人をプリオン病と判定しわが
国の疫学的実態を明らかにした。
これらは2021年度に原著論文16
編、学会発表68件など多くの成果
に繋がった。

2020年度のインシデント症例で貸
出手術機器（LI）が複数の病院で
使用されたことから、健康危険情
報通報を行い、2021年度に厚生
労働省から感染予防ガイドライン
遵守の通知が発出された。2011
年4月〜2020年8月の4153症例の
髄液検査で、孤発性プリオン病の
14-3-3蛋白質ELISA、総タウ蛋白
質、RT-QUIC法では感度81.4%、
80.1%、70.6%、特異度80.4%、
86.4%、97.6%であった。RT-QUIC
法は感度100%ではなく25例が擬
陽性であった。

日本神経学会、関連学会、厚生
労働省の協力を得て2020年に刊
行した「プリオン病感染予防ガイド
ライン2020」の普及・啓発に努め
た。

2020年度のインシデント症例で貸
出手術機器（LI）が複数の病院で
使用されたことから、健康危険情
報通報を行い、2021年度に厚生
労働省から感染予防ガイドライン
遵守の通知が発出された。

日本神経学会、日本神経病理学
会はハイブリッドで、世界神経学
会議2021 (WCN2021) はオンライ
ンで開催され様々な発表でプリオ
ン病の克服に貢献した。日本難
病・疾病団体協議会と協力して全
国プリオン病患者・家族会からの
依頼により、患者や家族からの各
種の問合せに対応し、国際組織
であるCJDISA (CJD International
Support Alliance)との連携を支援
した。

0 16 29 39 59 9 0 0 0 1

98

難病に関するゲ
ノム医療推進に
あたっての統合
研究

3 3
難治性疾
患政策研
究

水澤　英洋

本研究は「難病に関するゲノム医
療推進にあたっての統合研究」で
あり、全ゲノム解析等を活用した
難病のゲノム医療推進の体制の
構築を進め、AMEDの「難病のゲ
ノム医療推進に向けた全ゲノム解
析基盤に関する研究開発」、厚生
労働省の「難病の全ゲノム解析等
に関するゲノム基盤実証研究」の
発足・運営を支援している。
現在、前者の研究から全エクソン
解析では不明だった病的変異を
同定するなどの学術的成果が得
られ始めている。

本研究は「難病に関するゲノム医
療推進にあたっての統合研究」で
あり、全ゲノム解析等を活用した
難病のゲノム医療推進の体制の
構築を進め、AMEDの「難病のゲ
ノム医療推進に向けた全ゲノム解
析基盤に関する研究開発」、厚生
労働省の「難病の全ゲノム解析等
に関するゲノム基盤実証研究」の
発足・運営を支援している。
現在、前者の研究から全エクソン
解析では未診断だった症例の診
断を確定するなどの臨床的成果
が得られ始めている。

未診断疾患イニシャチブで2021年
度末までに病的と同定された654
遺伝子について、指定難病、ICD-
11、Orphanet、OMIMとの対応表
を作成し、相互関係の理解に貢献
した。

本研究班で議論された難病領域
のゲノム医療推進に関わる種々
のポイントは、ガン領域を含むゲノ
ム医療全体を扱う「全ゲノム解析
等の推進に関する専門委員会」な
どを通じて、国の行政全般に反映
されている。

本研究および本研究の実証事業
とも言うべき「難病の全ゲノム解
析等に関するゲノム基盤実証研
究」について、2021年11月7日、日
経新聞夕刊、2022年3月1日、日
計新聞朝刊に掲載された。

0 15 32 141 96 3 0 0 1 4

99
難病患者の総合
的地域支援体制
に関する研究

3 3
難治性疾
患政策研
究

小森　哲夫

難病患者の療養全行程で必要な
連携のタイミングと内容からモデ
ルとなる事例を収集した。在宅人
工呼吸器装着者数の全国統計を
継続した。難病のリハビリテーショ
ン効果を経年的調査で明らかにし
た。難病患者の災害時個別避難
計画作成に関する保健所保健師
を中心とした関わりを研修した。コ
ロナ禍の難病患者就労状況を調
査して必要な支援を明らかにし
た。難病支援従事者の教育研修
で優先すべきe-learning課題につ
いて整理し、基本的プラットフォー
ムを構築し始めた。

在宅人工呼吸器装着者数の経年
調査から外部バッテリー装着率の
向上が明らかとなった。難病リハ
ビリテーションを有効とする要素
は専門職による１回４０分以上の
施術であることがわかった。重症
難病患者への訪問看護の適切な
量と質の指標が絞られてきた。難
病患者の療養行程のポイントごと
に連携すべき関連機関と好事例
を示すことで患者への支援方法を
知ることができるようになった。

難病法の見直しに関する難病対
策委員会からの意見書と厚労省
の基本的考え方が発出されたこと
を受け研究班の提案書及び難病
の災害時対策に関する提言書を
作成し提出した。難病相談支援セ
ンターの業務運営及び相談業務
を標準化するために必要なチェッ
クリストの項目を集約した。難病
患者の人工呼吸器事業報告書か
ら、適切な看護支援の量と内容の
要素を定めた。難病患者の災害
対策のアップデート版を作成し
た。

難病患者の災害時個別避難計画
作成について、内閣府・厚生労働
省の参加を得て保健所保健師
1000名程度へ研修を実施した。都
道府県が所管する難病相談支援
センター業務の標準化の指標作
成に近づくチェックリストが作成で
きた。在宅人工呼吸器装着者数
及び外部バッテリー装着率の把
握ができた。難病患者の災害対
策のアップデート版を作成した。

難病患者の災害対策のアップ
デート版が作成され、電気自動車
の充電機能に関する検証、風水
害時難病患者避難入院の指針な
ど近年の対策が記載された。風水
害時の避難入院に関する手順を
示すことができた。難病支援従事
者の教育研修にe-learningという
新たな方法を導入するプラット
フォームの基本構造を示すことが
できた。

6 0 0 0 9 0 0 0 0 8
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開始 修了 和文 英文等和文 英文等国内 国際 出願 取得 施策への反映普及・啓発活動

Ｎｏ． 研究課題名
年度

研究事業名 研究代表者 専門的・学術的観点からの成果 臨床的観点からの成果 ガイドライン等の開発
その他
（件数）その他行政的観点からの成果 その他のインパクト

原著論文
（件数）

その他の論
文等（件数）

学会発表
（件数）

特許（件
数）

100

慢性腎臓病
（CKD）に対する
全国での普及啓
発の推進、地域
における診療連
携体制構築を介
した医療への貢
献

3 3
腎疾患政
策研究

伊藤　孝史

2019年度末に実施したアンケート
調査を、診療連携体制構築に関
連する活動全般の実態のより定
性的、定量的な評価を可能とし、
詳細な二次調査へも展開可能な
情報を得ることを目的に、2020年
度はアンケート項目を改訂した。
個別の連携制度の連携実績の定
期的集計も行われはじめており、
制度毎の運用実態の横断的・縦
断的把握が可能な体制の整備が
進んでいることがわかった。今回
抽出された個別制度の好事例か
らは、健診結果に基づく保健指
導、受診勧奨が進展していること
が推察された。

CKDの認知度は少しずつ上昇し
ているが、全体では50%程度であ
る。CKD対策を進めていく上で、
疾患に対する正しい知識は重要
であり、対象者を考えた普及啓発
活動が実施されるようになってき
た。
チーム医療の中心的存在である
腎臓病療養指導士数は確実に増
加してきている。地域間、職種間
での連携の強化、モチベーション
アップや知識の向上のための方
策が進み始めており、コロナ禍で
も継続して人材育成を行い、CKD
診療における診療連携体制の構
築に役立つように、各都道府県で
更なる活動の支援が進んでいる。

CKD患者をできるだけ早期に発見
するための普及啓発活動から、
CKD患者の包括的な療養指導を
効果的かつ継続的に実施する際
の手助けとなるように基本的な事
項が網羅されたガイドブック「腎臓
病療養指導士のためのCKD指導
ガイドブック」を作成した。腎臓病
療養し同士の資格取得のみなら
ず、取得後の勉強や指導に役立
つことが期待される。

年度末アンケートで、普及啓発活
動（市民公開講座や啓発イベン
ト）や診療連携体制、人材育成
（腎臓療養指導士）の実態調査を
行った。CKD対策のための会議体
の設置や専門医・専門医療機関
のリストの作成など、都道府県単
位を中心とする体制構築のため
の基盤整備は進展しており、その
中から好事例を供することにより
各地域の実情に適合したCKD診
療連携体制の立案・実施・改善へ
の支援が効率的に進展すること
が期待される。

コロナ禍の普及啓発活動に必要
な新たな資材の開発として、A4サ
イズのチラシ、懸垂幕、ロールアッ
プバナー、クイズパネルの活用に
加えて、行政、マスメディアなどと
協力し、withコロナ時代のTV、新
聞というマスメディアの活用や、デ
ジタル時代にあわせたソフトの活
用について検討し、合計6本の啓
発動画を作成し、病院・診療所内
や公共の場などその場所や規模
などに応じて活用可能な形のもの
を掲出した。

2 24 4 0 26 5 0 0 0 371

101

腎疾患対策検討
会報告書に基づ
く対策の進捗管
理および新たな
対策の提言に資
するエビデンス
構築

3 3
腎疾患政
策研究

柏原　直樹

本邦における腎疾患患者は年々
増加傾向にある。腎疾患対策検
討会報告書で設定された目標を
達成するためには、普及啓発、医
療連携体制構築、診療水準向
上、人材育成、研究開発促進の5
本柱に一層注力必要がある。アン
ケート調査、定点観測などにより、
CKDの管理における病診連携体
制の構築が十分ではない実態が
示唆された。小児CKD患者を対象
にヘルスリテラシーの獲得・向上
を支援する移行期医療支援ツー
ルを公開した。AMED長寿科学研
究開発事業と連携して、保存的腎
臓療法（CKM）のモデルを構築し
た。

全国を12ブロックに分割し、各県
担当者と行政担当者、多職種の
参加者を得て、ブロック会議を
行った。好事例の共有、意見交換
を行い課題が明らかとなった。
2021年度までに5回の腎臓病療養
指導士認定講習会を行い、合計
1935名の腎臓病療養指導士が誕
生した。また、小児CKD患者を対
象とした移行期医療支援ツール
「おしっこ（尿）と腎臓の不思議」を
2021年に公開した。AMED長寿科
学研究開発事業（研究代表者　柏
原直樹）と連携して、透析見合わ
せ・中止となった場合の、保存的
な緩和医療（CKM）のモデルを構
築した。

エビデンスに基づく急速進行性腎
炎症候群RPGN診療ガイドライン
2020（厚生労働科研　2020）
エビデンスに基づく多発性嚢胞腎
PKD診療ガイドライン2020（厚生
労働科研　2020）
エビデンスに基づくIgA腎症診療ガ
イドライン2020（厚生労働科研
2020）
エビデンスに基づくネフローゼ症
候群診療ガイドライン2020（厚生
労働科研　2020）
腎臓病診療における新型コロナウ
イルス感染症対応ガイド　2020年
（厚生労働科研　2020）

平成30年7月厚生労働省から「腎
疾患検討会報告書」が発出され、
今後のCKD対策の目標が設定さ
れた。本研究の成果は報告書に
記されたアクションプランの策定に
直接つながるものである。進捗管
理の方法も考案し、PDCAサイク
ルを継続的に回して、本邦の腎臓
病診療の質向上、医療へ貢献す
ることを目的としている。その目的
を果たすべく、令和4年度から3年
間引き続き研究を継続する。CKD
を早期に発見�診断し、良質で適
切な治療を実施することにより、
CKD患者（透析患者及び腎移植
患者を含む）のQOLの維持向上を
図る。

COVID19が拡大する中で利用可
能な啓発資材を開発し、全国へ配
布、展開した。啓発動画、ポス
ター、デジタルスライドなどは、ダ
ウンロード可能な資材として腎臓
病協会のHPでも公開している。啓
発動画は、都内タクシー、店舗、
駅構内、ほか公共施設等で掲示、
放映を行った。2021年度は
YouTubeに公開し、広告としても
掲載した。

33 187 0 0 89 33 0 0 5 170

102

ライフステージに
応じた関節リウ
マチ患者支援に
関する研究

3 3

免疫・アレ
ルギー疾
患政策研
究

松井　利浩

研究班で作成した『メディカルス
タッフのためのライフステージに応
じた関節リウマチ患者支援ガイド』
は、平成30年11月厚生科学審議
会疾病対策部会リウマチ等対策
委員会報告書で課題として挙げら
れた「年代に応じた診療・支援の
充実」、「専門的なメディカルスタッ
フの育成」のために活用できる資
材であり、『関節リウマチ診療ガイ
ドライン2020』でカバーできない患
者および家族への情報提供や支
援の充実が期待できる。

『メディカルスタッフのためのライフ
ステージに応じた関節リウマチ患
者支援ガイド』は、関節リウマチ患
者を支援するメディカルスタッフか
らの要望の声に応えるべく作成さ
れた初めての公的患者支援ガイ
ドである。日本リウマチ学会の
Web上で無償公開し、すでに臨床
現場で幅広く活用されている。多
職種のメディカルスタッフおよび患
者会からも高い評価と満足度を得
ている。

医師、看護師、薬剤師、リハビリ
テーションスタッフおよび患者会が
協働し、事前に実施したアンケー
ト結果を参考に、『関節リウマチガ
イドライン2020』に準拠する形で
『メディカルスタッフのためのライフ
ステージに応じた関節リウマチ患
者支援ガイド』を作成した。Web上
で無償公開するとともに、冊子化
したものを全国の日本リウマチ学
会教育認定施設に配布し、臨床
現場で活用されている。

関節リウマチの診療実態を調査
し、患者の高齢化、発症の高齢
化、疾患活動性および身体機能
の改善傾向、手術療法の実態と
変遷、薬物療法の実態と変遷、入
院率とその理由、死亡時年齢の
向上、死因、合併症とくに悪性腫
瘍の発生状況、労働力率、若年
女性患者の挙児出産の実態など
を明らかにした。また、関節リウマ
チ患者支援に関わるメディカルス
タッフのアンメットニーズも明らか
にした。これらは今後の厚生労働
行政を考える上での基礎資料とし
て活用が期待できる。

『メディカルスタッフのためのライフ
ステージに応じた関節リウマチ患
者支援ガイド』のメディカルスタッ
フへの普及・啓発を目的に、Web
医療講演会「メディカルスタッフに
よるライフステージに応じた関節リ
ウマチ患者支援を考える」を開催
し高い評価を得た。また、日本リ
ウマチ学会学術集会におけるシン
ポジウム、日本リウマチ友の会主
催の公開講演会をはじめ、医師/
医療従事者および患者会向けに
研究成果を周知する活動を行っ
た。

3 80 58 5 78 11 0 0 1 3
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開始 修了 和文 英文等和文 英文等国内 国際 出願 取得 施策への反映普及・啓発活動

Ｎｏ． 研究課題名
年度

研究事業名 研究代表者 専門的・学術的観点からの成果 臨床的観点からの成果 ガイドライン等の開発
その他
（件数）その他行政的観点からの成果 その他のインパクト

原著論文
（件数）

その他の論
文等（件数）

学会発表
（件数）

特許（件
数）

103

大規模災害時に
おけるアレル
ギー疾患患者の
問題の把握とそ
の解決に向けた
研究

3 3

免疫・アレ
ルギー疾
患政策研
究

小林　茂俊

(1)　研究成果　
災害時のアレルギー疾患患者の
対応に関して、避難所を運営し、
支援物資の輸送に関わる行政の
担当者、アレルギー患者およびそ
の養育者、災害に対応する医師、
看護師、保健師、栄養士、薬剤師
など各職種の災害医療従事者の
実際的なアンメットニーズを、詳細
に把握することができた。
（2)　研究成果の学術的・国際的・
社会的意義
これらデータは、今後の災害対策
の基礎資料として、応用範囲が広
く、活用が期待できるものである。

(1)　研究成果
本研究で抽出できた行政、患者・
養育者、災害医療従事者のアン
メットニーズのデータを解析するこ
とによって、問題点を解決する
ツール、システム作成の基礎資料
が得られた。それに基づいて、被
災者のみならず、行政、災害医療
者が活用できる有用なツールの
作成ができた。また、災害時のア
レルギー相談システムが提案でき
た。
(2)　研究成果の臨床的・国際的・
社会的意義
ツール、連携システムyは、実際
の災害の現場での有用性が期待
できる。

特記事項なし

今回のデータとツールは、アレル
ギー研修、講習、啓発活動等に利
用できる。令和5年2月に開催の国
立保健医療科学院におけるアレ
ルギー疾患対策研修にて、講師と
して解説を行うとともに、グループ
ワーク等で活用する予定である。
また、自治体等各所に作成した
ツールを配布した。

本研究で作成したツールに関して
は、災害時にすぐにでも活用でき
るため普及が大切である。自治
体、アレルギー拠点病院、関連学
会、患者会、日本栄養士会、日本
看護士会、日本薬剤師会などに
資料を送付し、また日本アレル
ギー学会のアレルギーポータルに
掲載し、各学会のホームページ、
SNS、メールリストを通じて広報を
行うなど普及に努めている。日本
小児アレルギー学会では、昨年度
に続き、本年度もシンポジウムを
開催する。

3 0 6 0 15 0 0 0 0 18

104

都道府県アレル
ギー疾患医療拠
点病院の機能評
価指標に関する
研究

3 3

免疫・アレ
ルギー疾
患政策研
究

海老澤　元
宏

都道府県拠点病院の診療実態の
評価方法の確立を目指し、「１.診
療体制」「２.診療実績」「３.研修の
実施体制」「４.情報提供体制」「５.
臨床研究及び調査研究」「６.行政
との連携」から構成される調査票
を作成し、都道府県拠点病院を対
象に調査した。2以外の5項目につ
いては、都道府県別の状況が明
らかとなり、評価指標の候補とし
て妥当な項目であると考えられ
た。一方、「2.診療実態」は、施設
や疾患により患者数や実績数の
ばらつきがみられ、診療実態を評
価する方法として妥当であるか、
慎重に検討すべきと考えられた。

調査結果から、都道府県拠点病
院の現状について、今後強化す
べき機能について項目別・地域別
に「見える化」することができた。
診療体制については、紹介患者
の受け入れは十分に行われてい
るようだが、アレルギー専門医・指
導医の充足率が低いこと、一部の
治療や検査の実績がないことか
ら、拠点病院として十分なアレル
ギー診療を提供できているかは判
断できない。そのため、評価指標
を作成する際には、診療レベルを
評価し得る指標の作成が必要で
あると考えられた。

特記事項なし

本研究事業は、令和４年度厚生
労働行政推進調査事業費補助金
（免疫・アレルギー疾患政策研究
事業）「各都道府県におけるアレ
ルギー疾患医療連携体制構築に
関する研究」として引き継がれ、
各都道府県におけるアレルギー
疾患の医療提供体制の現状調査
を起点とし、都道府県拠点病院を
中心とした医療提供体制の整備・
構築を行い、全国でのアレルギー
疾患医療の均てん化を目指す。

特記事項なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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骨髄バンクド
ナーの環境整備
とコーディネート
プロセスの効率
化による造血幹
細胞移植の最適
な機会提供に関
する研究

3 3
移植医療
基盤整備
研究

福田　隆浩

行動経済学的な質問項目を含む
大規模アンケート調査と大阪大学
の一般の人へのアンケート調査と
比較して、骨髄バンク登録者や幹
細胞提供者の特性の違いについ
て明らかにした。骨髄バンクド
ナー確定後に「適合通知」を受け
取るドナー候補者を対象にして、
現行の適合通知メッセージと3種
類の新規メッセージを追加するこ
とで、利他性の強いドナー候補の
行動変容に繋がるかどうか検証
することは学術的観点からも意義
が大きい。

新型コロナウイルス感染症拡大に
も関わらず、令和2年度と令和3年
度上半期の患者登録から移植ま
での期間中央値は130日/126日
まで短縮しており（2007～2016年
度は140～150日）、臨床的意義は
大きい。

該当なし。

近畿地区では採取施設の最新の
受け入れ可能情報を更新する
WEBシステムの運用を行い、ド
ナー選定から採取までのコーディ
ネート期間が短く、患者第一希望
週での採取率が高いことを報告
し、令和3年度は移植拠点病院事
業として関東地区と東北地区にお
いても本システムが導入された。
また本研究班で行った成果を基
にして、コーディネートプロセスの
効率化へ繋がる厚生労働行政施
策について提言を行った。

本研究で明らかとなったコーディ
ネートが進みやすいドナーの特徴
を用いて、若年ドナーの骨髄バン
ク新規登録増を目指した動画「あ
なたは100人に1人!?」を作成した。
本動画はYoutube公開から2週間
時点で40万回以上視聴されてお
り、若年層への高い広報効果が
期待された。

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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106

慢性の痛み患者
への就労支援/
仕事と治療の両
立支援および労
働生産性の向上
に寄与するマ
ニュアルの開発
と普及・啓発

3 3
慢性の痛
み政策研
究

松平　浩

日本での腰痛等のプレゼンティー
ズに伴う労働生産性低下が多大
な事をJ Occup Environ Med.に報
告した。さらには、コロナ禍での日
本人の痛み悪化の実態および関
連要因として運動不足、テレワー
ク、ストレスが独立して有意である
事をInt J Environ Res Public
Health.報告した。両者とも国内外
から反響を得た。

勤労者において慢性腰痛による
社会的損失が多大な事を踏まえ、
二次予防を主軸とする産業保健
スタッフ向けと、集学的治療チー
ム向けの三次予防マニュアル日
本版を開発した。前者はオランダ
からの最新ガイドラインを、後者
は欧州ガイドラインで推奨されて
いる心理社会的フラッグシステム
を参照し、包括的に仕事と治療の
両立支援が潤滑に遂行される基
盤を構築した。

慢性疼痛診療ガイドラインの集学
的治療を担当した。腰痛に対する
集学的治療は1Aと推奨度、エビ
デンスレベルとも最も高い判定で
あった事も踏まえ、当該マニュア
ルを制作することの社会的意義が
極めて高いと判断し、その開発に
至った。

腰痛による労働損失を減らし、医
療費の削減、労働生産性の向
上、労災申請の減少など、広く厚
生労働行政に貢献する成果が期
待される。具体的には社会福祉施
設と小売業の腰痛対策である令
和4年度「第三次産業労働災害防
止対策支援事業」第2回検討委員
会（令和4年6月8日）の配布資料
として産業保健スタッフ向けマニュ
アルが活用された。

日本人の腰痛と肩こりに伴うプレ
ゼンティーズムによる労働損失が
多大である事が、2019年10月11
日　朝日新聞朝刊に掲載された。

1 2 0 3 0 0 0 0 0 0

107

慢性疼痛患者に
対する簡便かつ
多面的な疼痛感
作評価法の開発

3 3
慢性の痛
み政策研
究

池内　昌彦

ポータブルQSTツールを開発し、
慢性疼痛患者に対する簡便な疼
痛感作評価が可能となった。さら
にIES、EMA、脳磁計などの研究
手法によって疼痛感作を多面的
にかつ客観的にとらえられること
が可能となった。それぞれの評価
ツールは既に複数の施設で実用
化しており、慢性痛患者における
疼痛感作研究が進められている。
これまで主に動物実験で評価され
ていた疼痛感作が人で計測でき
ることの学術的意義は大きい。

これまで客観的に評価することが
困難であった疼痛感作を、簡便に
かつ多面的に評価することが実
臨床で可能になった。特にポータ
ブルQSTは、研究施設だけでなく
ベッドサイドや外来でも簡単に施
行可能である。これまでの慢性痛
治療は疼痛感作を評価せずに行
われていたが、今後は可能となっ
たため慢性痛治療が発展すること
が期待される。

本研究の成果は、現時点ではガ
イドラインに掲載されていない。今
後、エビデンスの蓄積とともに慢
性疼痛診療ガイドラインの改定に
おいて本研究成果が利用されるこ
とが期待される。

慢性疼痛患者の疼痛感作の実態
把握を行った。痛み対策事業を展
開中であるが、その中で本研究成
果を活用していく予定である。

疼痛感作に関する教育および評
価法の普及を目的に、医療従事
者向けのホームページ
（https://painsensitization.com）を
作成した。ホームページ上では教
育コンテンツや最新情報をアップ
ロードし、評価機器の貸し出しも
行った。さらに、WEB講習会を
ベーシックコース2回、アドバンス
コース1回の計3回行った。現時点
でのpQST評価機器の貸し出しお
よび購入は10施設以上20セット以
上におよぶ。また、WEB講習会は
毎回50名以上の医療従事者が参
加し、講習会後も情報交換を行っ
ている。

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108

慢性疼痛診療シ
ステムの均てん
化と痛みセン
ター診療データ
ベースの活用に
よる医療向上を
目指す研究

3 3
慢性の痛
み政策研
究

矢吹　省司

集学的痛みセンターを全国に３４
施設まで増やすことができた。そ
して、痛みセンターからのデータ
による前向き研究を行えた。痛み
センターにおける集学的診療の有
用性を示す結果を報告できた。痛
みに関する知識や慢性痛診療の
困難さを評価できる質問票のプロ
トタイプを作成できた。「慢性疼痛
診療ガイドライン」を上梓すること
ができた。国内では大きな反響が
あった。慢性疼痛症例のデータ
ベースを構築できた。

集学的痛みセンターを全国に３４
施設まで増やすことができた。慢
性疼痛で悩む患者がアクセスしや
すくなった。「慢性疼痛診療ガイド
ライン」を上梓することができた。
エビデンスに基づいた慢性疼痛
診療に寄与できた。慢性疼痛患
者のデータベース登録システムを
立ち上げることができた。今後こ
のデータベースを用いた解析を行
うことで新たな知見を出せる可能
性がある。国民や医療者に向け
た痛みに関するアプリを作成し、
約1000名の登録がなされた。

「慢性疼痛診療ガイドライン」を上
梓することができた。本邦の実情
にあった推奨度を入れることがで
きた。エビデンスに基づいた慢性
疼痛診療に寄与できた。国内での
啓発・普及に努めた。今後はこの
ガイドラインの有用性を明らかに
する検討を進める予定である。

集学的痛みセンターを全国に３４
施設まで増やすことができた。さら
に、「慢性疼痛診療ガイドライン」
を上梓することができた。慢性疼
痛対策に対して、効果的に働くと
思われる成果を上げることができ
たと思われる。さらに、厚労省の
「慢性疼痛診療体制構築モデル
事業」の成果と問題点の解析も本
研究班の役割であった。全国８ブ
ロックのモデル事業の総括も行う
ことができた。慢性疼痛の診療体
制の構築が進むことで、慢性疼痛
対策がより効果的に行えるように
なることが期待できる。

本研究班のホームページを作成
し、国民と医療者が慢性疼痛に関
する理解が進む材料は提供でき
た。さらに、本邦における痛み関
連学会やいたみ財団とも情報共
有を行い、日本全体での慢性疼
痛診療の発展に寄与できた。さら
に、痛みの理解や運動療法の促
進のための、スマートフォンでも利
用できるアプリを作成することが
できた。アプリの登録者が1000名
を超えており、さらに普及させるこ
とで、国民が自ら慢性疼痛を管理
できる方法を身につけることに結
びつくことが期待できる。

34 80 63 0 186 7 0 0 0 1
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109

実証研究に基づ
く訪問看護・介護
に関連する事故
および感染症予
防のガイドライン
策定のための研
究

3 3
長寿科学
政策研究

柏木　聖代

国内外における文献検討ならび
に全国の自治体の介護保険事業
者における事故発生時における
報告取扱要領の分析、訪問看護
事業所の管理者を対象としたイン
タビュー、訪問看護ならびに訪問
介護事業所を対象とした全国調
査による事故・感染症の発生状況
と予防策に関する実態把握、事故
事例の定性分析、細菌学的調査
等により、感染症を含む事故発生
や関連要因を明らかにした。成果
は国内誌に2件、国際誌に3件が
掲載された。

事業所内・自治体間の事故・感染
症の用語の定義および範囲の統
一化、安全管理に関する委員会
設置やモニタリング担当者の配置
等の体制整備、事故発生のモニタ
リングの実施、外部事業所との情
報共有推進、研修による最新情
報のアップデート、訪問介護事業
所、小規模訪問看護ステーション
への技術支援等のプロセスの整
備、オムツ交換時のPPE着用の徹
底、推奨される手指衛生の遵守
状況の把握、従事者の事故の発
生状況の把握、7）リスクアセスメ
ント、アセスメントに基づく対策の
実施と事故発生時の当事者への
サポートの必要性を見出した。

訪問看護・介護に関連する事故
予防に関するガイドラインを作成
した。

全国調査による実態把握に加え、
事例の定性的分析、細菌学的調
査等の実証研究により、インシデ
ント・アクシデント、感染症発生の
背景や要因、それらを踏まえた効
果的な防止策が明らかになり、厚
生労働行政において訪問系サー
ビスの安全対策および感染症対
策について議論・検討する上での
根拠となる資料を提供できる。

事業者の指定・指導等の権限をも
つ自治体や各事業所において、
本研究で得られた知見ならびにガ
イドラインが活用されることで、訪
問看護・訪問介護の利用者に対し
て安全かつ質の高いサービス提
供の推進など間接的な波及効果
が期待できる。

2 3 0 0 2 0 0 0 0 0

110
高齢者の口腔管
理等の充実のた
めの研究

3 3
長寿科学
政策研究

平野　浩彦

大規模コホートのデータ約2,500人
を収集統合し、口腔機能低下の
実態を把握し、現在の口腔機能
低下症の7項目による評価と比較
して、サルコペニア、フレイル、低
栄養を精度よく識別できる口腔機
能低下状態の新たな定義を検討
した。その結果、項目数を減らし
た4項目モデルではフレイル、低
栄養をアウトカムとした場合の識
別能への差はなく、サルコペニア
をアウトカムとした場合は識別能
が優れていた。さらに重複類型別
解析結果の各特性を参考に、4項
目モデル診断アルゴリズムを考案

特記事項なし 特記事項なし 特記事項なし

本事業より得られた結果につい
て、一般社団法人日本老年歯科
医学会開催の「口腔機能低下症
とオーラルフレイルに関するワー
クショップ」にて報告を行った。

1 3 0 0 2 0 0 0 0 0

111

嚥下機能低下に
伴う服薬困難に
対応するための
アルゴリズム等
作成のための研
究

3 3
長寿科学
政策研究

倉田　なお
み

粉砕した錠剤がとろみやゼリー、
食事に混ぜて服薬させる状況が
明らかになり、服薬を介助する介
護者がかかわるほどその率は高
かった。粉砕した錠剤は、原薬の
強烈な苦味・におい・刺激などが
露出することがあるから、食事な
どに混ぜると拒食につながる可能
性もある。また、薬効損失、副作
用の発現等のデメリットが多く、錠
剤粉砕はさけるべき行為である
が、日常的な服薬手段として実施
されていることが明確化した。今
回の専門的・学術的観点から作
成したアルゴリズムが、今後の服
薬介助の概念を変える成果物と
なることを期待する。

今回作成したアルゴリズムを活用
することで、錠剤粉砕をなくし、よ
り服用しやすい安全な剤形や製
剤を選択できるようになることによ
り、患者への安全な服薬を可能と
し、さらに服薬介助の手間や時間
が軽減できるようになる。また患
者や介護者が。より服薬しやすい
薬に変更できることを知ることが
でき、多職種との連携が促進でき
る。摂食嚥下障害の対応には職
種連携は欠かせないが、同時に
作成した連携パスにより連携する
べき職種がより明確になった。

特記事項なし 特記事項なし

アルゴリズムは完成したばかりで
あり、普及・啓発は以下の学会・
依頼講演等にて実施する。
2022年
3月25日：日本服薬支援研究会教
育講演：倉田なおみ
4月16日：神奈川摂食嚥下リハビ
リテーション研究会特別講演：倉
田なおみ
5月14-15日：日本老年薬学会一
般演題・ランチョンセミナー座長:秋
下雅弘、演者:倉田なおみ
6月18日：岐阜経腸栄養研究会特
別講演：倉田なおみ
7月24日：医療薬学フォーラムシン
ポジウム：倉田なおみ
9月23-25日：日本医療薬学会シン
ポジウム：肥田典子、鈴木慶介、
倉田なおみ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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112

介護及び医療レ
セプト分析による
疾患並びに状態
別の最適訪問看
護提供パッケー
ジの提案と自治
体担当者向けの
訪問看護実態可
視化ツールの開
発

3 3
長寿科学
政策研究

福井　小紀
子

本研究は、静岡県の協力を得て、
県下33市町の国保データベース
システムで取り扱う医療・介護情
報および訪問看護にかかわるレ
セプトデータを用いて研究を実施
した。本研究で、疾患によって医
療介護にかかる費用が異なる可
能性が示された。これらの得られ
た結果と課題を踏まえることで、レ
セプト情報を用いた総医療介護
サービスを考慮した訪問看護提
供量の検討が可能となり、本研究
の成果の活用が期待される。

本研究は、疾患状態像別の適切
なケアパッケージの提案を目指し
て、まずは代表的な疾患等によ
り、医療介護費用等が異なること
を示した。本研究の知見から、在
宅療養継続や介護度の改善に寄
与し得る訪問看護提供量を検討
できる可能性が示唆された。これ
らの検討をさらに進めることで、高
齢者の状態に合った適切なケア
プランの提案等につながり、居宅
介護支援専門員の立案するケア
プランの標準化の端緒になること
が期待される。

該当なし

本研究では、介護保険の種々
サービスと共に、介護保険訪問看
護の利用実態を把握できた。ま
た、これらのデータを容易に分析
できるＢＩツールを開発した。本BI
ツールは、要介護度等の個人特
性・市町及び二次医療圏といった
条件選択に応じて、サービス利用
や介護・医療費の結果が個人や
地域単位で表やグラフで表示され
る仕様とした。自治体において
は、医療介護計画に活用が可能
であろう。また、国においては、本
データを用いて、適切な介護保険
サービスケア提供パッケージを検
討する一材料となると考えられ

国民健康保険組合が保有する
KDBデータは、様々な医療・介護
の情報を含むデータソースであ
り、これらの有効活用は本邦の喫
緊の課題である。本研究で、KDB
データの取り扱いノウハウを得た
ことで、今後さらなるKDBデータ解
析に進むことも可能となろう。ま
た、本研究で得たノウハウを全国
の研究者に発信していくことで、
医療・介護データを豊富に含む
KDBデータ分析に拍車がかかり、
本邦の保健医療政策に資する知
見の量産につながる潜在的可能
性を有している。

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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健康・医療・介護
分野の分野横断
的なデータ収集・
利活用・解析基
盤の構築による
介護予防に資す
るAI等開発につ
いての研究

3 3
長寿科学
政策研究

荒井　秀典

オンライン通いの場アプリ得られ
たデータと国保データベース
（KDB）に含まれる要介護認定
データを活用して、要介護リスクAI
を改修し、性能評価を行った。ま
た、複数の民間企業へのヒアリン
グを通じて、今後の介護予防プ
ラットフォームの活用方針を整理、
検討することができた。さらに、オ
ンライン通いの場アプリの各種機
能を民間企業アプリと連携し、民
間企業アプリでもオンライン通い
の場アプリの機能を使用できる体
制を構築した。

通いの場の活動自粛下でも在宅
高齢者が健康を維持するために
必要なプラットフォームの構築、自
治体および民間企業へ展開する
ための仕組みを整備することがで
きた。介護予防プラットフォームを
全国の自治体や民間企業が利活
用できれば、高齢者の介護予防
事業を安価で効率的に実施する
事が可能となる。

なし

厚生労働省のホームページと連
携してオンライン通いの場アプリ
の周知を行い、介護予防に対する
普及啓発を実施した。

オンライン通いの場アプリにおけ
るニュースや新聞等で研究の取り
組みを周知した。

0 14 0 0 9 0 0 0 1 2
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独居認知症高齢
者等が安全・安
心な暮らしを送
れる環境づくりの
ための研究

3 3
認知症政
策研究

粟田　主一

既存統計資料の分析，疫学調
査，事例研究，フィールド調査，ア
クションリサーチ，系統的文献レ
ビューによって，独居認知症高齢
者等の生活実態を解明し，今日
の課題と課題解決に向けた対策
を総括した．この領域の今日の研
究水準を可視化させ，今後の政
策科学的研究の基盤を形成した．

独居認知症高齢者等が安全・安
心な暮らしを送れる環境づくりの
ための理論的な枠組みとして，社
会的支援の統合的調整（コーディ
ネーション）と社会的支援（特に生
活支援）へのアクセシビリティを高
める環境づくり（ネットワーキング）
を車の両輪として推進する自治体
レベルでの政策が重要であること
を示した．

独居認知症高齢者等が安全・安
心な暮らしを送れる環境づくりに
関する今日の科学的研究の知見
を集約したエビデンスブックを作
成するとともに，それを基礎とした
自治体向け手引きを作成した．

わが国の認知症高齢者の多くが
単独または夫婦の世帯であり，そ
の数は今後急速に増加すること
が明らかにされている．本研究の
成果は，認知症施策推進大綱，
高齢者保健福祉施策，介護保険
制度，住宅施策等の改定・立案の
基礎資料として活用されることが
期待される．

本研究の一連の成果は，老年精
神医学雑誌31巻5号（2020年）及
び33巻3号（2022）に特集企画とし
て掲載されている．また，エビデン
スブックと手引きは2022年度中に
刊行するとともに，東京都健康長
寿医療センターのホームページに
アップロードする予定である．

7 25 52 0 60 3 0 0 0 0
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認知症介護者の
ためのインター
ネットを用いた自
己学習および支
援プログラムの
開発と有効性の
検証

3 3
認知症政
策研究

大町　佳永

WHOで開発された認知症介護者
のためのオンライン自己学習プロ
グラムiSupportの日本版を作成
し、介護者の声を取り入れながら
日本版独自のコンテンツを収録
し、改修を重ねた。iSupport日本
版（e-learning）に、心理評価やア
ンケート調査を行うシステム
（ePRO）を合わせた『iSupport-Jシ
ステム』を開発し、iSupport日本版
の有用性を検証するためのRCT
を行っている。リマインドを充実さ
せたことで、海外の先行研究より
も脱落率を下げることにつながっ
ていると考えられる。

RCTの結果の解析は今後行われ
るため有用性は明らかではない
が、介護に対する向き合い方やス
トレス緩和、コミュニケーションの
取り方について、被験者から好意
的な感想が寄せられている。一方
で、行動・心理症状への対応や全
体の所要時間などは、介護者の
求めるレベルにはまだ達していな
い可能性がある。高齢者に対して
インターネットを用いた介入は可
能であり、特に男性に有用なツー
ルになり得ると考えられる。一方
で、インターネット接続機会の少な
い介護者のために、iSupport日本
版のハードコピー版を作成した。

特になし。

2017年7月に改訂された認知症施
策推進総合戦略（新オレンジプラ
ン）では、家族など介護者の精神
的身体的な負担を軽減する観点
からの取り組み、介護モデル等の
研究開発及びその成果の普及を
推進するとされている。本研究は
認知症患者の次世代型ケアモデ
ルとして、この政策の実現に資す
るものである。

認知症介護者のメンタルヘルス向
上の啓発のため、小平市民公開
講座（2022年2月）、東村山市民公
開講座（2022年5月）でiSupport日
本版を紹介した。日本認知療法・
認知行動療法学会（2020年11
月）、日本認知症学会学術集会
（2020年11月）、Virtual
International Conference of
Alzheimer's Disease International
（2020年12月）、日本うつ病学会
総会・日本認知療法・認知行動療
法学会（2021年7月）で発表した。

0 0 0 0 3 1 0 0 0 11
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開始 修了 和文 英文等和文 英文等国内 国際 出願 取得 施策への反映普及・啓発活動

Ｎｏ． 研究課題名
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特許（件
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116

人工知能を活用
した行動・心理
症状の予防と早
期発見、適切な
対応方法を提案
する認知症対応
支援システムの
開発と導入プロ
グラムに関する
研究

3 3
認知症政
策研究

小川　朝生

一般病院における認知症ケアの
質の向上を図るために、機械学習
を用いた症状予測モデル開発の
実施可能性と教育プログラムの効
果検証を行った。その結果、機械
学習を用いることで、BPSD・せん
妄の発症を予測できる可能性が
明らかとなった。行動科学の手法
を用い、行動変容を促進すること
を意識した教育プログラムを開発
し、その効果を検証した。5病棟で
試行したところ、前後比較で、知
識と自信の向上を認め、教育効
果を確認した。

一般病院において、認知症に対
するケアの質の向上を図るため
の手法が確立した。認知症の緩
和ケアに関する研究会を通して、
全国の医療者に対して、認知症
の人の疼痛管理、意思決定支援
の考え方の普及を促進したこと
で、高齢者医療の診療の質に貢
献した。

せん妄への対応方法は、せん妄
ハイリスク患者ケア加算の実現に
貢献した。認知症、せん妄への対
応方法は、COVID-19下の介護施
設、医療機関における身体拘束
の考え方に関する手引きに反映さ
れた。

一般急性期医療における認知症
ケアの主たる課題とその対応方
法を明らかにした。せん妄への対
応方法は、せん妄ハイリスク患者
ケア加算の実現に貢献した。身体
症状の管理ならびに意思決定支
援に関する手法は、研究会を通し
て認識が高まり、その結果は、各
医療職を対象とした認知症対応
力向上研修のカリキュラムにも反
映され、プログラムの効果を促進
するうえで貢献した。

認知症の人に対する包括的なケ
アを検討し、情報を提供する場と
して、認知症の緩和ケアに関する
研究会を立ち上げ、計3回開催し
た。（参加者は第1回1,453名、第2
回1,709名、第3回1,117名。）一般
病院における認知症ならびに倫
理的な課題である身体拘束の現
状と対策について、痛みの評価と
対応が低いこと、疼痛やせん妄対
応が身体拘束の減少に寄与する
可能性を示し、記事で取り上げら
れた。

8 66 95 0 101 3 0 0 0 0

117

認知症者に対す
る最適な医療・
ケアのあり方を
支援する神経心
理検査等の評価
法の幅広い利用
に向けた指針策
定に関する研究

3 3
認知症政
策研究

大沢　愛子

認知症の診療および研究で使用
される神経心理学的評価法等に
ついて、認知症を専門に診療する
医療従事者による臨床現場から
の視点と質の高い科学的論文で
採用されている評価法という視点
から抽出し、検査の特徴がひと目
でわかる一覧表を作成した。さら
に評価される側としての当事者
（認知症/MCI/家族介護者）の評
価に対する要望と海外での認知
症診療における評価法の位置づ
けも合わせて調査し、今後の評価
法の選定に資する基礎的データと
なった。

今後の認知症診療において使用
すべき評価法が、本研究の成果
である一覧表と各種データを参照
することで選定しやすくなり、認知
症診療の評価法の統一に向けた
議論の促進に寄与できた。また、
現状では、著作権や診療報酬の
問題、評価器具の整備不足、評
価技術不足、当事者の要望に対
する理解不足などから適切な評
価法の選定が困難となっており、
これらの情報や評価法の特徴な
どがまとめられた神経心理学的評
価法等の一覧を参照することで、
どのような評価を選定すべきかが
理解しやすく、認知症診療の質の
向上につながるものと考える。

本研究は認知症者に対する最適
な医療・ケアのあり方を支援する
神経心理検査等の評価法の幅広
い利用に向けた指針策定に関し、
評価法の特徴や使用の動向につ
いて基礎的データを収集すること
を目的としており、ガイドライン等
の開発は実施していない。

本邦の認知症診療において、今
後、診断や治療・ケアの統一、並
びに研究における大規模なデータ
収集などの研究を促進するため
には、使用される評価法の統一が
重要である。今後の評価法の選
定において、各種評価法の特徴
がわかりやすく整理されただけで
なく、評価される側の視点から認
知症診療の評価法の選定を考え
た研究はこれまでになく、本研究
で得られた成果は認知症施策推
進大綱の「認知症の人や家族の
当事者の視点やニーズを活かし
た支援」の実現につながる重要な
知見であると考える。

本研究でまとめられた認知症診
療及び研究で使用される神経心
理学的評価等の一覧表は、今後
関連学会（日本老年医学会、日本
リハビリテーション医学会、日本認
知症学会、日本認知症予防学会
など）の学術集会や雑誌で、講演
並びに論文として発表し、広く啓
発を行う予定である。

0 0 0 9 0 0 0 0 0 0
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聴覚障害児に対
する人工内耳植
込術施行前後の
効果的な療育手
法の開発等に資
する研究

3 3
障害者政
策総合研
究

高橋　晴雄

(1)海外視察や文献のシステマ
ティックレビューから、高度難聴児
の療育は可及的速やかに開始す
ることが望ましいこと、音声言語
獲得のために必要な場合は1歳ま
でには人工内耳の要否の検討を
始めることが重要、また音声言語
獲得のためには手話併用の優位
性は見られないこと等がわかっ
た。
(2)本研究で音声言語獲得のため
には手話併用の優位性は認めら
れなかったことが示され、出版し
たGLにも明記された。これまで世
界的にも不明確であった難聴小
児の音声言語療育の基本方針を
示すことができた。

(1)米国UCLA視察の成果を論文
発表した。また難聴児の療育や支
援などのパンフレット、人工内耳
のための療育の内容や時期を示
したロードマップ、国内の施設から
収集した難聴児療育の好事例と
先天性難聴成人・青年例での人
工内耳使用例のデータ分析した
小冊子を作成し、全国の医療療
育機関や自治体に配布した。
(2)欧米に比べて遅れている我が
国の難聴児の音声言語療育方法
の確立の重要な資料となると考え
られる。また、世界的に議論があ
る先天性難聴成人・青年例での
人工内耳の適応が明確になった。

文献の広汎なシステマティックレ
ビューを行い、15のクリニカルクエ
スチョンと11の解説項目を含む難
聴児療育のガイドラインを作成し、
2021年9月30日に金原出版より出
版した。これにより、難聴児の最
適の療育開始時期・方法や最適
なCIの適応決定時期、音声言語
獲得に適した療育法と手話併用
の優位性の有無等が明確になっ
た。このガイドラインが高度・重度
難聴児の療育と人工内耳の適切
な活用の基準となることが期待さ
れた。

米国カリフォルニア大学ロサンゼ
ルス校（UCLA）耳鼻咽喉科および
難聴児の療育施設や学校の視察
や難聴児療育の文献のシステマ
ティックレビューにより、先進国で
の難聴児療育のシステム、専門
職の構成やその育成（資格付
与）、難聴施設の運営や公的予算
配分などが明らかになり、我が国
の厚生労働行政でどのように実
践できるか、どの部分が支援を必
要としているかが明らかになった
（耳鼻臨床 113; 605-613, 2020）。

海外視察の成果を耳鼻咽喉科専
門誌に論文発表した（耳鼻臨床
113; 605-613, 2020）。また上記の
ガイドラインは書籍として出版し、
以下の成果物の冊子等は全国の
分娩施設、精密聴覚検査機関、
医療・療育機関や自治体に配布
し、日本耳鼻咽喉科学会ホーム
ページにも掲載した。（難聴児の
療育や支援などのパンフレット、
人工内耳のための療育の内容や
時期を示したロードマップ、国内
の施設から収集した難聴児療育
の好事例と先天性難聴成人・青
年例での人工内耳使用例のデー
タを分析した小冊子）。

50 39 8 0 49 4 0 0 0 0
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開始 修了 和文 英文等和文 英文等国内 国際 出願 取得 施策への反映普及・啓発活動

Ｎｏ． 研究課題名
年度

研究事業名 研究代表者 専門的・学術的観点からの成果 臨床的観点からの成果 ガイドライン等の開発
その他
（件数）その他行政的観点からの成果 その他のインパクト

原著論文
（件数）

その他の論
文等（件数）

学会発表
（件数）

特許（件
数）

119

精神保健・福祉
に関するエビデ
ンスのプラット
フォーム構築及
び精神科長期入
院患者の退院促
進後の予後に関
する検討のため
の研究

3 3
障害者政
策総合研
究

佐藤　さや
か

長期入院の統合失調症圏患者を
7年程度追跡した場合の再入院率
は6割ほどであること、再入院期
間は指標入院よりは短くなること
などが明らかとなった。我が国は
これまで長期入院患者の予後の
予測について、地域ケアシステム
がすでに機能している西欧や米
国を参考にしようと試みてきたが、
今後は東欧やイスラエル国など、
同時代に同じ「長期入院患者の地
域移行とその後の地域生活支援
の実現」という課題を有する国々
の状況からも学びが得られる可能
性が示唆された。

本研究の実施により、近年がんや
慢性疾患の領域で重要性が指摘
され、精神科医療においても注目
が高まっている「研究成果の臨床
実践への還元や普及を目指す実
装科学」や「医学研究・臨床試験
における患者・市民参画（Patient
and Public Involvement：PPI）」の
推進の一助となり得る。

該当せず。

第7次医療計画に謳われる「精神
障害にも対応する地域包括ケア
システム」では精神障害者への地
域ケアの提供が前提となっている
が効果的な地域移行/地域定着
および地域ケアに関す科学的根
拠を一定の基準で示したプラット
フォームはこれまで作成されてこ
なかった。本研究で作成したプ
ラットフォームによって多様な立場
の支援者が地域精神科医療に関
する科学的根拠にアクセスしやす
くなり、支援の際に活用可能とな
る。これらの実践の積み重ねによ
り「精神障害にも対応する地域包
括ケアシステム」の促進に資する
ことができる。

-精神障害当事者の地域生活に
かかわる研究結果紹介サイト-「こ
ころとくらし」
（https://cocokura.ncnp.go.jp/）
2021年7月13日公開

0 2 2 0 4 0 0 0 0 0

120

再犯防止推進計
画における薬物
依存症者の地域
支援を推進する
ための政策研究

3 3
障害者政
策総合研
究

松本　俊彦

わが国には薬物依存症者に関す
る中長期的なコホート研究が存在
せず、その意味で保護観察対象
者、ならびにダルク利用者のコ
ホート研究の学術的意義は高い。
特に、前者の場合、「全部執行猶
予」「仮釈放」「一部執行猶予」の
いずれの保護観察対象者を追跡
するので、保護観察制度の制度
評価を行うことも可能である。

3年間の研究活動により、本研究
班は、地域において関連機関が
連携しての薬物依存症者支援に
資する包括的支援指針の開発、
薬物依存症者の転帰調査システ
ムの開発、ならびに、地域におけ
る薬物依存症者に対する保健福
祉的支援の質の向上、ならびに、
就労支援や更生保護施設におけ
る支援マニュアルの開発という目
的を遂行することができた。

3年間の研究期間を通じて、保護
観察所および民間支援団体にお
ける薬物依存症者コホート調査の
実施体制を構築した。さらに、各
種調査を通じて、地域保健機関お
よび自治体関係者、医療機関、保
護観察所、民間支援団体、更生
保護施設などの連携の実態、支
援の課題を明らかにするととも
に、支援の指針となるマニュアル
を開発した。以上の研究知見を踏
まえ、研究班活動の知見を踏ま
え、「薬物依存のある刑務所出所
者等の支援に関する地域連携ガ
イドライン」の課題、ならびに追
記・補強すべき事項を整理し、提
言としてまとめた。

本研究班は保護観察所、精神保
健福祉センター、民間リハビリ施
設、更生保護施設といった多機関
による支援システムの構築ならび
に多機関による合意形成を踏ま
えた支援指針を開発したという点
でその行政的意義は高い。特に
保護観察対象者のコホート研究
は保護観察から地域の社会資源
へのつなぎを促進する支援システ
ムとして、将来の事業化が期待さ
れるものである。なお、その成果
は、2021年厚生労働省医薬生活
食品局「大麻取締法等あり方検討
会」、ならびに、2022年同局「大麻
規制小委員会」において資料とし
て引用された。

保護観察対象者のコホート研究
は、2017年5月の治療的司法研究
会の公開シンポジウム、ならびに
2019年5月の刑法学会シンポジウ
ムや発表され、法曹関係者からの
注目を集めた。また、ダルク利用
者コホート研究の成果は、ASK（ア
ルコール問題を考える市民の会）
の機関誌「Be!」（2019年5月号）に
て取り上げられ、特集時が組まれ
た。また、保護観察対象者のコ
ホート研究は、松本俊彦著「薬物
依存症」（ちくま書房，2018）にお
いて、大きく取り上げられた。

4 1 37 0 36 5 0 0 0 2
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地域特性に対応
した精神保健医
療サービスにお
ける早期相談・
介入の方法と実
施システム開発
についての研究

3 3
障害者政
策総合研
究

根本　隆洋

「精神障害にも対応した地域包括
ケアシステム」の構築とそれを持
続可能（sustainable）なものとする
には、早期相談・支援サービスの
導入と実装が不可欠であることを
示した。豪州のシステムも参考に
した、研究モデル地区北千住での
若者向けワンストップ相談セン
ター「SODA」の運営を通じて、同
様のサービスのニーズの高さと効
果を示し、精神保健医療福祉分
野のみならず、行政・民間を含め
た多領域に跨る対応を可能とする
施策の必要性を示した。

研究モデル地区秋田県サイトで
は、Akita Mental health ICT
Network（AMIN, アミン）と名付け
た、県精神保健福祉センターと県
内保健所を結ぶICTネットワークを
構築し、これを用いた遠隔精神保
健の取り組みを行った。保健所保
健師の人材育成・体制整備など
の技術支援を行うことで、保健所
の精神保健相談・支援実績を向
上させた。個人情報保護に配慮し
た遠隔事例検討を安全に実施す
るシステムの構築が非常に有用
であることが示された。

「精神障害にも対応した地域包括
ケアシステム」における早期相談・
支援のための手引き Version 1.1
を作成した。

本研究事業における足立区サイト
での取り組みが、埼玉県川口市
の「若年者早期相談・支援事業」
に採用された。

1. 研究HP「MEICIS」:
https://meicis.jp/; 2. 相談機関検
索サイト「MEICIS相談室」:
https://sodan.meicis.jp/; 3. コロナ
禍におけるメンタルヘルスを考え
るWeb市民公開講座 (2022.3.6); 4.
NHK NEWS おはよう日本
(2021.4.3); 5. フジテレビ Mr.サン
デー (2021.10.10); 6. m3.com地域
版 (2022.3.25); 7. m3.com地域版
(2022.4.1)

1 3 21 0 24 1 0 1 1 8
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122

地域精神保健医
療福祉体制の機
能強化を推進す
る政策研究

3 3
障害者政
策総合研
究

藤井　千代

措置入院者の転帰に関しては、こ
れまで後ろ向き調査は実施されて
いるが、前向きコホートの実施例
はない。疫学的意義が大きく、適
切な退院後支援のあり方を検討
する上でも貴重な知見となる。包
括的支援マネジメント（intensive
case management）の効果につい
ては、コクランレビューで示されて
いるものの本邦ではこれまで検証
されておらず、学術的にも貴重な
データである。精神科医の往診・
訪問診療に関しては、これまでに
多施設の調査は実施されておら
ず、本邦初の実態調査となった。

精神障害にも対応した地域包括
ケアシステムの構築は、臨床的観
点からも、社会的観点からも重要
であり、本研究は自治体の精神
保健福祉関連業務のあり方や、
地域精神医療を推進するうえで効
果が期待できる具体的な方法を
示している。また、入院中の精神
障害者の権利擁護のあり方につ
いても具体的な方法を示し、さら
にはそれぞれの研究成果普及の
ための研修を実施している。

市町村職員を対象とした、精神障
害にも対応した地域包括ケア構
築のための手引きを作成した。

野口分担班、川副分担班、椎名
分担班で実施した研究の成果
は、厚生労働省が実施する「精神
障害にも対応した地域包括ケアシ
ステム構築に係る検討会」「地域
で安心して暮らせる精神保健医療
福祉体制の実現に向けた検討
会」の資料として掲載された。また
川副分担班の研究成果は、中央
社会保険医療協議会の資料中に
も掲載されている。

市町村職員を対象とした、精神障
害にも対応した地域包括ケア構
築のための手引きについては、精
神障害にも対応した地域包括ケ
アシステムのポータルサイトで公
表予定である。２０２１年９月６日、
１２月２２日、２０２２年３月２３日に
市町村職員を対象とした精神障
害にも対応した地域包括ケアシス
テム構築に係る研修を実施した。
また、２０２２年３月２７日に、精神
科アドボケイト養成講座基礎編を
開催した。

7 8 11 0 28 4 0 0 0 0

123

青年期・成人期
の自閉スペクトラ
ム症および注意
欠如多動症の社
会的課題に対応
するプログラム
の開発と展開

3 3
障害者政
策総合研
究

太田　晴久

　ASDに関しては、ピアサポートプ
ログラムの効果について、対照群
との比較を行い、QOLとCSQにお
いて、統計学的に有意な変化が
認められた。プログラム参加群と
非参加群（対照群）の選別におい
て、ランダム化はしていないが、
両群で年齢、性別、AQ、FIQに関
して統計学的な有意差はみられ
なかった。
　ADHDに関しては、テーマ毎の
満足度をCSQ-8Jでの評価、参加
者やスタッフへの詳細な調査に
て、汎用性ADHDプログラムの作
成を行なった。

　ASDに関しては、ピアサポートプ
ログラム参加後の転帰調査にて、
多くが院内、院外の自助的な活動
に繋がっていた。これは、コミュニ
ケーションが不得手なASDが、プ
ログラムの参加により、自助活動
への自信やモチベーションが惹起
されたことが推察される。
　ADHDに関しては、プログラム回
数を5回に短縮して利便性を高め
たが、患者満足度は比較的
（CSQ-8J、平均24.0点）良好で
あった。

　ASDに関しては、ピアサポートプ
ログラムのマニュアルを作成し
た。ADHDに関しては、汎用性
ADHDプログラムのマニュアルに
加え、要望が高かった映像資料を
作成した。マニュアルにより、教示
の仕方、プログラムの進め方、予
想される困難さへの対応策を示し
た。映像資料により、文字だけで
は伝わりにくいニュアンスや雰囲
気が理解しやすくなった。これらに
より、他機関でのプログラム実施
可能性を高め、質の担保に繋が
ることが期待できる。

ASDに関しては、特性は生涯にわ
たり持続することが想定され、医
療のみならず、社会全体での支
援が求められる。ピアサポートを
活用したプログラムにより、支援
の受け皿が広がるのと同時に、当
事者の自主的な活動をもとにした
継続的な支援も担保することが可
能となる。 
　ADHDに関しては、一般の医療
機関で実施しやすい汎用ADHDプ
ログラムにより、心理社会的支援
を受ける機会を増やし、多くの当
事者の社会適応に寄与すると考
えられる。

　ASDに関しては、第8回成人発
達障害学会において、ピアサポー
トプログラムのワークショップを
行った。満足度は非常に高く平均
93.1点/100点であり、過半数がプ
ログラムの実施を検討していた。
また、ASD支援におけるピアサ
ポートの重要性について、東京新
聞の夕刊の一面で取り上げられ
るなど、社会的関心も高かった。
ADHDに関しては、協力医療機関
との連携により、プログラムの実
施を検討されている。また、第13
回日本ADHD学会において、シン
ポジウムにてプログラムに関する
報告をしている。

26 20 10 0 14 0 0 0 0 23

124

障害児相談支援
における基礎的
知識の可視化の
ための研究

3 3
障害者政
策総合研
究

内山　登紀
夫

障害児を対象とする相談支援専
門員と障害児相談支援事業所を
利用している保護者に対して、そ
れぞれ質的調査と量的調査を実
施し、これまで明らかにされてい
なかった、障害児の相談支援の
実態について多面的な知見を得
ることができた。

相談支援に必要とされる役割・ス
キルを明確化し、自己チェックの
ための評価ツール（活動指標）、
共通のアセスメントシート、および
地域資源一覧リストのフォーマット
を作成した。スキルチェックがで
き、今後習得するべきスキルが明
確化される。地域格差の解消およ
び初任者の相談支援専門員のス
キルアップへの貢献が期待され
る。これらの成果は、相談支援事
業者を対象とした国や自治体の
研修内容に反映することができ
る。

本研究により、障害児相談支援の
現状と課題が質的調査および量
的調査の両面から明らかとなり、
それらのエビデンスに基づく障害
児相談支援のサポートブック（草
稿）が完成した今後、さらに攻勢を
行い広く公開していく。

障害児相談支援の最新の知見に
基づくサポートブックを作成中であ
る。Webアンケートに回答した相談
支援専門員の約半数から、完成し
たサポートブックの送付に関する
要望があることからも分かるよう
に、高い関心が寄せられている。
本研究の成果物として、このサ
ポートブックがWeb上からダウン
ロードできるようになれば、自治体
や障害児相談支援事業所が自由
に活用でき、障害児の相談支援
の質の向上につながり、行政的意
義は大きい。

サポートブック内の末尾には、障
害児に対する相談支援専門員の
振り返りチェックシートがあり、現
在の自分の立ち位置と今後の研
鑽内容についてセルフアセスメン
トができるようになっており、相談
支援の質の向上に寄与するもの
と考えられる。

4 0 2 0 5 0 0 0 0 0
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125

障害者の高齢化
による状態像の
変化に係るアセ
スメントと支援方
法に関するマ
ニュアルの作成
のための研究

3 3
障害者政
策総合研
究

日詰　正文

本研究で作成した「高齢知的・発
達障害者向け行動心理症状ケア
プログラム」は認知症ケアの現場
で効果をあげているNPIを活用し
ており、支援現場での試行によっ
て、知的・発達障害者支援におい
ても導入効果があることが確認で
きた。また、知的障害者施設の支
援者向けであるNPI-ID
（Neuropsychiatric Inventory—
Intellectual Disability）が2020年に
開発されたことから、本研究班と
して版権所有者、研究報告者と交
渉を行い、使用許可を得た。

本研究で作成した「高齢知的・発
達障害者向け行動心理症状ケア
プログラム」の効果を把握するた
め、障害福祉サービス事業所8カ
所での試行調査を行い、支援現
場での活用を見据えた社会実装
研究を行った。このケアプログラ
ムを導入することで、関係者間で
一貫した支援を行うことが可能と
なるほか、障害福祉分野で普及さ
せることにより、一般高齢者を対
象とした介護保険分野と共通の
ツールを使用することによる支援
者間の交流や研究の進展などが
期待できる。

本研究においてガイドライン等の
開発は行っていない。
高齢知的・発達障害者の支援現
場で活用できるツールとして、「高
齢知的・発達障害者の変化と気づ
きのためのライフマップ」、「高齢
知的・発達障害者向け行動心理
症状ケアプログラム」、「高齢期の
知的・発達障害者の生活と変化
～入所施設・グループホーム編
～」を作成した。

障害者の高齢化が全国的に今後
進んでいく中で、障害福祉分野が
取り組んでおくべきことの周知、介
護保険分野と共通のツールを使っ
た支援の実現などが可能となっ
た。

本研究に関して、令和３（2021）年
度は障害者団体、自治体等より
研修会等での講演6回、雑誌等へ
の原稿執筆2回の依頼を受け、積
極的に研究成果の普及を進め
た。

0 0 1 0 0 0 0 0 0 6

126

強度行動障害者
支援に関する効
果的な情報収集
と関係者による
情報共有、支援
効果の評価方法
の開発のための
研究

3 3
障害者政
策総合研
究

日詰　正文

本研究で開発した強度行動障害
PDCA支援パッケージは、対象者
の全体像の理解や教育、医療等
の他分野との情報共有に効果が
期待できるものとして、ICF（国際
生活機能分類）を活用した。ICFを
「強度行動障害の支援を行う複数
の施設」で使用する報告は他には
無いことから、先行的な実践報告
となっている。

本研究で開発した強度行動障害
PDCA支援パッケージは、支援現
場での試行の結果、「強度行動障
害の状態にある者の全体的な理
解と情報の整理」、「効率的な記
録と分析」、「支援計画の作成と見
直し」などに効果があり、行動の
背景要因を見つけることや支援の
記録と分析を迅速に行うことなど
の強度行動障害者支援の課題を
改善することが期待できる。

本研究においてガイドライン等の
開発は行っていない。
成果として、強度行動障害PDCA
支援パッケージ（「行動と環境の
包括的アセスメントによる環境調
整支援パッケージ」）を開発した。

現在全国の自治体で行われてい
る強度行動障害者支援者養成研
修を受講した者が、地域や職場内
で一貫性のある支援を行う連携
体制を構築する際に活用できる内
容となっている。

強度行動障害PDCA支援パッケー
ジ試行の二次調査として、令和3
（2021）年10月～令和4（2022）年1
月に「実践検討・意見交換会」を
開催した。30都道府県より52名
（事業所）から応募があり、全国を
対象とした社会実装研究を行うと
ともに、研究成果の普及を進める
ことができた。

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

127

地域で暮らす障
害者の地域生活
支援の実態把握
及び効果的な支
援方法、その評
価方法について
の研究

3 3
障害者政
策総合研
究

田村　綾子

(1)研究成果
地域で生活する障害者及びその
支援者を対象とした大規模調査
により、状態像や利用サービス等
の実態把握及び本人の満足度に
ついて把握することができた。
(2)成果の意義
障害者を支援する相談支援専門
員及び介護支援専門員の協力に
より、障害者の個票と障害当事者
のサービス満足度や欲求充足度
などを突合して収集することがで
きたことに加え、WHODAS2.0の12
項目版を活用し、新型コロナウイ
ルス感染症の影響下における比
較を含めた状態像の把握ができ
た。

(1)研究成果
1,068名分の地域で生活する障害
者の個票及び本人の回答により、
障害種別ごとのサービス利用や
生活状況を把握できた。
(2)研究成果の意義
本データが本邦で把握されている
障害者像を代表するものと考える
と、地域で生活する障害者のサー
ビス利用時には「可動性」「セルフ
ケア」には問題ない者が多く、ま
た、「生理的欲求」及び「安全の欲
求」は9割以上満たされている。さ
らに、コロナ禍前後で生活が変化
したとの回答が４割であったこと
から、障害者の生活にも感染拡大
が与えた影響は小さくないことが
わかった。

なし

障害福祉施策として継続して推進
されている精神科病院や障害者
支援施設からの地域移行支援に
ついて、地域移行経験者の大多
数が「自由がある」「良かった」と
回答しており、障害福祉サービス
等の利用によって物質的な欲求
は概ね充足でき、セルフケアに問
題ない状態で生活していることが
わかる。今後の精神保健福祉法
の改正に関する検討や、社保審
障害者部会等における病院・施設
からの退院促進や地域移行の推
進に向けた資料としての活用が
考えられる。

計画相談に従事する相談支援専
門員や介護支援専門員は、支援
計画の立案、サービス提供、一定
期間ごとのモニタリングなど一連
のプロセスにおける役割を担って
いるが、今回の結果と考察を報告
することにより、障害者本人の意
向や希望を丁寧に聞き取り、精神
的欲求の充足も含めて検討する
意義について省察を促す機会とな
り、評価尺度の活用なども含めて
支援の質の向上に貢献できると
考えられることから、令和４年度
中に研究成果の報告会を開催す
る予定である。

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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128

特別児童扶養手
当（精神の障害）
の認定事務の適
正化に向けた調
査研究

3 3
障害者政
策総合研
究

本田　秀夫

(1)研究成果
　特別児童扶養手当（知的障害・
精神の障害）の判定の実態につ
いて、全国40の都道府県・政令指
定都市から協力を得て4,419件の
診断書データを集め、それをもと
に自治体間の地域差を実証でき
た。
(2)研究成果
　行政で用いられる精神科領域の
認定診断書の判定における自治
体間の地域差について、大規模
な実態調査からエビデンスを求め
たことは、これまでに類を見ない。

(1)研究成果
　本研究より、現行の特別児童扶
養手当の障害認定における自治
体間の地域差の実態が明らかと
なった。また、本研究で作成した
認定診断書改訂案は妥当性、信
頼性とも一定の基準を満たしてい
ると考えられた。
(2)研究成果の学術的・国際的・社
会的意義
　今後、認定業務の地域格差が
是正され、適切に業務が行われる
よう、このデータをもとにした特別
児童扶養手当認定のガイドライン
を作成することが求められる。

なし なし なし 0 10 25 0 23 0 0 0 0 1

129

療育手帳に係る
統一的な判定基
準の検討ならび
に児童相談所等
における適切な
判定業務を推進
させるための研
究

3 3
障害者政
策総合研
究

辻井　正次

本研究では、療育手帳の交付児
者を対象として，知的および適応
行動水準を浄化するノルム化検
査と非ノルム化検査の関連を検
証し、ノルム化検査と非ノルム化
検査が評価する知的発達症の重
症度の一致率は乏しいことを明ら
かにした。加えて、知能検査など
単一の検査によって「知的発達
症」と判定することは信頼性が低
く、知的および適応行動水準の両
評価を行うことで、信頼性の高い
判定が可能になることを実証し
た。成果は学会で発表され、大き
な反響を得た。

本研究で示された実証知見から、
現在、療育手帳の判定における
非ノルム化検査／尺度の利用す
るうえでの検討事項を整理し、さら
に療育手帳の判定に関するガイド
ラインを示した。以上の成果は、
長年問題視されてきている療育手
帳の判定基準の不統一の是正に
寄与し得る。

療育手帳判定の統一的基準ガイ
ドライン（案）を作成した。

本研究は、現在、療育手帳の判
定業務で利用されている検査の
信頼性および妥当性を明らかにし
た。この実証知見は、長年問題視
されている、各自治体が運用する
療育手帳の判定基準の不統一の
解消に寄与し得る。

本研究の取組は、知的発達症児
者の当事者団体である「全国手を
つなぐ育成会連合会」の機関誌に
取り上げられた。

0 0 0 0 3 0 0 0 0 0

130

補装具費支給制
度等における適
切なフォローアッ
プ等のための研
究

3 3
障害者政
策総合研
究

高岡　徹

1)研究成果：補装具に関わる多く
の職種において、フォローアップ
の重要性・必要性は認識されてい
るものの、マンパワーやコスト等
の問題や責任の所在が明確でな
いこと等から、有効な方策をとるこ
とができていない現状が明らかと
なった。
(2)意義：前記の課題に対し、補装
具手帳やチラシの配布、研修会、
更生相談所によるフォローアップ
を具体的な方策として提示するこ
とができ、実施後のアンケート結
果からはこれらの方策の有効性
が示された。

(1)研究成果：補装具を利用する
当事者を含めた義手のミーティン
グを3回、専門職を中心とした研
究成果を報告するシンポジウムを
2回開催したが、ミーティングは
130～170人程度、シンポジウムは
200人程度の参加（オンライン主
体）があり、関心の高さがうかがえ
た。
(2)意義：補装具のフォローアップ
の重要性の認識がさらに高まり、
障害者総合支援法で支給された
補装具が適切に、かつ継続的に
使用されれば、利用者の利便性
向上に直結するとともに、公費の
効率的な運用にもつながる。

特に診療ガイドラインに関係する
内容ではない。
しかし、有効性のある補装具フォ
ローアップの具体的手段とモデル
を提示することができた。

専門職に対する補装具制度の研
修を試行したが、全国の更生相談
所や自治体で実施していただける
内容となっており、制度の理解を
高めるために有用である。また、
補装具手帳やチラシについても、
簡単に利用可能であるため、やる
気のある自治体であればすぐに
取り入れてフォローアップを開始
できる。今後の議論等によって
は、補装具費の支給基準に反映
される提案ができると考える。

各年度の終了時にシンポジウム
を開催し、当該年度の研究成果を
報告した。また、「義手オンライン
ミーティング」は３回開催した。各
回当事者を含む多くの参加者が
あり、本テーマへの関心や問題意
識の高さが感じられた。
本研究の成果であるフォローアッ
プを行うための具体的な手段・方
策はホームページ上にアップロー
ドして、誰でも使用できるように整
備する予定である。

4 2 8 0 16 0 0 0 0 4
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131

電話リレーサー
ビスの担い手と
なる通訳者の養
成のための研究

3 3
障害者政
策総合研
究

中野　聡子

通訳オペレータ養成カリキュラム
の受講対象者として想定される手
話通訳/要約筆記資格保持者の
通訳スキルと職業倫理・行動規範
について，統計的手法により実態
の一端を明らかにすることができ
た。また，電話リレーサービスの
関係者（管理職，通訳オペレー
タ，利用者）を対象としたインタ
ビュー調査では，構築主義アプ
ローチに依拠して，本人の認識／
実存／分析者の観点の３者を分
離させた質的分的を行い，「電話」
に対するそれぞれの立場での認
識や通訳オペレータとして求めら
れるスキルについて示唆を得るこ
とができた。

各種調査の結果をふまえてカリ
キュラム全体の到達目標を15項
目設定し，学習成果基盤型教育
の考え方に沿って教育全体をデ
ザインした合計40時間の養成カリ
キュラムを作成した。教育内容の
項目のみならず，事前課題，研修
における活動の種類や実施方
法，学習の到達度の評価等の細
部まで設定することで，知識と実
践を結びつける学びを軸に据え
て，研修修了後の現場実践のな
かでスキル向上を確実なものにし
ていくための土台を形成し，高度
な通訳スキルと問題解決スキル
を有した通訳オペレータの育成を
期待することができる。

「電話リレーサービス通訳オペ
レータ養成カリキュラム（案）」「電
話リレーサービス通訳オペレータ
養成カリキュラム：カリキュラムガ
イド（案）」を開発した。

「聴覚障害者等による電話の利用
の円滑化に関する基本的な方針」
で示されている「厚生労働省が別
に定める養成カリキュラム」の原
案となるカリキュラム案，カリキュ
ラム・ガイド案，カリキュラムの重
要な要素となるデマンド・コント
ロール・スキーマのテキスト（Dean
& Pollard, 2013）の邦訳を提供す
ることができた。作成したカリキュ
ラム案等が今後策定される厚生
労働省のカリキュラムに反映さ
れ，電話リレーサービスの現場で
活用されることが望まれる。

ロビン・K・ディーン，ロバート・Q・
ポラード, Jr著，高木真知子，中野
聡子訳『デマンド・コントロール・ス
キーマ：対人専門職としての手話
通訳 倫理的・効果的な意思決定
のために』（明石書店）の出版は，
電話リレーサービスの通訳オペ
レータのみならず，手話通訳者を
初めとしたコミュニティ通訳全体の
向上につながるものである。

11 0 1 0 2 0 0 0 0 0

132

失語症の障害特
性を考慮した適
切な障害認定基
準の作成に関す
る調査研究

3 3
障害者政
策総合研
究

三村　將

これまで得られた運動麻痺のない
（もしくはあってもごく軽度の運動
麻痺を伴う）軽度～中等度失語症
者63名のデータから、約70％の失
語症者が身体障害者手帳を取得
していないことがわかった。また、
50％以上が主な社会参加である
就労はしていない状況であった。
失語症の身体障害認定基準が3
級と4級であることから、軽度失語
症者に対して、身体障害認定に5
級あるいは、それに相当する社会
参加に必要な社会的支援サービ
スが求められていることが示唆さ
れた。今後は中等度～重度失語
症の症例についても検討してい
く。

これまで得られた運動麻痺のない
（もしくはあってもごく軽度の運動
麻痺を伴う）軽度～中等度失語症
者63名への質問紙回答から、健
康関連QOLは比較的高く、社会参
加の程度は家庭内での家事への
参加は比較的高い反面、レジャー
などの外出や就労などの生産性
が低いことがわかった。また、社
会参加を阻害する要因として、地
域・社会での援助やサービスが得
られにくいことが明らかとなった。
今後は重度失語症者を含む症例
数を増やして検討する。

これまで得られた運動麻痺のない
（もしくはあってもごく軽度の運動
麻痺を伴う）軽度～中等度失語症
者63名のデータから、失語症の身
体障害認定に5級あるいは、それ
に相当する社会参加に必要な社
会的支援サービスが求められて
いることが示唆された。身体障害5
級に相当する失語症の認定基準
について、今後他の身体障害認
定を受ける他の疾患との比較検
討が必要である。

今後も失語症者の症例数を増や
し、失語症者の身体障害認定の
現状、就労を主とした社会参加状
況、QOL、必要とする社会福祉
サービスを明らかにすることが期
待される。

これまでの失語症者に対する全
国的調査報告は数例のみであ
る。今後、本研究の結果を高次脳
機能障害学会にて発表するほ
か、日本言語聴覚士協会を通して
全国失語症友の会へ広く報告す
る予定である。

12 1 0 0 19 0 0 0 0 0

133

持続可能で良質
かつ適切な精神
医療とモニタリン
グ体制の確保に
関する研究

3 3
障害者政
策総合研
究

竹島　正

精神疾患のための重症度指標の
手引き案の検討、フィージビリティ
スタディの実施、結果の解析を行
い、精神科医療ニーズ（P-M）22
項目と精神科心理社会支援ニー
ズ（P-S）12 項目とその評価の手
引き案を作成した。

精神疾患があると思われるが高
齢者のケースについての支援者
インタビュー調査をもとに、アン
メットニーズの背景要因を個人要
因とシステム要因に分けて分析し
た。そして個人要因として(1)対象
者の要因（援助希求の困難、妄想
性障害）、(2)家族の要因（家族内
の不和、家族が関わりを拒否す
る、家族の援助記入の困難、家族
内の複数の事例の集積）を見出し
た。またシステム要因として、(1)
身体医療関連要因、(2)精神医療
関連要因、(3)社会福祉関連要
因、(4)システム間の連携の不在
を見出した。

動制限最小化活動を推進するた
め、研究会議等による討論、看護
職員を対象とした実態調査、精神
保健福祉資料を活用したモニタリ
ング体制の構築、都道府県単位
の行政主導による普及モデルの
確立、エキスパートオピニオンに
よるさらなる最小化手段の探索を
実施し、わが国に相応した合理的
な対策として、都道府県単位の行
政主導による普及モデル「行動制
限最小化方策による政策パッ
ケージ（案）」を策定した。

第8次医療計画における基準病床
算定式案と指標例案をまとめた。
ストラクチャー、プロセス指標例案
は、都道府県精神保健福祉主管
課へのアンケート調査をもとに「予
防・相談支援」、「医療」、「地域支
援」によって構成される。アウトカ
ム指標案は、時点退院率、地域
平均生活日数、新入院患者の平
均在院日数、「1年以上5年未満入
院患者数」に対する5年以降入院
患者数の比、自殺死亡率によって
構成される。

630調査、NDB特別抽出等の基幹
的調査を行い、精神保健福祉資
料、NDB分析、ReMHRADを更新
し、現状で最適の精神医療のモニ
タリングを構築した。レセプト情
報・特定健診等情報データベース
（NDB）を活用して、精神医療の提
供に関する既存のモニタリング指
標の算出を行った。また令和3年
度630調査の実施過程や
ReMHRAD更新の評価を行い、今
後のモニタリングと精神医療可視
化の充実の示唆を得た。

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
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数）
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精神科救急医療
体制整備の均て
ん化に資する研
究

3 3
障害者政
策総合研
究

杉山　直也

常時対応型施設機能の明確化、
自治体ごとの精神科救急医療体
制整備事業の運用状況および関
連医療資源の整理、身体合併症
対応施設の類型と現状把握につ
いて、全国規模の数値を活用し
た。特に整備事業の運用状況に
ついては持続可能なデータベース
としての準備までを整えた。これ
により、本領域におけるリアル
ワールドエビデンスを用いた学術
知見を示したほか、代表的指標に
よる国際比較の可能性も示唆さ
れる。データベース化が整えば、
学術的な探求は経時的な検討に
よって飛躍的に深めることが可能
となるため、本成果の意義は大き
い。

常時対応型施設機能の明確化や
自治体ごとの精神科救急医療体
制の運用状況の整理、身体合併
症対応施設の類型と現状の把握
がなされた。臨床感覚に沿いなが
らも実施要項上の定義を逸脱しな
い常時対応型施設基準案の設定
や、精神科救急及び身体合併症
医療提供体制の現状や課題が集
積され、これらの知見は全国規模
での救急医療提供体制整備にお
ける適正化や均てん化、病院機
能分化と病病連携を促進し、「精
神障害にも対応した地域包括ケ
アシステム」の完備に寄与するこ
とで、国民の疾病克服や健康増
進に直接の効果をもたらすことが
期待される。

本研究の直接的な成果として、
「精神科救急医療体制の整備と
運用のためのガイドライン2022」
および「達成度評価シート」を作成
した。また最終成果として、日本
精神科救急学会編「精神科救急
医療ガイドライン」(2022年版)が改
訂・発行された。本ガイドライン
は、精神科救急及び急性期医療
に関するあらゆる事項について集
約的な標準化を推奨する内容で、
研究成果を各項目でアップデート
したほか、一般救急等の関連領
域との連携についても項目追加を
行い、より包括的な内容となった。

作成された精神科救急医療体制
整備事業の資料を各自治体が活
用することにより、精神科救急医
療体制均てん化の促進が期待さ
れる。本研究で提案した常時対応
型施設指定に関する基準案は今
後の都道府県における関係者協
議でも参考となり、今後の医療政
策に資する成果と考えられる。ま
た、本邦の精神科身体合併症対
応に資する病棟機能のモデルが
描出され、体制整備の参考資料と
なる。入院急性期医療の標準化
および機能分化は、全体システム
としての「精神障害にも対応した
地域包括ケアシステム」の完備に
も寄与が大きい。

本研究で得られた成果は、学会・
論文発表にとどまらず、精神科救
急に関する行政の担当者を集め
ての会議の開催や、実際に救急
医療場面に従事する医療関係者
らに対して行う研修会などの活動
に反映させることで、臨床場面に
還元していくことが予定されてい
る。また、ReMHRADのほか、地方
厚生局が公開している情報をもと
に精神科救急入院料認可施設の
所在地や病床数に関する情報を
日本地図上に図示した資料を更
新し、日本精神科救急学会ホー
ムページ上に公開することで、地
域における精神科救急医療資源
の可視化に寄与した。

0 0 3 0 2 0 0 0 0 1

135

市町村及び保健
所保健師等の精
神保健福祉業務
に係る業務量の
把握及び地域包
括ケアシステム
の構築に向けた
必要な業務量の
算定に資する研
究

3 3
障害者政
策総合研
究

藤井　千代

市町村に勤務する職員の実施す
る精神保健福祉業務の内容や業
務量を詳細に分析した例はなく、
学術的な意義がある。また、地域
保健・健康増進事業報告は公開
データであるが、これまで精神保
健福祉業務の年次推移や関連す
る人員配置については分析され
ておらず、今後の市町村における
精神保健福祉関連業務を実施す
る職員の人員配置を検討する観
点から、公衆衛生学上意義深いも
のと考える。

精神障害にも対応した地域包括
ケアシステムは、市町村等の基礎
自治体を中心に構築していくこと
となっており、市町村において精
神保健福祉業務を担う人材の確
保が急務となっている。本研究に
おいて示した、市町村において求
められている精神保健福祉関連
業務やその課題、業務内容の詳
細および業務量等のデータは、今
後の市町村業務のあり方を検討
する基礎資料となることが期待さ
れる。

ガイドラインの開発は行っていな
い。

今後、市町村を中心として精神障
害にも対応した地域包括ケアシス
テムの構築を進めることとされて
いるが、そのために必要な人員配
置や人材育成について、本研究
により市町村の精神保健福祉業
務従事者に求められる資質や人
員配置のあり方について検討す
ることができ、有意義な政策提言
につながることが期待できる。

なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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デジタル機器及
びソーシャル・
ネットワーキン
グ・サービス
（SNS）の使用が
メンタルヘルスに
与える影響の解
明のための研究

3 3
障害者政
策総合研
究

根岸　一乃

本研究によりデジタル機器及び
ソーシャル・ネットワーキング・
サービス（SNS）の使用がメンタル
ヘルスに与える影響に関する研
究の現状が明らかとなり、本研究
目的は達成された。また、文献は
すべて国際的な学術誌から引用
され、国際的意義を持つ。成果の
一部は第76回日本臨床眼科学会
で発表予定。

本研究によりデジタル機器及び
ソーシャル・ネットワーキング・
サービス（SNS）の使用がメンタル
ヘルスに与える影響に関する研
究は多数存在することが明らかに
なったが、各論文のエビデンスレ
ベルを考慮すると、これらの研究
結果を一律に健康維持や治療に
決定的に結びつけることは困難で
あることが判明した。

該当なし。

本研究の成果をもとに以下の提
言をまとめた。デジタル機器、SNS
の使用は近年特に10代20代の若
年世代で増加し、うつ、睡眠障
害、行動嗜癖といったメンタルヘ
ルスの問題のみならず、眼障害、
いじめ、学業成績低下も懸念され
る。デジタル機器とSNSの使用に
は、利点・欠点があり、不適切な
使用により心身の健康を害する可
能性があることを啓発すべきであ
る。自らの使用状況を把握し、保
護者とともに使用時間などの各自
のルールつくりが必要である。学
校や厚生労働省によるWeb上で
の指導や、講演会等の啓蒙活動
が望まれる。

第76回日本臨床眼科学会で発表
予定。

0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
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同行援護の担い
手となる支援者
の養成のための
研究

3 3
障害者政
策総合研
究

森　浩一

6都道府県と9研修事業所の聞き
取り調査で、援護従業者養成研
修は、障害の個別性の大小により
研修範囲が異なり、免除科目は
業務の共通度に応じて様々であ
ることが明らかになった。これまで
障害援護に関わる制度間の比較
はなかった。全国の同行援護従
業者養成研修事業所の調査で、
過半数が、応用課程の演習を一
般課程に取り込むか、一般・応用
合併受講をさせるなどして一般課
程の演習を補っている実態が判
明し、事業所が自主的に研修の
質の向上を図っていることがわ
かった。また、同行援護が多く必
要とされる場面を定量的に明らか
にした。

臨床研究ではないため、非該当。 該当せず。

同行援護従業者養成研修の資格
要件である一般課程の研修だけ
では実務に必要な能力が確保さ
れないという意見があり、課題を
解消したカリキュラム改正案を調
査に基づき作成し、試行研修によ
り実施可能性を確認した。応用課
程は、サービス提供責任者の質
的向上を図ることに焦点を当てた
研修とするカリキュラム案を提示
した。盲ろう者向け通訳・介助員
派遣事業の研修既習者が同行援
護の一般課程を受講する際の免
除科目を関係者らと協議しつつ提
案した。これらは今後の同行援護
の研修制度の改定の基礎資料と
なると期待される。

視覚障害者（単独障害）及び盲ろ
う者（重複障害）のより安全かつ
質の高い同行援護サービスが実
施されるようになり、当事者の社
会参加の増加・ＱＯＬの向上につ
ながることが期待される。

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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国内の病原体
サーベイランス
に資する機能的
なラボネットワー
クを強化するた
めの研究

3 3

新興・再興
感染症及
び予防接
種政策推
進研究

宮崎　義継

地方衛生研究所と感染研が共同
で公衆衛生上重要な疾病に対処
する機能的枠組みとしてレファレ
ンスセンターを運用した。各レファ
レンスセンター世話人と衛生微生
物協議会レファレンス委員の間
で、各疾病において対処すべき検
査や疫学の課題を検討し、当該
疾病や病原体の診断法・疫学解
析法の確立および評価を行った。
遺伝子検出系・血清診断・型別法
の開発・改良と地衛研への配布を
行い、国内の検査体制の強化に
貢献した。

レファレンスセンターの対象とする
各病原体の同定法を構築すること
で臨床診断に間接的に貢献した。
また、病原体の血清型や遺伝型
を解析するため、アウトブレイク時
の疫学リンク解明も行った。

以下の病原体検出マニュアルの
新規追加・改訂を行った。新規、ノ
ロウイルス、つつが虫病、日本紅
斑熱、ロッキー山紅斑熱、新型コ
ロナウイルス感染症、アデノウイ
ルス下痢症、ＲＳウイルス感染
症、重症熱性血小板減少症候
群、ウイルス性肝炎（Ｅ型肝炎及
びＡ型肝炎を除く）、侵襲性肺炎
球菌感染症、サポウイルス、新型
コロナウイルスゲノム解析マニュ
アル、侵襲性インフルエンザ菌感
染症。ほか改訂20疾患

薬剤耐性菌、麻疹・風疹をはじめ
とする公衆衛生上重要な感染症
について検査体制を強化したこと
は、正確な感染症疫学情報の収
集に直結し行政施策の立案に貢
献した。

特記事項なし 29 61 28 0 81 2 1 0 0 1
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急性弛緩性麻
痺、急性脳炎・脳
症等の神経疾患
に関する網羅的
病原体検索を含
めた原因及び病
態の究明、治療
法の確立に資す
る臨床疫学研究

3 3

新興・再興
感染症及
び予防接
種政策推
進研究

多屋　馨子

原因不明症例の31％から急性脳
炎・脳症の原因と考えられる病原
体遺伝子が検出された。日本脳
炎、ダニ媒介脳炎は全例で否定さ
れたが、正確に診断されていない
JE患者あるいはTBE患者が存在
する可能性を考慮する必要があ
る。自己免疫性脳炎に関する検
討では、免疫組織化学を用いた
抗神経抗体の新規検出法を確立
し，抗体価定量法を開発した。自
己免疫性脳炎の約8割は神経学
的予後良好であったが，社会復帰
は約6割にとどまった。国内で販
売されている免疫グロブリン製剤
すべてにおいてEV-D68に対する
中和抗体が検出された。

2015年発症AFMは1〜2肢麻痺と
して運動障害持続率は高いが、
障害レベルは発症3年で全般的に
改善した。2018年発症AFMは重
症例（4肢麻痺、人工呼吸管理）が
多かった。AFM症例の画像所見
は類似し、長大な脊髄縦走病変
が半数、急性期に灰白質＋白質
に病変を認める例が多かった。神
経生理学的特徴は、M波振幅の
低下とF波出現率の低下であり、
運動神経軸索型障害を呈し、脊
髄前角細胞の障害を示唆する所
見であった。小児入院症例全例調
査可能な福島県で3年間に発生し
た急性脳炎・脳症は19例であっ
た。

AFPについては、2018年5月から
全数届出制度が始まったが、
2015年に作成した「急性弛緩性麻
痺を認める疾患のサーベイラン
ス・診断・検査・治療に関する手引
き」を改訂し第2版を作成した。現
時点では、AFP症例でポリオ検索
のため2回の便検査を受けた症例
は少なかった。

WHO西太平洋地域でポリオの届
出ができていなかったわが国で、
2022年1月からAFP症例の届出開
始に貢献することができた。多く
の地衛研で、急性脳炎・脳症例か
ら病原体検索を実施しており、約
50%で陽性所見が得られていた。
地衛研ではAFP86症例からのべ
140種類の病原体が検出された結
果、コクサッキーウイルスが最も
多く、ライノウイルス、EV-D68、
EBV, CMV、HHV6, 7、がこれに続
いた。EV-D68は25.6%から検出さ
れ、鼻咽頭拭い液が72.7%、その
他の検体からは少なかった。

感染症発生動向調査に基づき報
告された急性脳炎・脳症は12年間
で6,147人で、2021年の報告数は
直近10年間で最低であった。AFP
は2021年までに275人が報告さ
れ、2021年は報告開始以降で最
低であった。適切な時期の適切な
種類の検体採取・保管・搬送が極
めて重要であり、急性期検体の確
保/保存の重要性を手引き等で周
知する必要があると考えられた。
小児科定点によるサーベイランス
のデータとGoogle Trendsによる検
索回数との間には強い正の相関
関係を認め、流行察知の一助に
なりうると考えられた。

1 65 28 1 50 9 0 0 1 1
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140

細菌の薬剤耐性
機構解析に基づ
いた多職種連携
による効率的・効
果的な院内耐性
菌制御の確立の
ための研究

3 3

新興・再興
感染症及
び予防接
種政策推
進研究

大毛　宏喜

　高齢者施設利用者の間で高率
に薬剤耐性菌保菌が拡がってお
り，一部の菌種では生存期間の
短縮と関連があった．分子疫学解
析から地域での拡がりが示唆さ
れ，薬剤耐性菌対策の対象として
重要である事を証明し得た．また
抗菌薬適正使用の対象である経
口抗菌薬の二次医療圏毎の使用
状況把握，モニタリング手法開
発，検査適正化ガイド作成を通じ
て，今後の適正使用手引き作成
の基礎研究を行った．

　高齢者施設での感染対策は専
門家が不在で財源も乏しいが故
に，効率の良い方策が求められ
る．胃瘻などの薬剤耐性菌保菌リ
スクを明らかにしたことで，ポイン
トを絞った対策の立案が可能にな
る．抗菌薬適正使用においては，
経口薬のみならず，外用抗菌薬
の過剰使用も明らかになり，対象
とすべき薬剤が明らかになった．
また抗菌薬適正使用の教育を受
けた保険薬局の薬剤師の重要性
が示唆される結果であり，従来介
入が困難であった処方医へのア
プローチの端緒となり得る．

　抗菌薬適正使用の前提となる微
生物検査について，WHOの提唱
するdiagnostic stewardship（DS）
の概念を活用し，検査前・検査・
検査後の各ポイントにおける
チェックリストからなる「DSガイド」
を作成し，日本臨床微生物学会
誌に投稿した．診療所や外部委
託検査機関でも活用可能な簡易
なガイドとなっている．

　高齢者施設に対して，感染対策
の人材や財源を投入する意味が
あるのかは，これまで基礎データ
がなく不明であった．本研究に
よって高齢者施設での薬剤耐性
菌伝播が地域レベルに影響しうる
こと，施設利用者の生存期間に関
連する事が明らかになり，施策立
案の根拠を示す事が出来た．また
抗菌薬適正使用では経口抗菌薬
の乱用抑制に従来苦慮してきた
が，正確な実態把握が困難であっ
た．データベースの詳細な分析で
処方実態が把握できる事がわか
り，今後の抗菌薬適正使用手引き
の作成や効果判定に有効な情報
を提示できた．

　本研究成果を元に，次年度から
の継続研究班において，高齢者
施設における薬剤耐性菌感染対
策マニュアルや，抗菌薬適正使用
の手引きの作成につなげることが
可能となった．これらの成果物が
完成すれば，次期薬剤耐性
（AMR）アクションプランの数値目
標達成に寄与する事が期待でき
る．

2 4 0 0 0 0 0 0 0 0

141

成人の侵襲性細
菌感染症サーベ
イランスの充実
化に資する研究

3 3

新興・再興
感染症及
び予防接
種政策推
進研究

大石　和徳

65歳以上に対する23価肺炎球菌
莢膜ポリサッカライド(PPSV23)接
種のBroom’s 法によるIPDに対す
る予防効果を発表し、この成果が
Emerg Infect Dis(2020年)に掲載
された。2013年の小児13価結合
型肺炎球菌ワクチン導入による成
人への間接効果が明らかになっ
たのに対し、2014年の高齢者の
PPSV23による定期接種導入の
IPD血清型分布への直接的な効
果は認められなかったことを報告
した。これらの成果はVaccine誌
(2022年)に掲載された、国内外か
ら反響があった。

成人の侵襲性肺炎球菌感染症
(IPD)の経年的な解析から、2018
〜2019年の成人IPDの死亡リスク
は、2013〜2015年と比較して有意
に低下した、成人の肺炎球菌性
髄膜炎は非髄膜炎に比べて、年
齢と致命率が有意に低く、機能
的・解剖学的無脾症、血清型10A
および23Aは髄膜炎の発症リスク
が有意に高いことを報告した。肺
炎球菌血清型3の莢膜遺伝子とヒ
アルロニダーゼ遺伝子が
Streptococcus oralisのゲノムへ
組換えを起こした侵襲性感染症2
例を報告した。

以下のガイダンスを発出し、肺炎
球菌ワクチンの接種啓発を行っ
た。

 1)65歳以上の成人に対する肺炎
球菌ワクチン接種に関する考え方
（第3版　2019−10−30）
日本呼吸器学会呼吸器ワクチン
検討 WG 委員会/日本感染症学
会ワクチン委員会・合同委員会
（大石和徳 、他）（2019年10月30
日）

 2)「6歳から64歳までのハイリスク
者に対する肺炎球菌ワクチン接
種の考え方」日本呼吸器学会呼
吸器ワクチン検討 WG 委員会/日
本感染症学会ワクチン委員会・合

2013〜2019年の成人IPD症例の
血清型罹患率を解析し、成人領
域では血清型置換は起こってい
ないことを確認した。また、高齢者
の次世代肺炎球菌ワクチン
(PCV15, PCV20)の導入に向けて
ワクチン効果の推定の基礎資料
を提供できた（Tamura K, et
al.Vaccine.40:3338-44,2022）。
COVID−19の国内流行の影響に
より2020〜2021年にはIPD, IHD,
IMD、STSSの届出数は大きく減少
したが、サーベイランスを中断す
ることなく継続できた。

2021年12月2〜3日に長野県軽井
沢町で第3回アジア肺炎球菌シン
ポジウムを対面＋オンラインのハ
イブリッド形式で開催した。日本、
中国、韓国をはじめ米国、スイス
等7カ国から臨床医、研究者、企
業関係者、約150名が参加し、各
国の小児成人のサーベイランス
の情報、次世代ワクチンの情報を
共有した。わが国からの多くの研
究成果を国内外にアピールするこ
とができた。

0 17 6 0 0 4 0 0 0 2

142
わが国の狂犬病
予防体制の推進
のための研究

3 3

新興・再興
感染症及
び予防接
種政策推
進研究

前田　健

狂犬病の国内発生があり、遺伝
子解析により感染地を推定した。
国内の飼育犬の90％が狂犬病に
対して抗体を保有していた。狂犬
病ワクチンでは一部のリッサウイ
ルスには効果がないことが再確
認された。

狂犬病患者発生の対応を行った。
検査においてはリアルタイムPCR
の重要性とともに、通常のRT-
PCRの重要性が再確認された。
患者に関わった関係者へのリスク
アセスメントの必要性が明らかと
なった。狂犬病の曝露後ワクチン
接種者が想像以上に多く、狂犬病
に対する情報提供の必要性が明
らかとなった。

狂犬病の登録を抹消しない場合
が多いが、25歳を上限に抹消して
いいことを提言した。「医療現場に
おける狂犬病曝露のリスクアセス
メント」の作成を開始した。

コンテナ迷入動物が数件存在して
いる事実が明らかとなった。野生
動物の対策とともに迷入動物の
対策が求められる。

狂犬病予防法施行規則における
ストリキニーネの明文化を避ける
べきと提言した。これまで国内で
狂犬病のリスク評価は概ね問題
ないことを確認した。

0 9 2 4 21 4 0 0 0 18
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143

新型コロナワク
チン追加接種並
びに適応拡大に
かかわる免疫持
続性および安全
性調査（コホート
調査）

3 3

新興・再興
感染症及
び予防接
種政策推
進研究

伊藤　澄信
新型コロナワクチン追加接種（3回
目）の安全性に大きな懸念がない
ことの中間報告を行った。

新型コロナワクチン追加接種（3回
目）の安全性に大きな懸念がない
ことの中間報告を行った。

なし

新型コロナワクチン追加接種（3回
目）について、第76回厚生科学審
議会予防接種・ワクチン分科会副
反応検討部会、令和３年度第28
回薬事・食品衛生審議会薬事分
科会医薬品等安全対策部会安全
対策調査会（合同開催、令和４年
２月18日）及び第77回厚生科学審
議会予防接種・ワクチン分科会副
反応検討部会、令和３年度第30
回薬事・食品衛生審議会薬事分
科会医薬品等安全対策部会安全
対策調査会（合同開催、令和４年
３月18日）において、中間報告を
発表した。

新型コロナワクチン追加接種（3回
目）に関して、厚生科学審議会予
防接種・ワクチン分科会副反応検
討部会、薬事・食品衛生審議会薬
事分科会医薬品等安全対策部会
安全対策調査会（合同開催）にて
発表した内容や資料は、多数の
マスメディア等で報道、掲載され
た。

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

144

野生動物及び愛
玩動物が保有す
る動物由来感染
症の国内サーベ
イランスシステム
の構築に資する
研究

3 3

新興・再興
感染症及
び予防接
種政策推
進研究

前田　健
動物由来感染症に関する情報収
集とマニュアル作成が開始された

福岡県によるワンヘルスに関する
取り組みが開始された。

動物由来感染症の診断マニュア
ルの作成を開始した。

国内におけるOne Healthの取り組
みの大きな第一歩となった。

One Healthの取り組みとして、いく
つかの新聞社などから問い合わ
せがあるとともに、各種専門家か
らの問い合わせも多い。

0 0 1 0 1 0 0 0 0 1

145

感染症危機対応
医薬品等の利用
可能性確保に関
する研究

3 3

新興・再興
感染症及
び予防接
種政策推
進研究

田辺　正樹

厚生労働省「感染症危機対応医
薬品等の利用可能性確保に関す
る検討会」において示された重点
感染症の暫定リスト（案）および重
点感染症の妥当性の判断要素・
考慮すべき事項（案）を踏まえ、外
部シンクタンクへの業務委託の内
容も含め、本研究班で実施すべき
内容の検討を行った。今後、（１）
重点感染症の該当性の判断基準
及び暫定リストの精緻化、（２）各
重点感染症に対する①ワクチン、
②治療薬、③診断技術（検査）の
現状評価及び利用可能性確保に
係る検討を行っていく。

特記事項なし。 特記事項なし。 特記事項なし。 特記事項なし。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

146

新型コロナウイ
ルス感染症等の
積極的疫学調査
のあり方や人材
育成等に関する
開発研究

3 3

新興・再興
感染症及
び予防接
種政策推
進研究

砂川　富正

COVID-19のクラスター対策をもと
に国・自治体や保健所との連携を
図り、積極的疫学調査のあり方を
見直す機会を図った。

特機事項なし 特機事項なし

COVID-19のクラスター対策を継
続するにつれて、COVID-19等感
染症についての積極的疫学調査
のあり方を整備・強化する機会が
できた。

特機事項なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

147

風しん第5期定
期接種の対策期
間延長における
風しん予防接種
促進に関する研
究

3 3

新興・再興
感染症及
び予防接
種政策推
進研究

多屋　馨子

本研究班で使用する風疹イムノク
ロマト法迅速キット（以下、ICA迅
速キット）では、風疹IgG抗体とIgM
抗体の両方が同時に検査可能で
ある。しかしながら、風疹IgM抗体
が陽性と判定された場合は、その
原因を精査する必要があり、当日
のワクチン接種は実施できない。
そのためのスキームについて検
討を行った。企業での風疹予防接
種促進に関連する文献レビューを
実施し、大企業・中小企業・健診
機関におけるヒアリングおよび質
問票調査の項目の検討、および
事前準備を行った。

風疹第5期定期接種実施率を向
上させ、成人男性（昭和37年4月2
日～昭和54年4月1日生まれ）に
蓄積した風疹感受性者を減少さ
せるためには、風疹抗体検査を受
けやすい環境づくりが重要であ
る。現在、風疹抗体検査が第5期
定期接種対象男性の約25％、MR
ワクチン接種率が約5％と低い。
ICA迅速キットを活用して、受診回
数を減らし、風疹第5期定期接種
の実施状況を向上させるための
実施方法を立案し、実現に向けた
準備を行った。

風疹抗体ICA迅速キットを用いた
医療機関・健診実施機関での、検
査・ワクチン接種の流れをシミュ
レーションして、抗体検査結果判
明後のアルゴリズムの作成と、全
国展開に向けた方法の立案・準
備を行った。

自治体のクーポン配布に同封す
るリーフレットに記載する情報の
検討を行ない、リーフレットのデザ
インを決定した。今後、リーフレッ
トの同封の効果計測を行う。ま
た、クーポン配布が終了した時期
に、オンラインRCT調査を行う。さ
らに、研究結果をRIETIの
Discussion Paper Seriesとして２
本の論文にまとめた。

第5期風疹定期接種対象年齢の
男性の風疹抗体保有率が高くな
ることで、日本の風疹排除達成に
効果が期待される。

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
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148

各種抗ウイルス
効果を標榜して
いる製品の
SARS－CoV－2
に対する不活化
効果の確認と実
効性の高い感染
対策法の確立

3 3

新興・再興
感染症及
び予防接
種政策推
進研究

花木　秀明 現在は特記事項なし。 現在は特記事項なし。 現在は特記事項なし。 現在は特記事項なし。 現在は特記事項なし。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

149

感染症パンデ
ミックに即応する
臨床研究のため
の体制について
の国際調査およ
び我が国の将来
の体制整備に向
けた研究

3 3

新興・再興
感染症及
び予防接
種政策推
進研究

飯山　達雄

先端的な臨床試験デザインを日
本主導で実施するための体制提
案・整備ロードマップ検討にあた
り、（SP1）「COVID-19関連臨床試
験の試験代表医師インタビュー調
査」（SP2）「国民パネル調査」
（SP3）「規制当局インタビュー」
（SP4）「海外研究開発体制に関す
る調査」についてそれぞれ調査を
開始するとともに、R4年5月末まで
に隔週計５回の会議を開催してい
る。

前項の調査分析を進めながら並
行して、パンデミック下での必要な
医療プロダクトの迅速な開発から
臨床使用までのプロセス、実施に
際しての公衆衛生、医療対応と研
究開発活動との現場での調整な
どを検討している。

現在未定

検討会議において、関係する行政
官の方にも参加して頂き、本研究
班の検討内容が実際の行政上の
改善にも反映できるように、実務
的な側面や関連施策について情
報提供や意見交換の機会を持っ
ている。

パンデミック下において迅速な研
究開発を促進するため、研究開発
プロセスのうち治験部分を中心
に、トランスレーショナルリサー
チ、他のエビデンス、公衆衛生や
医療の対応などとの連携、調整も
踏まえて情報分析、課題抽出、新
たな提言につなげ、本邦の基盤
の再整備に貢献したい。

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150

AMRに関するア
ジア太平洋ワン
ヘルス・イニシア
チブ（ASPIRE）の
実行に関する研

3 3

新興・再興
感染症及
び予防接
種政策推
進研究

菅井　基行

令和4年3月23日に交付決定があ
り、全額令和4年度に繰り越した
ので、令和3年度中の研究は未実
施。

令和4年3月23日に交付決定があ
り、全額令和4年度に繰り越した
ので、令和3年度中の研究は未実
施。

令和4年3月23日に交付決定があ
り、全額令和4年度に繰り越した
ので、令和3年度中の研究は未実
施。

令和4年3月23日に交付決定があ
り、全額令和4年度に繰り越した
ので、令和3年度中の研究は未実
施。

令和4年3月23日に交付決定があ
り、全額令和4年度に繰り越した
ので、令和3年度中の研究は未実
施。

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

151

新型コロナウイ
ルス感染症によ
る他疾患を含め
た医療・医学に
与えた影響の解
明に向けた研究
-今後の新興感
染症発生時の対
策の観点から-

3 3

新興・再興
感染症及
び予防接
種政策推
進研究

門田　守人

臨床内科、臨床外科、社会医学、
基礎医学、病院経営の各分野に
おいて、研究グループを立ち上
げ、各グループで実施する研究課
題について検討した。

特記事項なし 特記事項なし 特記事項なし 特記事項なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

152
エイズ動向解析
に関する研究

3 3
エイズ対策
政策研究

羽柴　知恵
子

アウトブレイクや検査で捕捉され
ていない感染者を含む可能性の
あるdTCが継続的に観察され、こ
れらが東海地方hard-to-reach層
を形成していることが示唆され
た。またどのクラスタにも所属しな
いsingleton患者の現住所はむしろ
名古屋市中心部には集積してい
なかった。以上より、従来の名古
屋市中心部の啓発活動に加え
て、名古屋市全体及び岐阜県と
の県境に行うことが有効であるこ
とが示唆された。今後はsingleton
の情報をより多く解析することで
新たな啓発必要地域が候補に上
がる可能性がある。

GIS解析や社会学的調査との関
連性を調査できれば、アウトブレ
イクやhard-to-reachのリスク因子
について解析が可能となり、感染
者の特徴の理解を通じて、行政の
対策に寄与することが期待でき
る。

なし

GIS解析や社会学的調査との関
連性を調査できれば、アウトブレ
イクやhard-to-reachのリスク因子
について解析が可能となり、感染
者の特徴の理解を通じて、行政の
対策に寄与することが期待でき
る。

最も性行動が活発な20歳代に届く
予防啓発、検査普及メッセージの
アウトリーチのためには、位置情
報付きの出会いアプリ広告に加え
SNSの活用は重要になることが考
えられた。新型コロナ感染症拡大
前においても郵送検査の利用の
希望割合は4割を超えており、
MSMにおける一つの検査オプショ
ンとなることが示された。

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
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153

HIV検査と医療
へのアクセス向
上に資する多言
語対応モデルの
構築に関する研
究

3 3
エイズ対策
政策研究

北島　勉

日本語学校に在籍中の留学生や
技能実習生に対する保健行動や
HIV検査へのアクセス状況につい
て調査し、HIV検査受検への意識
が高いが、受検を促進するために
は、HIV検査が無料匿名、言語の
支援がある状況で実施されること
が望ましいことがわかった。研究
成果はPOLS ONEに掲載された。

特になし 特になし

2020年度には東京都南新宿検査
相談室、2021年には神奈川県の
委託で実施されている検査事業
のWeb上の案内に関連して、中国
語やベトナム語への対応支援を
行った。

研究班が開催した研修によって育
成した医療通訳を保健所等から
の要請に基づき、2018年度は11
人（中国語10人、ネパール語1
人）、2019年度ベトナム語1人、
2020年度ベトナム語2件を派遣し
た。在留外国人を対象としてHIV
検査会を開催し、13人に無料匿名
でHIVと梅毒の検査を提供した
（https://www.facebook.com/grou
ps/998205400981224）。

6 1 1 1 2 1 0 0 0 1

154

肝炎ウイルス感
染状況の把握及
び肝炎ウイルス
排除への方策に
資する疫学研究

3 3
肝炎等克
服政策研
究

田中　純子

国民の健康維持推進のため肝炎
対策、感染予防対策、行政施策
の目標値設定や効果測定の際の
基礎資料、厚生労働省各種検討
会の資料提示。1)HBV,HCVの
キャリア・患者数推計、大規模集
団から算出した感染状況 2)医療
機関受診率の現状把握と受検・
受診促進の要因分析 3)肝炎検査
陽性妊婦の治療導入実態、透析
医療施設感染状況の把握 4)HBV
持続感染者、SVR後の肝発癌を
含む長期予後 5)2030年ウイルス
肝炎eliminationへ達成状況・課題
把握6)全国市町村別肝がんSMR
死亡1971-2020年資料集

・多施設血液透析患者コホートの
長期予後に関する調査研究を行
い、HBsAg陽性率、HCV RNA 陽
性率を明らかにした。また透析施
設における感染予防のガイドライ
ン改訂(令2)、DAA治療の推奨に
より、抗体陽性透析患者中のHCV
RNA陽性率の低下を明らかにした
・薬物乱用歴のある精神科患者
集団を対象とした血清疫学調査
研究を行い、HCV RNA陽性率を
明らかにした。見出された陽性者
はいずれも過去に肝炎ウイルス
検査を受検していたが、８割が治
療へと繋がっておらず課題を提示
した

■平成24年に報告した「新たなC
型肝炎ウイルス検査手順」におい
て、令和元年度上市前の
Architect HCV reformulationの
HCV抗体検出試薬としての有用
性を評価。標準試薬との一致率
は98.6％、感度94.6％、特異度
99.5％で適切であることを報告し
た
■2016-2020年における肝癌標準
化死亡比EBSMRを市区町村別に
推定し、肝癌死亡の疾病地図を
作成。これまでの結果と合わせ
て、1971-2020の50年間の全国市
町村別肝がんSMR死亡分布地図
資料集を提示した

■2021年度第26回厚労省肝炎対
策推進協議会参考人報告
■肝がん・重度肝硬変治療促進
事業見直しの為、患者数・医療費
の分布、高額医療の実態をNDB
で解析し基礎資料提示
■2019:WHO The 28th Meeting of
theTAG(Manila)Circumpolar
Hepatitis WG in WHO and
CDC(Copenhagen)2022:CEVHAP
JointPublicHealth
Symposium(Seoul)日赤需要予測
委員等、疫学専門家として出席、
寄与

■2019年：読売新聞「B型・C型肝
炎の医療費助成」6-9月：県立図
書館資料展示「B型・C型肝炎を知
ろう～沈黙の臓器、肝臓を守るた
めに～」12月：広島テレビ丸ごと！
好奇心「知っとる!?Ｃ型肝炎はどん
な病気？」■2020年1月：NEWS
TV「Ｃ型肝炎疾患啓発」朝日新聞
はてなスコープ「肝炎ウイルス感
染気づかず、肝硬変やがんに」6
月：広島FM放送大窪シゲキの９ジ
ラジ「ウイルス肝炎の話」■2022
年3月医療NEWSQLifePro等「日
本の肝炎ウイルス持続感染者
数、2035年までの動向を予測」

0 61 19 0 59 19 0 0 4 41

155

特定行為研修の
修了者の活用に
際しての方策に
関する研究

3 3
地域医療
基盤開発
推進研究

真田　弘美

文献レビューと特定行為研修修
了者（以下、修了者）や指導医、
管理者を対象としたヒアリングに
より、修了者の効果を評価するた
めのアウトカム指標を網羅し、前
向きコホート研究で修了者が所属
しない対照群と比較して修了者が
所属する群ではBarthel Indexの
改善点（（退院時点数）－（入院時
点数））が有意に高値であったこと
を本邦で初めて示した。成果は国
際および国内の医療従事者が参
加する学術集会で発表され、大き
な反響があった。

修了者の効果を定量的に示すこ
とのできる指標として、患者・施設
サービス、訪問看護サービス利用
者のBarthel Indexの変化、脱水発
生、電解質異常発生、褥瘡による
感染症の発生、観察期間の褥瘡
の保有、尿路感染の発生などを
見出した。さらにこれらの指標に
関するデータをWeb上で入力・回
収可能なシステムを作成すること
で、全国の修了者からアウトカム
指標を収集し医療の質向上に与
える修了者の成果を示す基盤を
構築した。

本研究の目的は看護師が特定行
為を実施できるようになったことが
患者QOL、医療の安全性、医療
者の労働環境、医療コストにどの
ような影響を与えるかに関して、
全国共通で使用可能な客観的か
つ定量可能な指標を用いて評価
することであり、ガイドライン等の
開発を目指していないため、該当
しない。

修了者、指導医、管理者へのヒア
リングから、特定行為研修修了者
の配置前と比較し、配置後に医師
による1週間あたりの指示回数、
医師による夜間帯の指示回数、
病棟看護師の月平均残業時間、
医師の年間平均勤務時間が有意
に減少したことを明らかにした。こ
の成果は、第3回医師の働き方改
革を進めるためのタスク・シフト/
シェアの推進に関する検討会
（2019年11月20日）の参考資料と
して活用され、タスク・シフト/シェ
アの推進に貢献した。

修了者の活動による医療の質向
上、医療従事者の労働環境の改
善といった効果を定量的に示した
研究の成果について、指定研修
機関でのフォーラムや看護協会
主催のイベントにて講演を行っ
た。

0 0 2 0 4 2 0 0 1 2

45



開始 修了 和文 英文等和文 英文等国内 国際 出願 取得 施策への反映普及・啓発活動

Ｎｏ． 研究課題名
年度

研究事業名 研究代表者 専門的・学術的観点からの成果 臨床的観点からの成果 ガイドライン等の開発
その他
（件数）その他行政的観点からの成果 その他のインパクト

原著論文
（件数）

その他の論
文等（件数）

学会発表
（件数）

特許（件
数）

156

新規及び既存の
放射線診療に対
応する放射線防
護の基準策定の
ための研究

3 3
地域医療
基盤開発
推進研究

細野　眞

新規および既存の放射線診療を
安全かつ有効に実施するための
基準や指針を示すために、さまざ
まの診療用放射線の手法を対象
にして検討した。分担課題で扱っ
たα線放出核種アスタチン-211
（211At）を用いた核医学治療は国
内で開発されたものであり、その
ような革新的な放射線手法を医療
の場に導入するにあたって、拠る
べき基準や指針をデータと理論に
基づいて示すことができたのは意
義があった。

α線核種アスタチン-211を用いた
核医学治療は国内で開発された
ものであり、これを含めて革新的
な放射線手法を医療に導入する
にあたって基準や指針を提供し
た。X線CT装置の遮蔽評価法など
をはじめ、さまざまな状況での放
射線防護上の課題が日々顕在化
している。放射線治療において、
RALS室に併設されたCTエックス
線装置の単独使用について検討
した。IVR術者の眼の水晶体の等
価線量評価の課題は、放射線診
療従事者全般の被ばくの低減に
つながる。多職種の放射線診療
従事者への研修プログラムは医
療現場で有効に活用される。

α線放出核種アスタチン-211の
臨床試験における適正使用マ
ニュアル、ルテチウムオキソドトレ
トチド（177Lu）の上市後の適正使
用マニュアルなどを開発した。

本研究の成果の一部は「放射性
医薬品を投与された患者の退出
等について」（令和3年8月19日医
政地発0819第1号）（神経内分泌
腫瘍に対するルテチウムオキソド
トレオチド（177Lu）（ルテチウム-
177標識ソマトスタチンアナログ）
の退出基準）、「医療法施 行規則
等の一部を改正する省令」(令和4
年4月1日厚生労働省令第 75
号）、「病院又は診療所における
診療用放射線の取扱いについて」
の一部改正について（令和4年6月
17日医政発0617第２号）等に資料
として用いていただくことができ
た。

診療用放射線の安全管理の動画
は日本医師会のYouTubeサイトに
掲載され10万を超えるアクセスを
いただいた。

0 52 3 0 3 3 0 0 0 1

157

国土強靭化計画
をふまえ、地域
の実情に応じた
災害医療提供体
制に関する研究

3 3
地域医療
基盤開発
推進研究

小井土　雄
一

新型コロナウイルス感染症
(COVID-19)の影響で研究計画は
影響を受けざる得なかったが、ダ
イヤモンド・プリンセス号への
COVID-19対応、その後の市中感
染対応、クラスター対応において
は、正にこれまで培ってきた災害
医療対応のノウハウが活かされ
た。COVID-19対応では現行の健
康危機管理体制の成果と課題が
明らかとなり多くの知見を得た。
最終的には、多発する気象災害
対応、およびCOVID-19対応で得
られた知見も加味し、国土強靭化
計画の具現化のための戦略・マ
ニュアル・ガイドラインを提示でき
た。

周産期センター以外の分娩取扱
施設(病院・有床診療所)で活用可
能なBCP策定マニュアル」を作成
し、施設の医療従事者を対象とす
るWEBセミナーを、日本産科婦人
科学会とともに企画し開催した。
令和元年6月に公表された南海ト
ラフ巨大地震の被害想定（再計算
値）をもとに、徳島県、香川県、愛
媛県、高知県、大分県、宮崎県の
「医療搬送が必要数=重傷者発生
数―県内の重症患者受け入れ能
力」を算出した。今後は、本研究
で明らかになった「医療搬送必要
数」をもとに、具体的医療搬送計
画を検討することが可能である。

本研究班で作成したガイドライン・
マニュアルは以下である。
「医療機関のための災害時受援
計画作成の手引き」
「一般病院におけるBCP作成マ
ニュアル」
「周産期センター以外の分娩取扱
施設（病院・有床診療所）で活用
可能なBCP策定マニュアル」
「災害時小児周産期リエゾン運用
マニュアル」
「災害医療コーディネーター活動
マニュアル」
受援医療機関の定型的評価基準
「病院行動評価群」ガイドライン
「US-DMAT/EMT 国際受援標準
業務手順書（案）」

新型コロナウイルス感染症対応に
関して、これまでDMATロジスティ
クス研究によって培われてきた本
部運営の情報集約・共有、医療資
源調整、多機関連携等のノウハ
ウが、各都道府県のコロナ調整本
部で活かされた。具体的には41都
道府県コロナ調整本部にDMAT関
係者が参画し、27都道府県では
DMATが常駐した。またクラスター
発生病院/施設支援宿泊療養施
設においても300か所以上の支援
を行った。本研究班の成果が社会
的に還元され、病院・施設関係
者、行政、国から高い評価を得
た。

国際医療チームの受援に関して
は米国と国際受援訓練（米国保
健福祉省、米国大使館等と連携）
を実施し成果としてUS-
DMAT/EMT 国際受援標準業務
手順書を開発した。ダイアモンドプ
リンセス号の米国人325人を送還
させる任務においては米国DMAT
とは本研究班を通しての関係があ
り円滑な連携活動が行われ米国
大使館からも評価を得た。J-
SPEEDはWHOにより高く評価され
世界標準のMinimum Data Setとし
て採用された。日本の災害医療
ツールが国際的に採用され国際
貢献がなされた。

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

158

薬価制度抜本改
革に係る医薬品
開発環境および
流通環境の実態
調査研究

3 3
地域医療
基盤開発
推進研究

成川　衛 特記事項なし 特記事項なし 特記事項なし 特記事項なし 特記事項なし 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

159

地域における歯
科疾患対策を推
進するための
ニーズの把握お
よび地域診断法
を用いた評価方
法の確立のため
の研究

3 3
地域医療
基盤開発
推進研究

福田　英輝

市区町村における歯科疾患対策
は、自治体類型別・人口区分別に
実施割合に差がみられた。しかし
ながら、歯科疾患対策の実施に
は、PDCAサイクルの好循環を促
す「会議体の設置」「歯科保健計
画の策定」が重要であることが示
された。障害者支援施設/障害児
入所施設や介護老人福祉施設/
介護老人保健施設での歯科疾患
対策は、十分な展開がされていな
い現状が明らかとなった。障害
者・児への歯科保健サービスの提
供については、国等が具体的な
指針を提示する必要があると考え
られた。

とくになし とくになし

歯科疾患対策の円滑な実施に
は、「会議体の設置」「歯科保健計
画の策定」が有効であることが示
されたことから、歯科疾患対策に
関する自治体のストラクチャー指
標としての活用が期待される。

とくになし 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
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160

新たな歯科医師
臨床研修制度に
おける評価方法
の構築に向けた
基盤研究

3 3
地域医療
基盤開発
推進研究

田口　則宏

令和４年度より運用が開始される
新たな歯科医師臨床研修制度に
おいて、臨床能力評価法を確立
するための検討を行った。本研究
では、先行する医師臨床研修に
おける評価方法を参考に、歯科医
師臨床研修の実情に見合った方
法の開発を行ったところ、評価の
手順や評価の視点・観点、評価基
準等について具体的、かつ明確
に示すことができた。本成果は令
和4年4月以降、全国の研修施設
で活用されており、社会的にも大
きな意義があると考えられる。

歯科医師臨床研修制度における
従前の評価の問題点を克服し、
新たな評価方法の構築を行った。
歯科医療を取り巻く社会環境の変
化をふまえ、より柔軟に、かつ多
面的に評価ができるように配慮
し、また卒前から卒後にシームレ
スにつながる歯科医師の成長を
ふまえ、評価基準では各段階の
マイルストーンを明確にした。これ
により、単なる臨床能力評価にと
どまらず、広い視点からの歯科医
療者の成長を可視化する枠組み
が構築できたと考えられる。

令和４年度より運用が開始される
新たな歯科医師臨床研修制度に
おける到達目標の評価方法につ
いて、「歯科医師臨床研修評価ガ
イドライン」の形で明示した。これ
により、全国300以上の歯科医師
臨床研修施設において一定の枠
組みおける到達目標評価が可能
となり、公的な制度として実施され
る歯科医師臨床研修の運用に資
するものと考えられる。本ガイドラ
インは令和４年３月に一般公開
し、すでに全国の研修施設におい
て活用されており、本研究の社会
的な意義は極めて大きいと考えら
れる。

新たな歯科医師臨床研修制度を
全国で適切に運用するために必
要な臨床能力評価方法の構築に
ついて、全国の歯科医師臨床研
修関係者の意見をふまえて原案
を構築し、全国公開シンポジウム
において意見を集約した上で、歯
科医師臨床研修評価ガイドライン
として取りまとめた。これらの成果
は、今後運用される歯科医師臨
床研修制度の効果的な推進に寄
与するとともに、社会の求める歯
科医師の養成に大きく貢献すると
考えられる。

本研究は、令和4年４月から運用
される新たな歯科医師臨床研修
制度における到達目標に対する
評価方法であり、目標の公表から
制度運用開始までに時間的余裕
がなく、全国の研修施設から早急
な構築の要望が非常に大きかっ
た。令和3年12月に全国公開シン
ポジウムを開催し、研究成果の概
要説明とともに意見交換を行うこ
とで、おおむね新たな評価方法に
対する理解が得られ、運用開始に
間に合うことができた。これらのこ
とから、本研究成果の社会的イン
パクトは極めて大きいと考えられ
る。

12 26 0 0 31 10 0 0 0 2

161

病院薬剤師への
タスク・シフティン
グの実態と効
果、推進方策に
関する研究

3 3
地域医療
基盤開発
推進研究

外山　聡

医師や他の医療職種から病院薬
剤師へのタスク・シフティングにつ
いてアンケート調査と事例解析を
行い、病院薬剤師へのタスク・シ
フティングについての実態と効果
を明らかにした。特に医師等と協
議・作成したプロトコールに基づく
タスク・シフティングや薬学的専門
性の高い業務のタスク・シフティン
グは、他職種の負担軽減効果が
大きく効果的であることが示され
た。今後の病院薬剤師へのタス
ク・シフティングを推進するための
基礎的資料となることが期待され
る。

特記事項なし 特記事項なし 特記事項なし 特記事項なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

162

医療安全に寄与
する患者参加の
推進に資する研
究

3 3
地域医療
基盤開発
推進研究

永井　庸次

病院の患者相談窓口の体制や活
動と、患者参加推進活動、病院と
センターの連携の実態等を明らか
にした。病院では、患者参加の定
義は明確でなく、その意味を認識
している担当者が少なかった。セ
ンターは、相談者が要望する場合
には、病院に対し相談内容を情報
提供していることが明らかにされ
た。全国の病院を対象にしたアン
ケート調査では約7割に医療対話
推進者養成研修を受講した職員
が在籍していた。約4割はセンター
の存在を認知していなかった。今
後は、患者参加の定義や患者参
加推進活動の要素等について明
らかにする必要がある

患者参加において医療安全支援
センターは大きな役割を担ってい
ると考えられるが現状、センター
職員の負担感は強く、相談受付業
務が主体であり、情報発信や研
修会の開催まで資源が回らない
ことが伺えた。相談受付業務の効
率化やセンター運営の定期的な
見直しを行うことで改善につなげ
ていく必要が示唆された。

ガイドラインは作成していない。

医療安全支援センターを対象にし
たアンケート調査ではセンターの
体制、取り組み、現状の課題等が
明らかになった。
医療従事者および入院患者を対
象にしたアンケート調査では医療
安全に寄与する可能性がある患
者参加推進活動10項目の中で、
医療従事者側の実施の認識と患
者側の経験の認識に差異がある
ことが明らかになった。
患者団体を対象にしたインタ
ビュー調査、およびアンケート調
査では患者団体が会員に対して
患者参加を推進していくために
は、前提となる明確な定義付けが
必要であることが示唆された。

特記なし 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
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開始 修了 和文 英文等和文 英文等国内 国際 出願 取得 施策への反映普及・啓発活動

Ｎｏ． 研究課題名
年度

研究事業名 研究代表者 専門的・学術的観点からの成果 臨床的観点からの成果 ガイドライン等の開発
その他
（件数）その他行政的観点からの成果 その他のインパクト
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（件数）

その他の論
文等（件数）

学会発表
（件数）

特許（件
数）

163

美容医療におけ
る合併症実態調
査と診療指針の
作成及び医療安
全の確保に向け
たシステム構築
への課題探索

3 3
地域医療
基盤開発
推進研究

大慈弥　裕
之

シミ�イボ�ホクロに対するレー
ザー治療、顔のシワ�タルミに対す
るPRP療法及びスレッドリフト治
療、ヒアルロン酸製剤注入による
乳房増大術等の安全性と有効性
について、文献検索を行いエビデ
ンスレベルを区分けした。その結
果、有効性に関する科学的根拠
が不足し、リスクの高い施術に対
しては、「行わないことを強く推奨
する」などの表現で注意を喚起し
た。成果はJSAPS機関誌に掲載
する予定で、前回同様国内外から
大きな反響があると考える。

美容医療診療指針の公表により、
医療者、患者ともに標準的な美容
医療の知識を共有できるように
なった。未承認医薬品、材料、機
器が多く使用される美容医療にお
いて、科学的根拠に乏しくリスク
の高い施術について注意喚起す
ることができたことで、充填材注入
による乳房増大術等の施術が統
計上も減少が明らかとなった。わ
が国の美容医療の安全性向上を
目指す上でも本診療指針の果た
す役割は大きい。また、美容医療
における医療安全に関する項目
についても記載した。今後、自費
診療施設における医療安全管理
体制の整備に役立つものと考え

美容医療に関連する5学会（日本
美容外科学会JSAPS・JSAS、日
本美容皮膚科学会、日本形成外
科学会、日本皮膚科学会）が合同
で美容医療診療指針を作成した。
加えて美容医療における医療安
全に関する項目を作成した。最終
案は班会議での合意と学会員へ
の意見聴取を行い、提出された意
見を反映させた最終版は関連5学
会の全理事会から承認を得た。

美容医療関連5学会の連携による
有害事象実態調査や診療指針作
成、患者意見収集事業を行うこと
で、わが国の美容医療に関する
課題等の情報共有ができ、美容
医療の質を向上させる。行政と連
携して医療安全�医療倫理上の課
題を検討し、重大な有害事象を回
避するためのシステム構築に活
用できる。美容医療機関に向けて
インフォームド・コンセントの徹底
や高難度新規医療技術・未承認
新規医薬品等を含む手続きの周
知、既存の医療安全施策の周知
と参加を推進するための施策、及
び再発防止システムの構築に活
用が可能である。

本研究事業で行った美容医療合
併症実態調査、美容医療診療指
針作成、及び美容医療患者体験
談調査と再発防止を検討するシス
テム構築課題整理の三研究の成
果は、日本形成外科学会を始め
とする関連学会で発表し医学系
雑誌でも掲載された。美容医療診
療指針は前回と同様、日本美容
外科学会会報に掲載する計画で
ある。

1 0 3 0 13 0 0 0 0 0

164

横断的課題に広
く対応し医療ICT
基盤上で活用さ
れる診療ガイドラ
インの作成・編
集・導入を推進
するための研究

3 3
地域医療
基盤開発
推進研究

福岡　敏雄

医療ICTで提案されているHL7
FHIR等の標準規格を含めた連携
技術について、診療ガイドラインを
医療現場で活用するための複数
の連携手法と技術的課題や将来
性について整理し、今後向かうべ
き方向性を示した。また、Mindsガ
イドラインライブラリーに掲載され
ている、国内の診療ガイドライン
の分類方法を、疾患カテゴリーだ
けではなく横断的領域カテゴリー
を加えて分類をし、今後重複領域
や不足領域を明らかにする体制
を整えた。

画像診断領域について国内外の
調査を行い、「疾患横断的課題に
対応する画像診断ガイドラインの
作成に向けた手引き」としてまとめ
た。画像診断は多くの診療ガイド
ラインに組み込まれている。この
手引きを利用する事で診療ガイド
ラインを効率よく作成できる事に
加えて、標準的な被ばく量の評価
や技術的な限界を踏まえた現場
にあったガイドライン作成が可能
となる。

日本医学放射線学会「疾患横断
的課題に対応する画像診断ガイド
ラインの作成に向けた手引き」を
まとめた。これは、ガイドラインを
作成するにあたってのガイドライ
ンとして活用されるものである。今
後学会ホームページで公開され、
画像診断を含む診療ガイドライン
の作成や編集に活用される予定
である。

令和4年度の厚生労働省委託事
業「EBM(根拠に基づく医療)普及
推進及び診療ガイドラインを参照
できる仕組みの開発研究事業」と
して、診療ガイドラインデータベー
スの整備�マッピング、ガイドライ
ン作成者支援、また医療情報シス
テムで活用されるための診療ガイ
ドラインを参照するシステム開発
などに、引き継がれる。

研究成果を踏まえ「医療の質向上
に向けた診療ガイドラインの活
用」講演を、厚生労働省補助事業
「医療の質向上のための体制整
備事業」で開催された第３回医療
の質向上のためのコンソーシアム
で行い、診療ガイドラインと医療
ICTの展開について意見交換を
行った。QI事業に参加する多くの
医療機関の病院管理者などの参
加を得た。

2 1 0 0 1 0 0 0 1 3

165

患者ニーズを踏
まえた美容医療
に関する調査と
課題整理のため
の研究

3 3
地域医療
基盤開発
推進研究

秋田　定伯

本結果は50名のアンケート解析で
あり、乳がんⅣ期の再建、ＳＮＳの
取り扱い、対側乳房整容的改善
（美容と同様の自由診療）につい
て検討した。美容医療の従事者・
患者はその枠内で確立するが、
一部が保険診療、一部が自由診
療の混在した領域は乳房・乳がん
の領域のみであると判断された。
乳房／乳がん領域で美容に対す
る考え方を決定することが重要思
われる。本研究は政策的なアン
ケートであり、今後もこの枠組み
で研究を継続することが重要であ
ると思われ保険適応まで進めるこ
とが重要であると判断された。

乳がん再建患者が、どのような説
明を受け、どのようなことで悩み・
フォローアップを受けているか、詳
細は美容医療同様実情について
不明な現状を踏まえ、乳房切除手
術（温存手術、全摘手術、予防的
切除など）ならびに乳房再建手術
後の18歳以上の女性50人のweb
アンケートでは、自家組織者（皮
弁（20名）、自家脂肪移植（15名））
または異物（インプラント＝美容医
療同様材料）（23名）使用者であっ
た。また脂肪注入について保険適
応については、おそらく皮弁自家
組織再建と同時に無償で提供さ
れていると推察された。

本研究はwebアンケートを用いた
端緒的研究であり、美容医療で用
いられるインプラントを含む乳ガン
切除後再建患者への初めてのア
ンケートで調査であった。本研究
で得られた、Ⅳ期の再建は既存ガ
イドラインでは推奨されていない
が、現状は実施しており、患者な
ど当事者意向を踏まえそれらにき
め細かく対応するガイドラインの
作成が必要である。また、SNS、
対側乳房整容改善など美容医療
と関連する不確定情報に対する
対処方法について医療者・患者当
事者で正しく理解し活用する方法
の開発とガイドラインでの作成が
必要である。

美容医療とインプラント材料など
共通の乳がん再建患者での意識
調査を実施し、unmet needs、
hidden agenda を初めて描出し行
政提案した。乳がん再建のよう
な、一部が保険診療、一部が自由
診療の混在した領域は重要であ
り、乳房／乳がん領域で美容に対
する考え方を示し、他領域まで拡
大し行政提案する必要がある。本
研究骨子は、保険医療の根幹に
も寄与する政策的なアンケート調
査であり、今後調査対象者数を増
加し、乳ガン、再建、患者会で構
成される本研究班を継続しつつ保
険適応まで展望する。

患者側の意識と医療施設の判断
は異なる事もあり、特に、美容医
療は自由診療のため、正確・詳細
は調査はなされていない。ガン患
者の意識と対比しつつunmet
needs、hidden agenda を描出し
た。本結果要旨は日本オンコプラ
スティックサージャリー学会、日本
乳癌学会、日本形成外科学会な
どで発表予定である。また研究代
表者は日本形成外科学会ガイド
ライン委員会作成作成中の「患者
さんのための乳房再建ガイドブッ
ク」の評価委員に委嘱されてお
り、本研究班結果を反映する予定
である。

0 8 1 0 3 12 0 0 0 1
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開始 修了 和文 英文等和文 英文等国内 国際 出願 取得 施策への反映普及・啓発活動

Ｎｏ． 研究課題名
年度

研究事業名 研究代表者 専門的・学術的観点からの成果 臨床的観点からの成果 ガイドライン等の開発
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原著論文
（件数）

その他の論
文等（件数）

学会発表
（件数）

特許（件
数）

166

医療安全に専門
性を有する医師
人材養成および
医療機関のリス
ク量測定に関す
る研究

3 3
地域医療
基盤開発
推進研究

長尾　能雅

・最高質安全責任者（CQSO）第２
期生９名、第３期生９名を輩出し、
プログラムの定量的評価と改訂を
行った。今後の人材養成の継続
と、患者安全の向上に繋がるもの
である。
・リスク量算出の精度を向上させ、
リスク量算出を自動で行うインシ
デントレポートシステムを開発し
た。このシステムの活用により、
医療機関における患者安全上の
リスクの定量化や、比較、経年推
移の評価等が可能となる。
・リスク量測定に関してPCT国際
出願を行い、「新規性・進歩性を
有する」、「格別な効果を奏する」
との回答を得た（現在、日米に移

・最高質安全責任者（CQSO）第２
期生９名、および第３期生９名を
輩出した。修了生の多くは全国の
医療機関で患者安全活動におけ
る中心的役割を担い、活躍してい
る。
・専従・専任医師の配置が各医療
機関における患者安全業務の成
果向上に寄与することが、改めて
示された。
・特にCOVID-19影響下において
は、患者安全と感染制御の分立、
分業、連携の重要性が示唆され
た。
・成果を挙げるには、医療安全責
任者や専従・専任医師の、医療安
全に対する「積極性」「肯定性」が

特になし。

1999年以降、医療安全・患者安全
施策の一環として行政が推進して
きた「医師・歯科医師の専従安全
管理者の育成と配置」の有用性
が改めて明らかとなった。特に
COVID-19影響下においては、患
者安全と感染制御の分立、分業、
連携の重要性が示唆され、医師
の安全管理者の養成は重要とな
る。これらの医師・歯科医師に求
められるコンピテンシーや能力を
体系的に習得したCQSOが新たに
18名輩出された。また、成果を定
量化する技術について、開発が進
んだ。

「医療機関のリスクを定量化する
技術」の社会実装について、実現
に近づいている。リスクの部署間
比較、施設間比較、経年的推移、
成果を出せるリーダーの育成方
法の定型化、リスクの予知などに
繋がる技術であり、今後のさらな
る開発が期待される。

0 1 0 0 14 1 1 0 1 0

167

地域医療構想の
実現のための
NCDの利活用に
ついての政策研
究

3 3
地域医療
基盤開発
推進研究

宮田　裕章

悉皆性の高い大規模臨床データ
ベース（NCD）を用いた研究であ
り，都道府県や二次医療圏といっ
た地域における医療提供体制と
治療成績を比較し，集約化と治療
成績への影響について評価が可
能であった．また，人口推計を用
いて手術症例の将来推計を算出
した．集約化については，一律に
基準を設けるのではなく，地域の
医療需給に応じた基準の設定が
重要であることが示唆されるもの
であった．

Volume-outcomeにより，集約化を
進めることによって治療成績に対
して良い結果となることが示され
た．症例数とアウトカムの関連は
これまでにも多くの研究で影響が
示されており，今後，より詳細な地
域（二次医療圏など）での分析を
進めることで，効果的かつ実現可
能な地域医療提供体制のあり方
を検討することが期待できる．

特記事項なし 特記事項なし 特記事項なし 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

168

看護師学校養成
所2年課程（通信
制）の入学要件
等の見直しによ
る影響の評価

3 3
地域医療
基盤開発
推進研究

奥　裕美

（1）看護師学校養成所2年課程
（通信制）の学生、教員の現状に
ついて、概観する情報を収集した
た。（2）（1）にて収集した量的デー
タのみでは理解や説明が困難な
部分について、詳細に説明するこ
とを目的とし2021年度にインタ
ビュー調査を実施する。

なし なし

本調査結果および、2021年度に
実施するインタビュー調査の結果
を合わせ、平成30（2018）年の保
健師助産師看護師学校養成所指
定規則（以下、省令）の改正で見
直された、看護師養成所２年課程
（通信制）への入学要件としての
准看護師業務経験年数の変化
が、入学者及び教育体制等に与
えた影響を評価し、さらなる入学
要件の改正や、教育体制の充実
に向けた施策を検討するための
基礎資料を提供する。

看護師学校養成所2年課程（通信
制）についての全国的な調査は他
にはなく、当該教育機関の現状の
一端を知る唯一の調査として貴重
である。

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

169

特定行為研修修
了者の複数配置
に関する実態把
握及び有効活用
に影響する要因
の調査

3 3
地域医療
基盤開発
推進研究

酒井　郁子

特定行為研修修了看護師の複数
配置・活用分類と、特定行為研修
修了者の組織的配置活用の発展
過程からなる、特定行為研修修了
者活用配置モデルを作成した。

修了看護師を活用するためのガ
イドを作成した。ガイドは組織管理
チーム、医師、修了看護師の方々
を対象に行動レベルで活用可能
であり、今後はガイドを普及し、現
場で活用されることで修了看護師
のさらなる配置活用の推進が期
待される。高度な知識・技術を持
つ修了看護師の増加が、患者に
提供される医療の質の向上に貢
献することを期待する。

特定行為研修修了者活用配置モ
デルVer3を作成し、組織内で修了
看護師を活用するためのガイドを
作成した。ガイドは組織管理チー
ム、医師、修了看護師の方々を対
象に行動レベルで活用可能であ
り、今後はガイドを普及し、現場で
活用されることで修了看護師のさ
らなる配置活用の推進が期待さ
れる。

本研究の結果から作成された特
定行為研修修了看護師の組織的
配置・活用ガイドは、組織管理
チーム、医師、修了看護師の方々
を対象に行動レベルで活用可能
であり、今後はガイドを普及し、現
場で活用されることで国の特定行
為研修制度を修了した看護師の
さらなる配置活用の推進が期待さ
れる。

研究活動で得られた成果は複数
の学術集会等で公表し、参加者と
の討議を行い活用ガイドに反映さ
せた。
学術集会等での反響から活用ガ
イドの需要の大きさが示唆された
ため、今後は、修了者を活用した
医療サービスの提供、医師-看護
師間の連携等の推進に向けて、
開発した活用ガイドを現場で広く
活用してもらうために、引き続き学
会発表等で普及活動を継続する。
また、活用ガイドと連動した動画
教材の作成を予定している。

0 0 4 0 5 0 0 0 0 6
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開始 修了 和文 英文等和文 英文等国内 国際 出願 取得 施策への反映普及・啓発活動

Ｎｏ． 研究課題名
年度

研究事業名 研究代表者 専門的・学術的観点からの成果 臨床的観点からの成果 ガイドライン等の開発
その他
（件数）その他行政的観点からの成果 その他のインパクト

原著論文
（件数）

その他の論
文等（件数）

学会発表
（件数）

特許（件
数）

170

医療機関におけ
る医療安全およ
び業務効率化に
資する医薬品・
医療機器のト
レーサビリティ確
立に向けた研究

3 3
地域医療
基盤開発
推進研究

美代　賢吾

国内外の18種類のバーコードリー
ダーの性能比較をおこなった。読
み取り時間や使いやすさと、機器
の価格に相関が無いことが示され
た。また、医薬品と医療機器で
は、使いやすい機種は異なること
が示され、後述の活用手順書に、
機種選定方法の記載をおこなっ
た。また、医療用RFIDにロット番
号や有効期限が記載されている
USER Memory領域のPacked
Object形式のデコードモジュール
の開発を行った。このモジュール
を医療機関に提供することで、
ロット番号、有効期限を容易に取
得できる環境が整備される。

本研究で把握したユースケースか
らは、医療現場において、バー
コードやRF-IDが活用できる場面
は、非常に多く、医療安全及び、
効率化の面で大きな期待がある
ことが明らかとなった。後述する
手順書において、ベストプラクティ
スを示すことで、導入を検討する
医療機関の参考となることを期待
している。同時に「医療機関にお
ける標準バーコード・RF-ID 導入・
活用手順書」には、バーコード
リーダーの性能評価など、導入を
検討する医療機関が参考となる
項目の調査結果も盛り込んでお
り、有効に活用されることを期待
する。

研究班および有識者を中心に執
筆し、１．医療用バーコード、医療
用RFIDの概要、２．医療機関内で
の活用のユースケースとベストプ
ラクティス、３．医療機関での効果
的な活用のために、４．GS1バー
コードを診療に活用するためのシ
ステム仕様書記述のためのポイ
ント、５．業界団体における取り組
み、について150ページからなる
「医療機関における標準バーコー
ド・RF-ID 導入・活用手順書」を作
成した。

活用手順書の冊子を、主要な医
療機関および関係者に配布する
とともに、PDF化したものを一般に
公開した。活用手順書には、イン
プラント管理、薬剤、手術、カテー
テル管理、滅菌、一般医療材料管
理などのユースケースが含まれて
おり、これらを導入する際に必要
な仕様書のひな型についても提
供している。また、医療用バー
コードやRFIDを医療機関が利活
用するために必要な情報がまとめ
られており、今後これを活用して、
導入する医療機関が増えることが
期待され、医薬品・医療材料の効
率的な管理や、医療安全の一層
の向上が期待できる。

JSTの提言書「感染症に強い国づ
くりに向けた感染症研究プラット
フォームの構築に関する提言」に
「メディカルロジスティクス；Track
and Trace が実現する医療の未
来」として、また「GS1 Healthcare
Reference book 2020-2021」に、
「Successful implementation of
electronic health record system
for traceability of medical
materials」として掲載された。

0 0 5 0 4 2 0 0 0 3

171

歯科口腔保健の
推進に資するう
蝕予防のための
手法に関する研
究

3 3
地域医療
基盤開発
推進研究

相田　潤

現在の日本においても、子どもの
う蝕は他の疾患と比べると有病率
は高く、そのため大きな国民医療
費につながる等の負担が大きいこ
とが明らかとなった。う蝕の健康
格差も大きく、この解消も必要で
あることが分った。これらは2021
年の世界保健機関（WHO）の第74
回世界保健総会で採択された口
腔保健の決議の内容と一貫して
いた。そしてう蝕とその格差減少
のために、園や学校での集団フッ
化物洗口の有効性も明らかに
なった。これは国際的に推奨され
るユニバーサルヘルスカバレッジ
の観点から有用なエビデンスだと
考えられる。

子どものう蝕は過去から減少した
ことが行政の場でしばした報告さ
れる。しかし本研究は、子どものう
蝕は他の疾患と比べると有病率
は高く、健康格差も大きく、そのた
め大きな国民医療費につながる
等の負担が大きいことを明らかに
した。これは今日の行政上の施策
として、園や学校での集団フッ化
物洗口の重要性を示すものであ
る。また本研究班でまとめた「フッ
化物洗口マニュアル」は行政や学
校など施設での集団フッ化物洗口
をすすめるうえで実務上有用なも
のであり、活用が期待される。

「フッ化物洗口マニュアルー健康
格差を減らす、保育園・幼稚園・
子ども園、学校や施設などにおけ
る集団フッ化物洗口の実践ー」を
作成した。

集団フッ化物洗口の実施の参考
になるよう、複数の行政や学校な
どにおけるフッ化物洗口の実施例
を集め、報告およびマニュアルに
盛り込んだ。

収集したフッ化物洗口に関するQ
＆Aは整理して学会や論文として
発表の予定がある。作成した啓発
用の媒体はパワーポイントとして
ダウンロードできるよう、ホーム
ページ上に公開する予定である。
フッ化物洗口マニュアルは書籍と
して出版を検討している。

0 0 3 0 2 0 0 0 1 0

172

医療に関する報
告制度の実効性
向上のための研
究

3 3
地域医療
基盤開発
推進研究

松田　晋哉

紹介・逆紹介の現状を分析するこ
とにより、外来機能報告制度の制
度設計を行う資料を作成した。令
和4年度から開始される同制度の
設計及びその改善の資料となるこ
とが期待される。

特記事項なし 特記事項なし 特記事項なし 特記事項なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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開始 修了 和文 英文等和文 英文等国内 国際 出願 取得 施策への反映普及・啓発活動

Ｎｏ． 研究課題名
年度

研究事業名 研究代表者 専門的・学術的観点からの成果 臨床的観点からの成果 ガイドライン等の開発
その他
（件数）その他行政的観点からの成果 その他のインパクト

原著論文
（件数）

その他の論
文等（件数）

学会発表
（件数）

特許（件
数）

173

労働安全衛生法
の改正に向けた
法学的視点から
の調査研究

3 3
労働安全
衛生総合
研究

三柴　丈典

安衛法に関する制度史、運用の
実際、関係判例等を盛り込む報告
書は、既に2000頁を超えている。
関係学会として日本産業保健法
学会を設立し、短期に800名以上
の会員を擁し、国内外にわたる活
発な活動を展開している。
上記報告書を基礎に、学術的にも
実務的にも有用な大部の体系書
と研修テキストの発刊、2022年日
本労働法学会での本研究を踏ま
えた大シンポ等が予定されてい
る。新設学会では、英日双方の
ジャーナルの発刊準備が進めら
れ、国際交流が進められている。
この規模、内容の活動は、他国に
も類例をみない。

該当せず。なお、上記の体系書の
中から法規の趣旨、労働行政に
よる法運用（監督指導）の実態や
裁判例に関する情報を抜粋して
研修テキストを作成し、新設学会
が行う研修を実施し、その意識
面、行動面での効果（変容）を測
定する予定が組まれ、別途、研究
費補助が決定している。

該当せず。

研究代表者の三柴は、2021年3月
まで労働政策審議会安全衛生分
科会委員（21年4月からは研究班
の原俊之氏に交替）、20年3月～
21年3月「職場における化学物質
等の管理のあり方に関する検討
会」委員、20年10月～21年3月「同
前リスク評価ワーキンググルー
プ」委員、22年4月～「個人事業者
等に対する安全衛生対策のあり
方に関する検討会」委員、21年9
月～23年3月「産業医の資質向上
に向けた産業医研修等に関する
検討委員会ワーキンググループ」
委員を務めており、その全ての発
言は本研究を基礎としている。

新設学会では、2021年9月に第1
回学術大会を開催し、約800名が
参加して好評を得た。COVID-19
に係る労務問題についてQ＆Aを
WEBサイトに公開し、アクセス件
数は20万件以上に達した。本学
会の活動の紹介記事が、産経新
聞、日本経済新聞等の一般誌の
ほか、NBL（商事法務）、ビジネス
レーバートレンド（JILPT）など多く
の専門誌に掲載された。国際的な
労働法学者を編集者に迎え英文
ジャーナルの発行準備が進めら
れ、2022年秋号の発刊が決定し、
海外の有力な学者の投稿が内諾
され、国際的に注目されている。

1 2 24 1 16 0 0 0 0 1

174

加速器トンネル
における位置情
報を活用した防
災アプリの開発

3 3
労働安全
衛生総合
研究

石井　恒次

東日本大震災の教訓を得て、巨
大な閉空間である加速器トンネル
内のどこに作業者が居るかをリア
ルタイムで検知できるシステムを
開発、J-PARC MR加速器トンネ
ルに導入した。地上の管理者と地
下の作業者間で一斉に情報通信
が可能なため、災害時の避難誘
導や救助に役立つものと期待して
いる。国内外の加速器関連の学
会を中心に発表を行い、好評を得
ている。本防災システムは加速器
研究施設としては世界初の試み
であり、今後は他の研究施設での
普及を期待している。

特になし 特になし 特になし

2022年3月30日に報道機関向け
に記者会見をJ-PARCで開催し、
翌31日はプレス発表を行いまし
た。記者会見は飛島建設、J-
PARCセンター、綜合警備保障株
式会社（ALSOK）、関西大学総合
情報学部田頭研究室と共同で開
催しています。また新聞社等7社
から各1名に参加いただき、各新
聞・雑誌等で記事が掲載されまし
た。

3 1 0 0 4 2 0 0 0 1

175

中小企業等にお
ける治療と仕事
の両立支援の取
り組み促進のた
めの研究

3 3
労働安全
衛生総合
研究

立石　清一
郎

中小企業の両立支援リテラシーを
高めるための教育資材（ビデオ）、
アクションチェックリスト、問題整理
リストが作成された。また、医療機
関モデル（産業医大型、大学病院
型、労災病院型）が示されるととも
に、医療機関の問題整理リストお
よび復職データベースが開発され
た。

中朝企業で効果のある研修が開
発され映像として撮影され動画の
閲覧がいつでも可能となってい
る。

なし

両立支援アクションチェックリスト
は2020年度の両立支援広報事業
の際の補足資料として利用され、
中小企業の両立支援拡充に寄与
した。

研究ホームページを公開してい
る。
https://www.ryoritsu.dohcuoeh.co
m/%e4%b8%ad%e5%b0%8f%e4%bc%8
1%e6%a5%ad%e3%81%ae%e7%94%a3
%e6%a5%ad%e4%bf%9d%e5%81%a5%e
3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3
%82%8b%e7%a0%94%e7%a9%b6%ef%
bc%88%e7%ab%8b%e7%9f%b3%e7%8f
%ad%ef%bc%89/

0 1 18 0 34 0 0 0 2 1
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176

自動走行可能な
自律制御運搬台
車の機能安全の
実証手順開発

3 3
労働安全
衛生総合
研究

澤田　浩之

本研究にて、試験装置を設計・製
作し実証試験まで行う事で、
LiDARでのSLAM制御時の問題点
（位置精度や経路の誤差）や、安
全機能の盲点（運行上必要に応じ
て設定される死角）、障害物検知
の正確性など、多くの要素技術に
ついて検証する事が出来ました。
勿論、各メーカーが発表している
AMRは様々な高度な技術で制御
され、保護方策も取られていま
す。但し、機能の詳細については
情報収集が難しく自律移動時の
判断結果を導入前に検証する事
は難しい。同条件での実証試験と
結果の提示が望まれます。

リスクアセスメントは、既に提案さ
れているガイドラインを基に、設
計・製作段階から導入を検討する
管理部署、実際に運用する現場
まで一貫して実践する事で、各
パートの携わる人の経験値や安
全機能に対する知見のレベル差
から、危険源の同定、リスクの見
積り、評価に認識差が出る事が浮
き彫りになり、例として、メーカー
（設計・製作者）が「使用上の情報
の提供」にて許容範囲と評価した
リスクが必ずしも現場では許容出
来ない事が確認出来た。その認
識差を少なくするための、前提と
して必要な情報提示の必要性を
提案した

新たなリスクアセスメント手法の開
発には至っていないが、実際に設
計段階からリスクアセスメントを実
践した結果、前以って必要な情報
や各パートでの課題を確認する事
ができたので、それらのまとめと
定形的な参考資料作成を継続し
提案をしたい。実証試験プロトコ
ルについては、試験を実際に行
い、データ収集する所まで完了し
報告出来ました。

本研究では対象として取り上げて
いませんが、どのパートのリスク
アセスメントでも課題とされる安全
機能に、移動体の「非常停止」機
能が有ります。緊急時、又はメン
テナンス時に移動中の装置を人
が任意に安全に停止させ、且つ
不用意に再起動しない保護方策
は、発表されている装置の殆どが
物理的なボタンが決して押し易い
とは言えない位置に設置されてい
ます。本研究では、遠隔非常停止
システムの検証も同時に行い、
メーカーと今後の課題について協
議、そのシステムの社会実装に向
けての取り組みに貢献得来まし
た。

試験装置及び試験内容と実装し
た障害物検知システムについて
は、弊社HPへの掲載及び要素技
術として特許出願の予定をしてい
ます。また、弊社を訪問される
ユーザー様より、今回の実証試験
内容及び障害物検知システムに
ついては、他の協働システムに於
いても転用可能との評価を頂きま
した。

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

177

医療機関におけ
る治療と仕事の
両立支援の推進
に資する研究

3 3
労働安全
衛生総合
研究

立石　清一
郎

医療機関での両立支援上の配慮
の方策について、症状別配慮集
を整理することが可能であった。
多様な症状別の配慮の整理は国
内初である。

研修会等を通じて一般臨床医でも
両立支援の意見書を作成できる
ことが確認された。

症状別配慮集が整理され意見書
を作成するためのガイドが作成さ
れた。ホームページ上で公開し、
公開後1カ月で1000件以上のアク
セスが確認された。

両立支援が進まない一つの大き
な要因として意見書の作成があっ
た。また、意見書の作成につい
て、多くの医療機関が作成困難で
あり年間200件程度の診療報酬算
定にとどまっていたが、今後の算
定件数寄与に影響を与えると考え
られる。

ホームページで、意見書作成のみ
ならず仕事内容がよくわかるビデ
オや診察ビデオを公開した。
https://www.ryoritsu.dohcuoeh.co
m/shojohairyo/

0 1 18 0 34 0 0 0 0 1

178

食品や環境から
の農薬等の摂取
量の推計と国際
標準を導入する
ための研究

3 3
食品の安
全確保推
進研究

鈴木　美成

不検出となったデータの取扱いに
ついては、代入法の使用は推奨さ
れなくなっており、より統計的根拠
のある推定方法の導入が望まれ
る。本研究で適用した事前知識を
活用したベイズ推定法は、他の推
定法よりも良い推定結果を得られ
ることが示唆された。この成果は、
Food Safety誌に掲載され、2021
年12月の月間アクセスランキング
数1位と大きな反響があった。

本研究は、臨床的観点から行った
研究ではないため、該当するよう
な研究成果は得られなかった。

国内の残留農薬等検査に国際的
に採用されている検査部位を導
入することは、輸出入の際におけ
る係争を回避する点から非常に
重要である。この導入に伴う検査
部位の変更が、残留農薬等の試
験操作や検査結果に及ぼす影響
を明らかにするとともに、問題点
への対処法を提案することによ
り、検査部位変更後の国内及び
輸出入における残留農薬等の検
査及び基準値判定の円滑な対応
が可能となる。

厚生労働省では食品を介した残
留農薬等の暴露量を推定し、ADI
の80％を超えないよう食品中残留
農薬等の基準値を設定している。
しかしながら、国際的にはADIの
100%を基準に設定している。本研
究で得られた大気中からの農薬
曝露量について、最新のデータを
提供することは、ADIの100%を採
用するための科学的根拠を提供
できるため、我が国における基準
値設定を国際基準に合わせること
に繋がることが期待される。

第 49 回日本毒性学会学術年会
において、「食品安全に資する食
品・食品添加物の健康影響評価
と品質評価法の基盤開発」につい
て、本研究の成果である農薬の1
日摂取量の現状について講演予
定である。

0 1 0 0 6 1 0 0 0 1

179

日本国内流通食
品に検出される
新興カビ毒の安
全性確保に関す
る研究

3 3
食品の安
全確保推
進研究

吉成　知也

新興カビ毒の日本に流通する食
品における汚染実態、実験動物
における毒性、汚染原因菌を明ら
かにした。これまで不明であった
新興カビ毒の人の健康に対するリ
スクが明らかとなり、食品の安全
性に関する研究の進展に大きく貢
献した。

特記事項無し 特記事項無し

本研究で得られた3グループの新
興カビ毒の汚染実態の情報は、
今後審議会における基準値作成
の検討の際に活用され、食品安
全行政に貢献することとなる。

ステリグマトシスチンと4,15-ジア
セトキシスシルペノールの汚染実
態、毒性、簡易試験法、汚染原因
菌について、日本食品衛生学会、
日本マイコトキシン学会、日本毒
性病理学会において発表した。厚
生労働省における食品中のマイコ
トキシンの規制と公定法につい
て、日本マイコトキシン学会のシン
ポジウムで発表を行った。

0 7 0 0 10 0 0 0 0 4

52



開始 修了 和文 英文等和文 英文等国内 国際 出願 取得 施策への反映普及・啓発活動

Ｎｏ． 研究課題名
年度

研究事業名 研究代表者 専門的・学術的観点からの成果 臨床的観点からの成果 ガイドライン等の開発
その他
（件数）その他行政的観点からの成果 その他のインパクト

原著論文
（件数）

その他の論
文等（件数）

学会発表
（件数）

特許（件
数）

180

畜産食品の生物
学的ハザードと
そのリスクを低
減するための研
究

3 3
食品の安
全確保推
進研究

佐々木　貴
正

国産鶏肉のカンピロバクター汚染
は、季節、鶏種、地域、食鳥処理
場等の要因によって差異が認め
られ、一部の食鳥処理場の製品
では高度汚染が認められた。今
後、国産鶏肉における本菌汚染
実態の詳細な把握と制御策構築
に関わる知見の集積が期待され
る。カンピロバクターの定量的汚
染実態の実施に際し、鶏肝臓及
び鶏皮を検体として、確立した定
量試験法を応用することで畜産食
品における食中毒菌の汚染実態
の定量的把握を加速化させること
が期待される。

鶏肉におけるカンピロバクター汚
染状況について、定量値を簡便
かつ迅速に得ることができる定量
試験法が確立されたことにより、
鶏肉を原因とするカンピロバク
ター食中毒のリスク評価に必要な
定量的データの収集が効率よく行
えるようになる。

本研究課題は、鶏肉等のカンピロ
バクター及びサルモネラの汚染状
況を定量的に調査したものであ
り、食品安全委員会の食品健康
影響評価及び鶏肉における微生
物規格の作成を検討を行う際に
利用されることを想定しているた
め、現時点でガイドライン等の開
発は検討していない。

食品安全委員会は、現在、2009
年に公表した食品健康評価書「微
生物・ウイルス評価書　鶏肉中の
カンピロバクター ・ジェジュニ／コ
リ」の再評価を検討しており、その
実施に際に活用される予定であ
る。

本研究課題は、細菌性食中毒の
届出件数が最も多いカンピロバク
ターについて、その原因食品とさ
れる鶏肉におけるカンピロバク
ター汚染状況を詳細に調査したも
のであり、現在、食品安全に関す
るシンポジウム、研修会等でその
成果を報告し、消費者を含めた関
係者に対して感染防止策の実践
を図っている。

1 1 0 0 4 0 0 0 0 0

181

食中毒原因ウイ
ルスの不活化お
よび高感度検出
法に関する研究

3 3
食品の安
全確保推
進研究

鈴木　亮介

食中毒原因ウイルスの濃縮条
件、ゲノム検出方法、水や野菜表
面からの回収法、不活化条件に
ついて検討を行い、適切な実験系
を確立した。また国内流行状況お
よび地衛研における対応状況の
調査を行った。本研究成果は、国
と地衛研の連携を深め、また病原
体マニュアル等に反映させる事に
より、今後の食中毒原因ウイルス
の感染制御に向けて有益な基盤
を提供するものと期待される。

該当なし

本研究班で検討されたロタウイル
ス、アイチウイルスの検出法は、
将来的に検査マニュアル等に反
映させていく予定である。

ロタウイルスワクチンは2020年10
月から定期接種化され、これに伴
い予防接種法に基づいて感染症
流行予測調査が始まった。本研
究の成果は、感染症流行予測調
査で採用されるロタウイルスの検
出方法にも活用される予定であ
る。

市民向け講座
ウイルスって何？　鈴木亮介、か
わさき市民アカデミー講座「広が
る生命科学の世界」2020/10/5 

業界関係者向け説明会
感染症意見交換会　近年の国内
におけるE型肝炎の発生状況　鈴
木亮介  2021/12/20

毎日新聞 2022/4/21 取材記事
ウイルス性肝炎の現在　E型増
加、予防の徹底を

10 15 0 0 13 4 1 0 0 0

182

食品を介したダ
イオキシン類等
有害物質摂取量
の評価とその手
法開発のための
研究

3 3
食品の安
全確保推
進研究

堤　智昭

ダイオキシン類、PCBs、有害元素
等についてトータルダイエット調査
を実施し、食品を介した国民の平
均的な摂取量を継続して調査し
た。これらの摂取量の経年的な変
化を明らかにした。また、母乳中
のダイオキシン類濃度を継続して
調査すると共に、乳児の発育発達
への影響を調査した。その他、迅
速化・省力化を目的として自動前
処理装置を用いたダイオキシン類
分析法の開発や、社会的関心が
高まっている有機フッ素化合物に
対する分析法を開発した。研究成
果については論文報告と学会発
表等を行った。

母乳中のダイオキシン類濃度と生
後の児の発育発達について関連
を検討したが、明らかな影響は認
められなかった。母乳育児の安全
性を支持する科学的根拠として活
用が期待される。

検討した自動前処理装置を用い
た食品中のダイオキシン類の分
析法は、将来、「食品中のダイオ
キシン類の測定方法暫定ガイドラ
イン」（厚生労働省）を改正する際
に活用が期待される。

本研究で推定されたダイオキシン
類摂取量は、毎年、環境白書で引
用されており、国のダイオキシン
類対策への取組を評価する際に
活用されている。また、調査結果
は厚生労働省のホームページで
も公表されており、研究成果の国
民への普及・還元にも務めてい
る。

該当なし 6 34 3 0 14 7 0 0 0 0
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183

多価の細菌性食
中毒に対する迅
速かつ高感度な
検出技術基盤の
開発

3 3
食品の安
全確保推
進研究

細見　晃司

本研究は日本国内で問題となっ
ている細菌性食中毒を対象に、申
請者らが独自に樹立した特異的
な抗体ライブラリを用いて迅速か
つ高感度検出システムの技術基
盤の開発を行った独創的かつ先
駆的な研究として位置づけること
ができる。また、本研究で得た抗
体ライブラリは、研究用ツールや
創薬シーズとして活用し、食中毒
の病態メカニズムの解明や創薬・
ワクチン開発に向けた研究への
発展が期待できることから、本研
究成果は検出システムの開発の
みならず、学術的にも意義のある
ものである。

食品への病原体の混入の見落と
しや汚染された食品の流通を防ぐ
ため、畜産や食品流通などの現
場において簡便で迅速かつ高感
度な検出法の開発が求められて
いる。また、医療や検査業務を行
う現場においても、下痢や腹痛な
ど初期症状が共通している食中
毒の早期鑑別診断法の確立が必
要である。また、本研究で対象と
する細菌性食中毒は国内だけで
はなく、発展途上国に加えて欧米
などの先進国でも多くの患者数が
いることから、国際的な貢献度も
高い研究である。

該当なし

検出システムが実用化されること
によって、畜産や食品の現場にお
ける日常的なモニタリング・汚染さ
れた食品の流通防止など食品の
安全確保の推進、食中毒が発生
した場合にも迅速な感染拡大防
止策、病原体の同定に基づいた
適切な医療の提供、感染者数の
正確な把握などに繋がると期待で
き、厚生労働行政に大きく貢献で
きるものである。

該当なし 7 8 0 0 3 1 2 0 0 0

184

健康食品による
健康被害情報を
踏まえた安全性
評価系の開発に
関する研究

3 3
食品の安
全確保推
進研究

近藤　位旨 現時点での報告はありません。
臨床研究を行っていないため、報
告事項はありません。

ガイドライン等の開発を目的とし
た研究を行っていないため、報告
事項はありません。

現時点での報告はありません。 現時点での報告はありません。 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

185

腸管粘膜バリア
破綻条件下での
高分子化合物の
経口暴露による
毒性影響の解明

3 3
食品の安
全確保推
進研究

松下　幸平

環境汚染の原因となり人体への
健康影響が懸念される高分子化
合物ポリスチレンについて、その
毒性プロファイルを病態モデル
ラットを用いた方法により検討し
た。その結果、高用量のポリスチ
レン投与により腸炎モデルラットに
おいて毒性影響はみられないこと
を明らかにした。

該当なし。 該当なし。

今後国内外の学会等において発
表を行い，ナノ及びマイクロサイ
ズのPSの毒性作用及びリスク評
価・管理に関する議論の資料とし
て提供できるようにする予定であ
る．

該当なし。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

186

規制薬物の分析
と鑑別等の手法
の開発のための
研究

3 3

医薬品・医
療機器等
レギュラト
リーサイエ
ンス政策研
究

田中　理恵

本研究は，麻薬，覚せい剤等の
乱用薬物対策に対応する研究で
あるため，行政的に特に問題がな
いものに限って学会や論文発表
を行っている．令和元-3年度まで
の3年間に，関連研究について4
報の論文報告と16件の学会発表
等を行っている．

本研究は，厚生労働省の乱用薬
物行政と乱用薬物の取り締まりに
対応するために実施されている．
薬物が起因した救急搬送事例や
死亡事例等より入手した血液，
尿，毛髪等の実際のヒト生体試料
を用いて，分析法の有用性を評価
するとともに，測定データを蓄積し
ている．

本研究において，麻薬，覚せい
剤，指定薬物等の乱用薬物につ
いて，生体試料中のスクリーニン
グ法や異性体との識別法，迅速
測定法など試験法の検討を行
なっている。これらはガイドライン
策定のための基礎的データとなり
うる．

本研究成果を考慮しながら，令和
元年度は9物質（7月28日施行），
令和2年度は，10物質（8月7日施
行），令和3年度は，5物質（10月8
日施行）が麻薬指定となってい
る．

厚生労働省において，年に数回，
薬事・食品衛生審議会指定薬物
部会が開催され指定薬物への指
定が行われている．2019年開催
の第51回指定薬物部会から委員
として，また依存性薬物検討会構
成員として審議会に参加してい
る．

2 2 0 4 13 3 0 0 0 0

187
輸血医療の安全
性向上のための
データ構築研究

3 3

医薬品・医
療機器等
レギュラト
リーサイエ
ンス政策研
究

浜口　功

輸血の実態を把握するためには、
客観的な報告システムが必須で
ある。血液製剤の製造からベット
サイドでの使用までを監視できる
本システムは国際的にも珍しく、
有意義なシステムである。

これまで、ドナーとレシピアントの
関係について、限られた範囲での
スタディーは実施されていたが、
今後は大規模な例数を対象に解
析が可能となる。こうした解析は
輸血医療の向上につながる。

なし

本研究課題で構築されたデータ
収集システムより、輸血医療の実
態がさらに深く解析が可能となり、
審議会での検討資料としても活用
が可能となる。

血液製剤のトレーサビリティは他
の生物製剤についても適用が可
能となると思われる。

1 7 0 0 9 1 0 0 0 0

188

安全な血液製剤
の安定供給に資
する適切な採血
事業体制の構築
のための研究

3 3

医薬品・医
療機器等
レギュラト
リーサイエ
ンス政策研
究

浜口　功

新型コロナウイルス感染者及び新
型コロナワクチン接種者の献血制
限を海外での報告を参考に、国内
で得られた疫学のデータに基づき
科学的に設定できた。今後の新
興感染症に対するワクチン接種
者への対応を定める上でも重要
な成果と言える。

日本赤十字社における採血事業
を円滑に進めるために、さまざま
な視点から、献血制限期間を定め
ることができた。新型コロナウイル
ス感染に伴う献血への影響を最
小限に留めることができた。

「血液製剤等に係る遡及調査ガイ
ドライン」の見直しを行った。

研究班で検討した内容が案として
審議会で検討された。また、その
多くが採用された。

献血制限期間を社会に対して合
理的に設定できた。献血がスムー
ズに実施できた。

0 5 0 0 4 0 0 0 0 0
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189

医療機器の危害
防止措置の適切
な実施に係るガ
イダンスに関す
る研究

3 3

医薬品・医
療機器等
レギュラト
リーサイエ
ンス政策研
究

渡邊　伸一

医療機器製造販売業者に対する
調査を実施し、医療機器の製造
販売後安全対策、医療機器の安
全管理情報の収集等の状況につ
いて明らかにした。

特記事項なし。 特記事項なし。

本研究でとりまとめられた医療機
器の危害防止措置の適切な実施
に係る留意事項（案）により、医療
機器の危害防止措置が迅速かつ
適切に実施され、患者・国民の保
健衛生の向上に貢献することとな
る。

特記事項なし。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

190
薬剤師の卒後研
修カリキュラムの
調査研究

3 3

医薬品・医
療機器等
レギュラト
リーサイエ
ンス政策研
究

山田　清文

(1)欧米における薬剤師の卒後研
修に関する調査、(2)卒後研修に
関する医療機関、薬学生、レジデ
ント等へのアンケート調査、および
(3)薬剤師レジデント制度の自己
評価・相互チェックの体制整備と
実施の結果などを踏まえ、薬剤師
の卒後研修カリキュラムの骨子案
と骨子案に基づいて実施される卒
後研修を評価するための評価基
準案を取り纏めた。

卒後研修カリキュラム骨子案を踏
まえて、日本病院薬剤師会により
「卒後臨床研修の効果的な実施
のための調査検討事業」が実施さ
れている。このモデル事業を通し
て、薬剤師の卒後研修プログラム
や実施体制等について課題が更
に明確になり、研修制度の実現に
向けた議論が深化することが期
待される。

該当なし

本調査研究の結果は、2020年10
月21日の第3回薬剤師の養成及
び資質向上等に関する検討会（座
長 西島正弘 一般社団法人薬学
教育評価機構理事長）の参考人
資料として活用され、薬剤師の資
質養成に関する提言の取り纏め
に貢献した。

公益社団法人日本薬学会と日本
学術会議薬学委員会の主宰によ
る公開シンポジウム「地域共生社
会における薬剤師像を発信する」
（2021年11月3日）において、「医
療機関における薬剤師の卒後研
修とキャリアパス」との演題名で
本調査結果を公表した。同シンポ
ジウムの内容は、日本薬学会の
学会誌YAKUGAKU ZASSHIの誌
上シンポジウムとして掲載予定で
ある。

0 0 3 0 4 1 0 0 2 0

191

「医療用医薬品
の販売に係る情
報提供ガイドライ
ン」の施行に伴う
企業側実体の調
査研究

3 3

医薬品・医
療機器等
レギュラト
リーサイエ
ンス政策研
究

渡邊　伸一

過去5年以内に、抗がん剤治療を
経験した初発のがん患者を対象
として調査を行い、抗がん剤副作
用情報の入手に関する経験と患
者の服薬調節行動の関連性を明
らかにした。過去1年以内に定期
的な外来受診による薬物治療を
受けている20歳以上の患者、ある
いは治療中の子供がいる者を対
象として調査を行い、患者の処方
薬に関する情報源の実態と入手
情報の満足度およびニーズを明
らかにした。

特記事項なし。 特記事項なし。

企業、患者に対する調査の結果
を踏まえ課題を分析し我が国の
医療用医薬品の販売情報提供活
動に係る規制制度への提言をとり
まとめた。

特記事項なし。 2 0 0 0 4 0 0 0 0 1

192

輸血用血液製剤
と血漿分画製剤
の安全性と安定
供給を確保する
ための新興・再
興感染症の研究

3 3

医薬品・医
療機器等
レギュラト
リーサイエ
ンス政策研
究

岡田　義昭

リバーズジェネティックス法を用い
て高力価のHEVの作成が可能に
なり、血漿分画製剤の不活化・除
去法工程であるアルコール分画、
乾燥加熱法、液状加熱法の評価
を行った。液状加熱に抵抗性があ
ることを明らかにした。またB型肝
炎ウイルスに高感受性株をクロー
ニングし、HBV陽性血漿を用いて
液状加熱による不活化の効果を
評価し、4Log以上不活化できた。
さらに渡り鳥を介してマダニ媒介
のウイルスが拡散する可能性を
明らかにできた。

複数のフラビウイルス検出が可能
な共通プライマー や重症熱性血
小板減少症ウイルスRNAの検出
法を作成し、同定に役立つと考え
られた。また、新型コロナウイルス
が原料血漿に混入した場合の安
全性を検討し、液状加熱によって
容易に不活化できることを明らか
にした。HBVの感染系を用いて抗
HBs免疫グロブリンによる中和活
性の測定が可能になり、針刺し事
故等で感染予防に必要なグロブリ
ン量の科学的根拠が得られると
考えられた。

　なし なし なし 0 5 0 3 9 0 0 0 0 0

193

医療用医薬品の
広告監視モニ
ター事業の全施
設対応化に伴う
普及啓発及び質
の向上に関する
研究

3 3

医薬品・医
療機器等
レギュラト
リーサイエ
ンス政策研
究

渡邊　伸一

病院薬剤師及び薬局薬剤師を対
象に調査を実施し、医療用医薬品
の販売情報提供活動監視事業報
告制度の認識、報告の実施状況
や報告しづらい理由等を明らかに
した。

特記事項なし。 特記事項なし。

病院薬剤師及び薬局薬剤師を対
象に調査を実施し、医療用医薬品
の販売情報提供活動監視事業報
告制度の認識、報告の実施状況
や報告しづらい理由等を明らかに
した。調査結果に基づき、医療機
関からの報告率及び精度の向上
を図るための改善策等をとりまと
めた。

特記事項なし。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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194

気管内投与によ
る化学物質の有
害作用とくに発
癌性の効率的評
価手法の開発に
関する研究：迅
速化かつ国際化
に向けてに関す
る研究

3 3
化学物質リ
スク研究

津田　洋幸

研究成果：A549肺がん細胞の
Neutral red取り込みを指標とした
in vitro毒性試験で得られたLD50
近似値を、ラットの気管内に投与
してLD50値を判定する方法を開
発した。１３物質中１１物質は従来
の４時間吸入曝露試験の実施施
設間の差異の４倍以内であり実
用化に問題はないと考えられた。
研究成果の学術的・国際的・社会
的意義：高額な装置と稼働費を要
する吸入曝露を必要としない、安
価で実用可能な「吸入曝露」代替
でき得る方法候補として期待でき
る。さらに実証を重ねてOECDへ
の採用を目指す。

臨床試験ではない。

OECD TG 403への採用における
重要項目の吸入暴露（暴露限度
時間４時間）に矛盾しない方法
で、動物数は６〜８匹程度/用量
で動物愛護の面で重要な項目に
沿ったものであり、実施にかかる
費用は吸入暴露費用と比べて桁
違いに安価である。厚生労働省
の担当部署からの提案による採
択可能性は十分期待できる。

厚生労働省の担当部署からの
OECDへの提案努力を期待する。

実施にかかる費用は吸入暴露費
用と比べて桁違いに安価であっ
て、国際的普及は十分期待出来
る。

0 49 0 0 28 4 1 0 0 0

195

バイタルサイン
の統合的評価を
エンドポイントと
した新規急性経
口投与毒性試験
方法の開発-統
計学による半数
致死量から診断
学による概略の
致死量への転換
-に関する研究

3 3
化学物質リ
スク研究

高橋　祐次

新素材のカーボンナノチューブ
ヤーンを生体電位測定用のセン
サーとして、世界で初めて動物の
体表面から脳波と心電波形の測
定に成功した。この方法は、従来
法に比較して動物への侵襲性が
極めて低く、簡便な生体電位測定
法である。研究成果は日本毒性
学会の学術誌Fundamental
Toxicological Sciencesに掲載さ
れ、国内外から大きな反響があっ
た。独自開発のラット用パルスオ
キシメータでは、24時間以上連続
して心拍数、SpO2、呼吸数の計
測に成功した。

本研究は毒物劇物の判定に利用
される動物実験の一つである急
性毒性試験に係わる研究であり、
直接的に臨床的観点への成果と
はなっていない。しかしながら、ヒ
トが化学物質の急性曝露された
際の危険度をより正確に予測し治
療方針に役立てること考えられ
る。また、カーボンナノチューブ
ヤーンは木綿などの繊維と同様
の柔軟性を有し、衣服に縫い込む
センサーとしての可能性を見いだ
しており、独自開発のラット用のパ
ルスオキシメータと共にヒトの健
康管理に有用なウエアラブルディ
バイス開発の基盤となり得る。

現在のところ、ガイドラインの作成
に直接寄与する成果は得られて
いないが、本研究の目的は現在
の急性毒性試験ガイドライン
（OECD　TG420，423，425）のエン
ドポイントの転換を図ることであ
る。ヒトの安全性確保、動物福祉
の充足、試験費用の低減と期間
の短縮による効率化が期待され
る。

特記事項なし

第47回日本毒性学会学術年会
（2020）にて日本中毒学会と合同
シンポジウム講演、第3回医薬品
毒性機序研究会（2021）にてシン
ポジウム講演。

0 1 0 0 5 0 0 0 0 4

196
化学物質のイン
ビトロ神経毒性
評価法の開発

3 3
化学物質リ
スク研究

諫田　泰成

化学物質の安全性評価は、3Rs原
則のもと、New Approach
Methodologies (NAM)　の活用に
より今までより予測性が高くヒト健
康を確保できる評価法が期待され
る。発達期の神経毒性はin vivoが
中心であるが、ヒト脳の発達や成
熟は複雑なプロセスを経ることか
ら、特に神経毒性に関してはメカ
ニズムが不明で適切な評価方法
が活用されていない。そこで我々
は、ヒトiPS細胞を用いた化合物評
価を構造と機能の観点から、それ
ぞれ技術基盤を構築した。

近年、自閉症関連スペクトラムの
子供が増えているとされ、遺伝的
養親と環境的要因に大別される。
環境的要因として、これまで
Systematic Literature Reviewの
結果等から特定の化学物質への
胎児期の暴露量と出生児の知能
指数の低下との相関関係が報告
されている。このことなどを踏まえ
て、化学物質の発達神経毒性を
正確に評価することは極めて重要
な課題であり、本研究で、農薬な
ど環境中の化学物質の評価によ
り、子どもの健康の確保が期待さ
れる。

OECDや米国EPAを中心とする国
際グル－プとの協調のもと、従来
の神経毒性試験（TG424）や発達
神経毒性試験（TG426）を代替で
きるような手法として、in vitro
DNTガイダンス作成に協力してい
る。今後の化学物質の管理に役
立てるように取り組みたい。

今後、農薬などの中で発達神経
毒性のポテンシャルを有する化学
物質のスクリーニング法として活
用が期待される。

先天異常学会で、子どもの健康に
関する環境化学物質のシンポジ
ウムを企画して、議論を行った。

0 4 1 1 28 2 0 0 1 0
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197

家庭用品規制法
における有害物
質の指定方法の
あり方に関する
研究

3 3
化学物質リ
スク研究

五十嵐　良
明

家庭用品規制法の指定候補物質
の選定方法やその資料となる情
報の収集方法は定められておら
ず、随時検討しているのが現状で
ある。諸外国の調査結果を参考
に、本研究で考案したスコア化方
法は、欧州連合で規定される高懸
念物質や制限物質、及び我が国
の室内濃度指針値策定物質を上
位優先にあげ、家庭用品規制法
における有害物質候補の選定方
法として妥当と考えられる。また、
スコア化された優先評価化学物
質リストは家庭用品規制法におけ
る有害物質候補リストとして提案
できるものである。

収集した化学物質の有害性や用
途に関する情報は、家庭用品に
よって健康被害が生じたと考えら
れる症例において、その原因物質
の究明に役立つ可能性がある。

なし

本研究で開発された化学物質の
選定方法とこれを用いて作成した
優先評価化学物質リストについて
は、今後、第三者による妥当性の
検証と必要に応じて修正を行う。
そうした妥当性が評価されたデー
タ資料をもとにして薬事・食品衛
生審議会化学物質安全対策部会
及び家庭用品調査会で審議され
ることで、必要に応じてかつ効率
的に家庭用品規制法における有
害物質の指定が可能になり、消
費者の健康保護を担う厚生労働
行政の遂行に貢献する。

なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

198

保健師活動の展
開推進及び統括
保健師の役割遂
行力開発

3 3

健康安全・
危機管理
対策総合
研究

井伊　久美
子

「地域における保健師の保健活動
に関する指針」（以下、活動指針）
に基づく保健活動について、大規
模調査を実施し、効果的な保健活
動を展開するための推進策を「保
健師活動推進ガイド」として打ち
出した。今後、ガイドを活用して、
活動指針を踏まえながら、変化す
る社会情勢や生活実態に対応し
た保健活動が推進されることが期
待される。また、今後の活動指針
見直しの資料としての活用も期待
される。

活動指針に基づく保健活動につ
いて、大規模調査を実施し、市町
村統括保健師の資質向上のため
の「市町村統括保健師の能力育
成研修手引き」を作成した。今後、
手引きを現場で使用することによ
り市町村統括保健師の資質向上
につながる。

効果的な保健活動を展開するた
めの「保健師活動推進ガイド」を
作成した。また、「市町村統括保
健師の能力育成研修手引き」を作
成した。今後、全国の地方自治体
に普及し、活用できるようする。

「地域における保健師の保健活動
に関する指針」に基づく保健活動
について、全国模調査を実施し、
保健活動の実態、効果的な保健
活動を展開するための要因を明ら
かにした。これらの結果をガイド、
手引きとしてまとめ、都道府県に
普及・啓発することで効果的な保
健活動の推進に貢献した。

今後、学会の自由集会等を活用
して、「保健師活動推進ガイド」、
「市町村統括保健師の能力育成
研修手引き」を広く周知する。ま
た、研究機関等のホームページ
から「保健師活動推進ガイド」、
「市町村統括保健師の能力育成
研修手引き」をダウンロードできる
ようにする予定である。

0 0 0 0 3 0 0 0 0 0

199

化学物質等の検
出状況を踏まえ
た水道水質管理
のための総合研
究

3 3

健康安全・
危機管理
対策総合
研究

松井　佳彦

塩素耐性が高いコクサッキーウイ
ルスB5型（CVB5）の9 log不活化
に必要なCT値が初めて実測さ
れ，pH 7.0で40 ，pH 8.0では100
mg-Cl2∙min/L程度であった．しか
し，野生株の一部は基準株と比し
て2.3倍遊離塩素耐性が高かっ
た．代謝を考慮したChE活性阻害
試験法を構築し，メチダチオンとピ
リダフェンチオンはオキソン体が
ChE活性阻害を有することなど学
術的に新規性の高い成果が得ら
れた．

該当せず

水源におけるウイルス汚染の実
態調査結果は令和３年度第１回
水道における微生物問題検討会
（令和 3 年 12月24 日），亜急性
参照値の成果は令和２年度第１
回水質基準逐次改正検討会（令
和３年１月 26 日），イプフェンカル
バゾン等農薬の検出状況やChE
活性阻害試験の成果は令和３年
度第１回水質基準逐次改正検討
会（令和３年６月 30 日）と第23回
厚生科学審議会生活環境水道部
会（令和３年 12 月 15 日），次亜
塩素酸管理にする調査結果は令
和３年度第１回水質基準逐次改
正検討会に資料として提供され

塩素酸のLC-MS/MS分析方法が
令和2年3月25日に告示法「水質
基準に関する省令の規定に基づ
き厚生労働大臣が定める方法」別
表第18の2に収載された。通知法
「水質管理目標設定項目の検査
方法」に，亜塩素酸をメチダチオン
オキソンのLC-MS/MS分析方法
が令和2年3月30日，令和4年3月
31日に収載された。都道府県・地
域ブロック農薬原体出荷量等が
厚生労働省水道課のホームペー
ジに掲載された。令和2年3月30日
事務連絡ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ検査
方法に関する質疑応答集 (Q&A)
作成に成果が資された．

公開研究発表会「水道水質評価・
管理研究の最前線－その目指す
ところと成果」を令和４年１月２７日
（木）１３：３０～１７：００に，Zoom
によるオンラインで開催した．研究
分担者，研究協力者以外，70名
以上の参加があった．

22 15 0 0 68 13 0 0 10 1
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200

公衆浴場におけ
るレジオネラ症
対策に資する検
査・消毒方法等
の衛生管理手法
の開発のための
研究

3 3

健康安全・
危機管理
対策総合
研究

前川　純子

遊離塩素の消毒効果が低い温泉
水におけるモノクロラミン消毒の
有用性が支持された。弱酸性の
人工炭酸泉でもモノクロラミン消
毒は有効であった。新たに開発さ
れた循環配管洗浄方法およびろ
過器の日常のオゾン消毒が、レジ
オネラ対策に有効であることが示
された。フローサイトメーターによ
るレジオネラリスク評価法・核酸検
出による迅速検査法・MLVA法・レ
ジオラート法の改良を行った。浴
用水の菌叢解析や、集団感染事
例の全ゲノム解析を行った。

公衆浴場における衛生管理手法
の開発が、レジオネラ症患者の抑
制につながることが期待できる。

「公衆浴場等入浴施設が原因と
疑われるレジオネラ症調査の手
引き」、「入浴施設の環境水にお
けるレジオネラ迅速検査ガドライ
ン」、「浴槽水のモノクロラミン消毒
を中心とした衛生維持に関する情
報提供」を研究班のWebページに
掲載した
（https://sites.google.com/view/le
gionella-resgr/）。「入浴施設の環
境水におけるレジオネラ属菌検査
の内部精度管理のための手引き」
を作成したので、実践する。

令和元年９月に「公衆浴場におけ
る衛生等管理要領等」の改正と
「公衆浴場における浴槽水等のレ
ジオネラ属菌検査方法について」
の通知（薬生衛発0919第1号）が
発出された。前者を実践するため
の具体的な手引きとして、「入浴
施設の衛生管理の手引き」を作成
し、本手引きは厚生労働省生活
衛生課から各自治体に周知され
た。後者については、その妥当性
が確認された。

モノハロゲノアミン製造用組成物
についての特許を取得した。配管
の洗浄方法についての特許を出
願した。
研究成果がわかるホームページ
を作成した。
レジオネラ対策や検査法について
の研修会を例年複数回行い、啓
発・普及に努めた。

5 8 13 0 17 2 1 1 4 14

201

CBRNEテロリズ
ム等の健康危機
事態における対
応能力の向上及
び人材強化に関
わる研究

3 3

健康安全・
危機管理
対策総合
研究

近藤　久禎

世界的な新型コロナウイルス感染
症の流行を踏まえた感染症関連
分野での新知見の整理を行うと共
に、各分野におけるテロ対策・対
応等について情報収集・整理を
行った。また別の厚労科研から引
き続き、MED-ACTの改訂・評価と
テロ対応人材育成に向けた社会
医学系専門医研修プログラム
（案）の作成を行った。

令和元年度厚生労働行政推進調
査事業費補助金（健康安全・危機
管理対策総合研究事業）
2020年オリンピック・パラリンピック
東京大会等に向けた包括的な
CBRNEテロ対応能力構築のため
の研究との連携の中で、本邦にお
ける公衆衛生及び医療分野にお
ける継続的なCBRNEテロ対応等
の情報収集・整理を行った。

研究では、CBRNEテロ対応能力
の拡充及び本邦における継続的
なCBRNEテロ対応能力の向上を
図るため、MED-ACTの改訂と社
会医学系専門医研修プログラム
におけるテロ対応課題も含めた研
修プログラム（案）を作成した。

新型コロナウイルス感染症やオリ
ンピックへのテロ対応等、本邦の
健康危機管理対応に資する人材
の強化に必要な事項を検討し、そ
の成果に厚生労働省に提供した。

内閣官房が把握する国内の
CBRNE関係の専門家リストを基
に、CBRNE関係の専門家の会合
を実施し国内外のテロ対応に関
する最新の知見を共有した。但
し、世界的な新型コロナウイルス
感染症流行のため、コロナ流行前
には対面で、以降はオンラインで
開催した。

0 0 15 22 34 6 0 0 0 0

202

災害発生時の分
野横断的かつ長
期的なマネジメ
ント体制構築に
資する研究

3 3

健康安全・
危機管理
対策総合
研究

尾島　俊之

保健医療福祉活動の総合的なマ
ネジメントの具体的な方策の明確
化に向けた知見を得た。特に、保
健医療調整本部等に関するアン
ケート調査により全国の都道府県
および政令指定都市での現状を
明らかにした。また、令和元年度
の一連の風水害被災自治体等の
アンケート調査により、保健医療
福祉調整本部等の設置やその他
の対応の状況を明らかにした。さ
らに、災害ケースマネジメントのた
めのアセスメント調査の妥当性を
明らかにした。

保健医療福祉調整本部の設置に
ついて、本部の構成員、本部長、
本部事務局、本部会議、本部室と
いう構成要素を明らかにした。ま
た、災害時の組織対応の原則
（CSCA）、災害対応全体の流れと
して、目的・戦略・目標・戦術、情
報収集・状況認識・意思決定・実
施という流れを整理した。さらに、
自治体職員等の過重労働・メンタ
ルヘルス対策として、業務マネジ
メントとメンタルヘルスケアの２つ
の柱に整理した。

研究成果を集大成して、小冊子
「保健医療福祉調整本部等にお
けるマネジメントの進め方2022（暫
定版）」を作成した。総論として、
指揮・調整や災害対応の流れの
他、保健医療福祉活動チームの
派遣調整、平常時の備え（計画・
マニュアル、人材育成、物資）、事
後レビューなどが整理された。ま
た各論として、避難所及び在宅避
難者の支援、医療活動、福祉活
動・福祉との連携、NPO／ボラン
ティアなどとの連携、民間企業な
どとの連携などが整理された。

「新型コロナウイルス感染症等対
応における自治体職員の過重労
働・メンタルヘルス対策に関する
取組事例の共有について」（令和
４年3月22日厚生労働省新型コロ
ナウイルス感染症対策推進本部
事務連絡）において、研究班で検
討を行った「新型コロナウイルス
感染症対応を含めた健康危機管
理における職員等の過重労働・メ
ンタルヘルス対策」の概要及び事
例についての情報提供が行わ
れ、さらに、令和４年３月24日に過
重労働・メンタルヘルス対策に関
する取組事例についての厚生労
働省によるWeb説明会が行われ

「新コロナ対応における自治体職
員の過重労働・メンタルヘルス対
策～大阪市・埼玉県・群馬県の事
例に学ぶ～」が、厚生労働省の広
報誌である「厚生労働」2022年5月
号で取り上げられた。また、研究
班での検討内容等について、研
修会等による普及啓発を行った。

3 4 7 0 24 1 0 0 0 6

203

地方衛生研究所
における感染症
等による健康危
機の対応体制強
化に向けた研究

3 3

健康安全・
危機管理
対策総合
研究

高崎　智彦

「初心者向け細菌検査関連」、
「『マイクロピペットの管理』と検査
法が新しくなった「HIV確認検査」
の動画の作成および「食品からの
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌
（MRSA）分離状況」の音声データ
付きパワーポイントを制作した。実
地研修が開催できない場合の
ウェブ研修での活用、実地研修中
の反応待ち時間にも活用できる。

体外診断薬の承認を受けた新型
コロナウイルスのPCR検査キット
について注意事項も含めた検査
マニュアルと『マイクロピペットの
管理』に関する動画を作成した
が、医療機関の検査室においても
活用できる。

先行研究で提案された微生物検
査担当部署の共通コンピテンシー
リストをベースにウイルス検査部
署に特化した知識、技能や具体
的な項目を加えたウイルス検査
部署用コンピテンシーリストを作
成した。

新型コロナウイルスのPCR検査の
キャパシティーを増やすために、
体外診断薬の承認を受けたキット
を使用する地衛研も増えたことか
ら、よく使われている3種類に関し
て使用上の注意事項も含めたマ
ニュアルを作成し、行政検査の質
を維持した。

「初心者向け細菌検査関連」「マイ
クロピペットの管理」「HIV確認検
査」動画を地方衛生研究所全国
協議会のホームページにアップ
ロードした。

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
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数）

204

災害時保健活動
の体制整備に関
わる保健師の連
携強化に向けた
研究

3 3

健康安全・
危機管理
対策総合
研究

宮崎　美砂
子

災害時の保健活動における所属
機関の異なる保健師間及び地元
関係団体との連携43項目を文献
調査、ヒアリング調査、紙面調査
による複数の調査に基づき導出
し、これまで定義づけがなされて
こなかった災害時の連携の概念
を明示した。成果は全国の保健師
を対象とした複数回の研修会で伝
達し好評を得た。

都道府県本庁、県型保健所、保
健所設置市、市町村といった同じ
都道府県内の所属機関の異なる
保健師間及び地元関係団体との
災害時の連携項目が導出され、
災害時の連携概念が明示され
た。これら成果を保健師の災害対
応力を高める研修訓練に活用す
ることにより、平時から連携力強
化を図り、災害時の保健活動推
進の準備性を高めることが期待で
きる。

成果を踏まえて災害時の保健活
動推進のための保健師間及び地
元関係団体との連携強化に向け
た体制整備ガイドラインを作成し
た。本ガイドラインは全国都道府
県及び保健所設置市の各本庁の
保健師代表者に送付し周知を
図ったところであるが、次年度か
ら研究成果が分かるホームペー
ジを研究代表者の所属機関に設
置し、活用推進とそのフィードバッ
クを通して、実装性を高める予定
としている。

新型コロナウイルス感染症の全
国的な流行のように、健康危機管
理対応が同時期に全国的に求め
られる状況下においては、同じ都
道府県内（圏域）の人材による受
援体制の強化が重要であり、所
属の異なる保健師間及び地元関
係団体との連携は受援体制を効
果的に推進するための方法として
意味を成す。本成果は災害を見
据えた平時からの圏域内での受
援体制強化の検討に対して貢献
し得る資料として活用可能であ
る。

研究成果が分かるホームページ
を令和4年度に研究代表者の所
属機関に設置して作成したガイド
ラインの活用推進とそのフィード
バックを通して、成果の実装性を
高める予定としている。

0 0 1 0 4 1 0 0 2 8

205

地方衛生研究所
における即応体
制と相互支援等
の確立に対する
研究

3 3

健康安全・
危機管理
対策総合
研究

調　恒明

(1)　研究成果
2回の班会議の開催による情報の
共有と意見交換及び全国アン
ケート調査を実施し、地方衛生研
究所の新型コロナウイルス感染
症への自治体間の相互支援を含
めた対応状況、課題を把握する事
により、今後の新興感染症発生時
における体制について考察を行っ
た。また、保健所長会との連携強
化の検討を行った。
(2)　研究成果の学術的・国際的・
社会的意義
令和3年8月から行われた厚生労
働省健康局健康課と地方衛生研
究所全国協議会幹部の「地衛研
の機能強化に関する意見交換」で
は本研究班の検討内容をもとに
協議が行われた。

(1)　研究成果
「臨床検体を用いたSARS-CoV-2
抗原定性検査キットの評価」によ
り抗原定性キットの感度特異度に
差があることを示した。地衛研に
よる新型コロナウイルス感染症の
院内感染への介入が報告され
た。地衛研による新型コロナウイ
ルスのゲノム解析が強化された。
(2)　研究成果の臨床的・国際的・
社会的意義
地衛研による院内感染への介入
事例の共有により院内感染対策
の改善が期待される。変異株へ
の置き換わり、ゲノムの比較によ
る分子疫学による感染状況の把
握は医療の安全と感染拡大の防
止に貢献する。

「新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）病原体検査の指針」
第4版、第5版の改訂に関与した。

令和3年8月から9月にかけて、厚
生労働省健康局健康課と地方衛
生研究所全国協議会の幹部で、
地方衛生研究所の機能強化に向
けた意見交換会が5回にわたり実
施された。そこでは本研究班のメ
ンバーが参加し研究班の検討内
容に基づき議論が行われた。

地方衛生研究所が参加する「新
型コロナウイルスのゲノム解析に
関する情報交換会」を令和3年11
月に開催した。

14 18 5 0 7 0 0 0 1 0

206

災害時健康危機
管理支援チーム
（DHEAT）の研修
の質の向上に向
けた研究

3 3

健康安全・
危機管理
対策総合
研究

服部　希世
子

支援関係の築き方やチームワー
クの作り方などを掲載したDHEAT
リーダー向けリーダーシップの手
引きを作成した。DHEAT研修の質
の向上を目指した本研究班の結
果は、DHEAT養成研修や各自治
体が取り組む研修等での活用を
とおして、実災害における効果的
な支援受援体制の構築に寄与す
ることが期待できる。

特記なし。 特記なし。

本研究成果をDHEAT養成研修に
活用し、DHEAT構成員が実災害
で効果的なマネジメント支援を実
施することで、被災地の保健医療
福祉活動が円滑に行われ、被災
者の２次健康被害の防止に寄与
することが期待される。

特記なし。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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